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午前９時00分開議 

○事務局長（熊懐 洋一君）  起立、礼。着席。 

○議長（櫛川 正男君）  では、改めまして、おはようございます。本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（櫛川 正男君）  日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に質問を許します。２番、鑓水英一議員の発言を許します。２番、鑓水英一議

員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  おはようございます。２番、鑓水です。一番くじを引かせていた

だいております。新議長の許可の上、改めまして、よろしくお願い申し上げます。 

 定例会初日、市長からも報告がされましたが、先月、沖縄県で開催された第１１８回九州市長

会総会、地震対応のため７市長の欠席の中、今回の地震に対し、九州は一つ、復興に向け、国へ

支援要求の採択がなされ、迅速な政府の判断、決行、さらに、復興予算に向けた補正予算もス

ピード成立となりました。これを機に、九州は県境を越えた一つの防災組織の広域化が必要だと

思ったところです。 

 また、うきは市でも早急な支援の対応、職員の派遣など、行政を初め、市民の方々、企業、各

種団体の皆様に感謝を申し上げる次第です。 

 さて、我が国では、平成に入り、マグニチュード４.５以上の地震、平成２７年度までに約
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１４０回起こっております。そのうち２０回がマグニチュード７以上という、まさに地震列島だ

ということは言い逃れはできません。熊本は九州の広域拠点とする構想の公表がされていました

が、今回の地震により、日本には安全地帯はないということが改めて実感されたところです。 

 そこで、この先、いつ災害が起きるともわからない、我がうきは市において、地域防災及び災

害時に影響するであろう今後の事業につき、お伺いいたします。 

 うきは市には、平成２３年３月に耐震改修促進計画、地震ハザードマップ、２６年５月、地域

防災計画、２２年作成後、２４年に九州北部豪雨後、更新された２７年４月に総合防災マップ、

２８年、本年３月、第２次総合計画など、事前の備えに役立てるための多くの資料があります。

また、先月２２日の総合防災訓練、災害時における防災意識、敏感な反応と知識など、熊本・大

分の地震後、再確認をされたことと思います。 

 そこで、１点目です。資料は拝読していますが、災害自体をとめることはできません。そこで、

平成２４年の九州北部豪雨、今回の熊本・大分地震、改めて災対本部長の立場より、市の危機管

理の実態・状況、そして、今後の行政の方針をお伺いします。 

 ２点目、本年度、災害対策費の中で、木造住宅耐震改修事業費補助金３２０万円、これ４件分

です。木造住宅耐震診断費補助金３万円、１０件分と予算計上されていますが、熊本・大分震災

後、うきは市管内での申請状況をお伺いします。 

 次に、予算計上、空き家対策等対策費４３３万６,０００円、空き家実態調査委託７６０戸分

となっています。そこで、３点目です。対策計画の中で、正確な空き家の把握、推進事業の方法

につきお伺いします。 

 さらに、ことしの１月、寒波による水道管の破裂が九州各地で発生しております。空き家は被

害がすぐに判然せずとの結果報告も出されています。また、今回の地震以降、水道水の濁り、湧

き水の枯渇など、熊本にあっても異変の状態であります。 

 ４点目です。生命の中で大重要な水、今後、上水道事業推進及び地下水保全、市政２期目を目

指される中、改めて所見をお伺いします。 

 以上、４項目について御答弁、よろしくお願いをします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  おはようございます。ただいま地域防災及び災害時影響するであろう今

後の事業について、大きく４点の御質問をいただきました。 

 まず、１点目が、今後の災害に対する危機管理の実態・状況及び方針についての御質問であり

ますが、うきは市の災害に対する基本的な考え方や方針は、平成２６年５月に策定した、うきは

市地域防災計画に示させていただいており、状況に応じて軽微な変更については年度ごとに修正

を行っているところであります。 
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 しかしながら、平成２４年の九州北部豪雨の被害や過去の台風被害等のように気象情報等から

被害予測とその対応がとれる場合と異なり、今回の熊本地震のように予測困難な災害に対しては、

再度検証する必要があると考えております。今回の震災で課題となった救援物資の配送手段、テ

ント宿泊、瓦れきを初めとする大量のごみなど、さらには、庁舎が被災した場合の復旧に対する

指揮や情報伝達、そして、通常の行政事務の継続等について、しっかり検証を行い、うきは市が

実際に災害に直面した場合の危機管理体制について、改めて検討する必要があると考えておりま

す。 

 ２点目が、木造住宅耐震改修事業、木造住宅耐震診断の申請状況についての御質問であります

が、平成２８年度におきましては、災害対策費予算として、御指摘のように木造住宅耐震改修事

業費補助金として、１件当たり上限８０万円の４件分として３２０万円、また、木造住宅耐震診

断として、１件につき３,０００円の１０件分として３万円を計上しております。 

 ４月１４日、発生しました、平成２８年熊本地震後のうきは市における木造住宅の耐震改修事

業費並びに耐震診断費の申請状況につきましては、現在、７件の木造耐震診断申請があっており

ますが、木造耐震改修事業の申請はあっておりません。 

 また、平成２４年度より施行しております、うきは市木造住宅耐震診断補助金制度について、

平成２７年度までの間で耐震診断申請は４５件の申請があっておりますが、診断結果に基づいた

耐震改修事業については、これまで申請はあっていない状況であります。 

 次に、３点目で、空き家実態調査についての御質問でありますが、うきは市内の空き家につい

ては、総務省の住宅、土地統計調査によれば、平成２５年度時点で約７６０戸となっております

が、その後も増加してるものと予想されております。 

 本年度、実施予定の空き家実態調査につきましては、社会資本整備総合交付金の交付決定後に

委託契約を予定しております。空き家実態調査を実施するに当たりましては、平成２８年２月

３日に第１回うきは市空家等対策協議会を開催し、空き家対策の課題等に対して御意見をいただ

いたところであります。今回、実施する空き家実態調査につきましては、これまで市に寄せられ

ている空き家と思われる家屋等の情報をもとに現地踏査や聞き取り調査を実施し、空き家リスト

を作成する予定であります。また、調査結果をもとに、うきは市空家対策計画を策定し、利活用

可能な空き家については、空き家バンクへの登録や空き家リフォーム事業助成制度の利用を勧め、

有効な活用を図っていくこととなります。一方、危険な空き家につきましては、うきは市空家等

対策協議会に諮り、空家等対策推進に関する特別措置法に定められている特定空家等の判断基準

に照らして、特定空き家として分類していくこととしております。特定空き家につきましては、

税務課資産税係との間で情報共有が可能となりますので、資産税係が持っている情報に基づき、

所有者に対して修繕や取り壊し等の要請を行ってまいりたいと考えております。 
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 次に、４点目でございますが、今後の上水道及び地下水保全に対する所見についての御質問で

ありますが、１月の寒波の影響で、市内の個人住宅の給水管が破裂したり、簡易水道の一部世帯

で断水が発生いたしました。また、４月に発生した平成２８年熊本地震では、一部の専用水道施

設、個人住宅の井戸水が濁るなどの報告がありました。地下水が豊富で、水の国と呼ばれている

熊本県でも地震後、その地下水に異変が起き、水源が枯れたり、地下水に土が混じったりするな

ど、暮らしへの影響が懸念されてるところもあると、このように聞いております。５月に行いま

した一般家庭用井戸水の水質検査では、前年同期をはるかに上回る申し込みがあり、熊本地震後、

井戸水への市民の関心が一層高くなっていることが伺えました。 

 うきは市では、地下水保全に対する取り組みを進める必要がありますが、これまで、うきは市

の地下水に関する情報は少なく、的確な施策を進めることが難しい状況でありました。しかし、

平成２６年９月の議会で、全国に先駆けて、うきは市地下水の保全に関する条例が制定されたこ

とを受けて、平成２７年４月の機構改革により水資源対策室を立ち上げ、過去の家庭用井戸の水

質検査結果について考察を行ってまいりました。また、うきは市内の地下水や湧水と日本名水百

選との関連性を調べるなど、うきはならではの恵まれた水資源の解明にも当たりました。今年度

は地下水の実態把握のため、市内の地下水の賦存量や流動状況について専門的な調査を行い、そ

れらのデータ解説により地下水の適正な利用可能量を推しはかるなど、地下水の保全、活用に関

する環境整備を進めていく所存であります。また、あわせて上水道に関するアンケート調査結果

を踏まえた上で、上水道事業に対する市民の皆様の理解を深め、第２次うきは市総合計画に基づ

き、事業の推進を図る必要があると考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  ２番、鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  答弁をいただきました。 

 １点目についてですが、危機管理能力、防災、災害復旧、計画資料の抜粋として伺っておきま

す。私自身、多くの資料を理解、納得し、把握までは行ってない状況でございます。ただ、減災

については、計画の進展を幅広く望むところです。市民一人一人が防災意識を高め、自助、共助、

公助の連携が特に重要なことだとは真摯に感じるところです。災害は、いつどこで発生するかわ

からず、ふだんからの訓練と十分な備えが大切と、市長のコメントがありました。まさに理想で

はなく、現実そのものです。 

 また、自治協議会が３年目に入り、地域計画策定の中、行政区、個々の自主防災の活動がなさ

れつつあります。そこで、コミュニティーの形成を生かす協働のまちづくり推進指針が作成され

ており、その中に自助、互助、公助と協働の基本の考え方があります。自助は理解できます。た

だ、互助は地域差があり、公助の支援がまだまだ必要不可欠だと思います。また、自主防災につ

いても同様です。もし支援策の方法、あればお伺いします。簡単で結構です。 
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○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御指摘のように、市民の皆様の安全安心を守るという防災、減災の対応

っていうのは、極めて我々行政運営の中でも重要視していかなくてはいけない課題だとこのよう

に思っております。そして、災害の対応につきましては、今、議員御指摘のように、ふだんから

の備えと、そして防災訓練等をやることに、この２つに尽きるんではないかとこのように思って

ます。 

 そういう中で、２５年、策定しました、うきは市地域防災計画、これについては大きな冊子と

同時に、ダイジェスト版でパンフレット等もつくらせていただいて市民の皆さんにも周知をさせ

ていただいております。その中でも触れているんですが、やっぱり市民お一人お一人が防災意識

を高め、自身の安全を守るという自助、地域社会で助け合う共助、行政機関による公助の連携に

よるバランスがとれてることが災害からの被害を最小限に抑える上で最も大切だと、こういうこ

とで、私どももしっかり市民協働推進課が中心となって自治協議会の皆さんにこういう呼びかけ

をして、自主防災組織の結成等を含めて、いろんなお願いを申し上げてます。 

 こういう中で、確かに議員御指摘のように、自助、共助だけを求めるんじゃなくて、やっぱり

公助というのも非常に重要だとこのように考えておりまして、そういう面でいきますと、先月、

実施しました防災総合訓練とか、ふだんの訓練というのをしっかり行政のほうがやっていきたい

と思いますし、また、自治協議会にも呼びかけして、それぞれ地域地域の防災訓練についてもお

呼びかけをしていきたいとこのように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  今、お伺いしました。各自治協議会では独自の防災計画や教育を

されていると思います。ただ、国や多くの自治体が地域防災計画に盛り込んでいない要援護者の

位置づけや車中泊など、市として各種計画の見直しなど、対策をとる必要があるのではないでし

ょうか。 

 さらに、２４年の豪雨、昨年の台風、そして、今回の地震、市民の皆さんは、近年の災害に接

して自主訓練、危険度の確認など、敏感に感じております。そこで、コミュニティ支援係の取り

組みで協働のまちづくり手引、リーフレットがあります。地域のことは地域のみんなが知ってい

る、各コミュニティーの防災マップを含む、変化に応じた情報を加え、わかりやすく、見やすく、

要点を軸とし、市民への配布、このことが防災や災害に対する減災周知につながると思いますが、

いかがですか、市長。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  市民協働推進課長。 
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○市民協働推進課長（瀧内 教道君）  おはようございます。市民協働推進課長の瀧内でございま

す。 

 ただいま御指摘の災害時等、さらには、日常における地域コミュニティー、さらには、自治協

議会の中での対応ということでございますが、要支援・援護者の集計につきましては、ただいま

集計中でございまして、そのデータにつきましては、消防団、それから区長さん等と関係者のほ

うには御提供をし、万が一の災害時には十分役立てられるように準備をしているところでござい

ます。 

 それから、地域計画の中に、いわゆる災害等の対応についても自治協議会ごとにうたわれてい

るところでございますけれども、いろいろと各自治協議会の中での規模の大きさ、それから地域

性、そういった部分で対応が異なってまいるかと思いますので、きめ細かい対応を、事務局とし

ても自治協議会のほうを指導しながら行っていきたいと、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  予算にも関連しましょうが、過去の資料の更新時期も考えた上で

御検討のほど、よろしくお願いします。 

 議長、続けていいですか。 

○議長（櫛川 正男君）  はい、どうぞ。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  平成２２年度から２７年度までの耐震改修促進計画が作成されて

おります。 

 そこで、本年３月までに耐震改修事業、完了されていると思いますが、いかがでしょうか。資

料をお持ちですか。この資料なんですけど、これが２７年度、ということは本年の３月までに耐

震の改修は終わると書いておりますが、その結果をお聞きしてます。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  住環境建設課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君）  住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君）  住環境建設課長の江島でございます。 

 先ほどの御質問でございますけれども、耐震化計画につきましては、平成２２年度より公立学

校の耐震化事業推進、改築事業に基づきまして、公共施設、学校等の耐震化の工事を行ってきた

ところでございます。平成２２年度より平成２７年度までで学校関係におきましては、耐震補強

関係につきましては完了したところでございます。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 



- 70 - 

○議員（２番 鑓水 英一君）  再度、御確認をお願いしときます。 

 ２７年度の実績は未確認ですが、２６年度の耐震改修事業費補助金、歳出はゼロでございます。

１９８１年５月以前の旧耐震事業で建てられた住宅が対象の耐震診断費補助金、歳出１万

５,０００円、５件分の物件が遂行されています。住宅は１９８１年６月以降、新耐震基準、さ

らに、２０００年には基準が厳格化され、耐震住宅と認められました。しかし、今回のような震

度７の揺れが連続して発生する事態は想定外であります。現行基準を満たす住宅の倒壊も確認さ

れています。 

 そこで、震災後でもあり、この制度、広報等により周知され、今後、耐震改修事業は１件

８０万上限ですか、耐震診断１件３,０００円、これ申請の急増を見込んだ場合、新たな増額予

算計上、また、災害対応の拠点となる庁舎、学校を含む避難所、さらに、街路樹など、改めて耐

震診断、改ざんのない専門家による調査委託など、施策の考えはあるでしょうか。お伺いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  議員御指摘のように、建築基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和

５６年６月１日に導入されたものであります。その以降、特に、阪神・淡路大震災では、昭和

５６年以前に建築されたものに大きな被害が発生されたと。こういう現象を見て、国のほうが平

成７年に建築物の耐震改修の促進に関する法律をつくって、今、耐震化率を高めております。全

国に比較して、うきは市内の耐震化率は低い状況であります。 

 こういう中で、先ほど答弁さしていただきましたように、耐震診断申請はあるものの、それを

受けての耐震改修事業まではつながっていないところがあります。こういう現状、なぜそこまで

つながらないかというのをまた詳細に我々も把握して、今回の熊本地震を受けての対応について

しっかり分析をして取り組みを進めたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  今、現状の調査とか、学校、避難所の再審査、それの施策がある

かどうかを伺います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  実は、今度の熊本地震におきましては、私どものうきは市職員も、

２０名近い職員が人的支援に行っております。実は、今週１０日には現地に行った職員と私とで

意見交換をして、仮にこのうきはの地で、そういうことはあってはならないし、ないと思います

けれども、万が一、うきはの地で地震が起きたときにどう対応していったらいいのかっていうの

をしっかり意見交換をする予定になっております。 

 とりわけ私が重要視してるのは、今、議員御指摘の、もしこの本庁舎が被災を受けたときの通

常の行政運営をどこでどうやるか、これがいわゆる業務継続計画、ＢＣＰと言われるものであり
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ます。アメリカは危機管理局、ＦＥＭＡという組織がしっかりこのＢＣＰの対応をしているわけ

でありますけれども、まだまだ日本においては、結構民間のほうではＢＣＰの取り組みが進んで

おりますが、行政においては、なかなかそこまでつながってない、そういう意味も含めて、しっ

かり今回、意見交換をしながら洗い出しをして、対応すべきことはしっかり対応する。こういう

形で臨んでいきたいと、このように思ってます。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  災害後では間に合いません。今後、国や県の方針にも進展がある

と思われます。早目の判断をお願いしておきます。 

 また、政府、国交省判断にもよりましょうが、耐震基準、地震地域係数の見直し、市として、

法的な拘束力はないものとしても条例等の考えはお持ちでしょうか。耐震基準と耐震地域係数の

見直し。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  現在、そこまでの考えはないわけでして、実は、私の任期も７月１４日

ということでありますんで、次なる大きな施策、判断については、次期市長が判断すべきものと、

このように思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  次期の市長ということでございますけど、間違いないでしょうけ

ど、国の執行により行う考えだということでよろしいですか。現状の制定はないということで。

はい、わかりました。 

 いずれにしても災害前の課題であり、今後、耐震診断補助金、耐震基準などの見直しは、個人

的に楽観的に思っているところでございます。 

 続いて、３点目の全国的に急増している空き家についてですが、執行部の方針、お伺いしまし

た。所有者等正確な把握がなかなか難しいことだとは思います。建物はもちろん、周りの樹木な

ど、防災、衛生、景観等、住民生活に悪影響を及ぼす空き家、努めて進捗をお願いしときます。 

 先ほど市長からもおっしゃられましたが、昨年の５月、自治体による強制撤去を認める空き家

対策措置法が施行されました。固定資産の課税など特定空き家に指定した場合の措置方法はどの

ようにお考えなのか、お伺いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  住環境建設課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君）  住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君）  ただいまの御質問でございます。 

 当うきは市におきましては、空き家特措法に基づきまして、本年度予算措置を講じております。
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これは何かと申しますと、今、総務省のほうで、うきは市においては７６０戸余りの空き家があ

るということでございますが、実際、それ以降、当然空き家等ふえてきておる数字だと思います。

２８年度に、まず空き家の実態数を調査をしようというところで本年度の予算措置を講じておる

ところでございます。この調査後、特措法に基づきます税制の情報共有というところで、まず、

所有者の確定をいたしまして、ケア等につきましての所有者への通知を行う計画にしております。

その後、総体的な計画等をつくるようになっていくと思いますけれども、まずは、この空き家の

実態調査を実施するというところを現在、考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  調査後の判断だという御返答をいただきました。所有者の合意が

原則の上、個人の資産でもあり、行政も負担の可能性が発生すると思います。これもまた課題だ

と認識をするところです。後日、調査結果をお伺いしたいと思います。 

 議長、通告にはないのですが、関連でよろしいですか。 

○議長（櫛川 正男君）  どうぞ。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  先ほどの耐震改修促進計画にもうたっていますが、人命にもかか

わるブロック塀の倒壊、建築基準法施行令に定められてるブロック塀の安全要請、今後、市とし

て、空き家等を含む届け出の義務のないもののブロック塀の調査、耐震化の推進等、図っていく

必要があるのではないでしょうか。さらに、改めて健康被害が指摘されたアスベストの飛散防止

計画、これはいいです。とりあえずブロック塀につき市長のお考えをお伺いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  議員も御承知のとおり、国のほうの空家等対策推進に関する特別措置法

の中に、第２条の２項に、特定空家等の要件がうたわれております。崩壊等著しく、保安上、危

険となるおそれのある状態あるいは著しく衛生上、有害となるおそれの状態、こういうのも含ま

れておりますので、今、御指摘のブロック塀であったり、アスベストの問題等々については、こ

の法律の中にもそういうことが求められてるものと承知しておりますんで、しっかりそういうこ

とも踏まえて調査をしていきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  ブロック塀については、公共物に属する物件の調査、これは、今

のところは行ってはいないということですか。（発言する者あり）了解しました。 

 死にも至る実情です。早急な調査、そして把握、正しい技術の周知、これが安全安心なまちづ

くりの一環として期待しております。 

 あと一つ、一言でいいですけど、空き家バンク、また、旅館業法制限とは別の空き家宿泊につ
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いて、現状、簡単でいいので御説明をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  うきはブランド推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  うきはブランド推進課長。 

○うきはブランド推進課長（田篭 正規君）  うきはブランド推進課長の田篭でございます。 

 空き家バンクの状況でございます。空き家バンク、平成２５年度から開始をしておりまして、

昨年度につきましては１５件の登録をいただいております。９件が成約がなっております。今年

度につきましては、まだ、始まったばかりで１件の状況でございます。現状でございますけど、

今までの４年間で登録が全部で２２件ございました。そのうちに成約が１５件、取り下げが３件

ございまして、現在４件のストックとなっております。４件につきましては、大体山間部以外の

平地の部分が登録が行われているところでございます。 

 民間の宿泊ということで、そちらにつきましては、今、国のほうも規制緩和等でいろんな、そ

ういう取り組みも行われてるところでございますけど、うきは市におきまして、今んところ特段

の取り組みは行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  詳しいことは、また後でお伺いします。 

 最後に、４点目の項目についてです。 

 まず、上水道事業整備、平成３２年度着工、２期目は間違いない在職中の市長と思われますが、

再度、最終決定の時期をお伺いしたいと思います。３２年、上水道の着工です。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先般、実施しましたアンケート調査で、市民の皆さんの上水道への加入

の意向が非常に低かったということも受けて、今、再度、上水道の必要性等をしっかり整理して、

市民の皆さんに説明すべく、今、体制をとってるところであります。したがいまして、今のとこ

ろ具体的な上水道整備計画、具体の計画策定まで至っていないところであります。これにつきま

しても、新しい市長のもとで判断して対応されるものと、このように承知してるところでありま

す。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  ３２年度にはまだわからないという御答弁でございました。市民

の理解が重要であることは承知しています。広域化や新交付金の制度など試算の問題も大きい課

題だと思います。上水道の水源は、平成３１年度完成予定の小石原川ダム事業に参画、今後、整

備や財政が破綻しないような経営の対応策など、行政の考え方が示されるようですが、ざっと
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１００億円を超える大事業の中、根本的に事業施工に対する強化策や災害に遭遇した場合の解決

策、もちろんこれは復旧予算が必要になります。想像を絶する事態に対応する万全の心構えにつ

き施策がお持ちですか。ここで即答はできないでしょうが、考えがあればお伺いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  今、議員の御質問の趣旨は、今回の熊本地震を（「そうです」と呼ぶ者

あり）受けて上水道事業、あるいは一方、今、現状は地下水対応でやっております。そういうこ

とで、広角的な判断が必要ではないかという御指摘ではないかと、こう思います。 

 私どもも、いずれも一長一短あると思います。一例を挙げますと、上水道は途中の配水管が破

損すると広範囲で断水が起きる可能性がありますが、浄水施設に大きな被害が発生しない限り、

一定の期間で全世帯の全面復旧を行うことが可能であります。一方、地下水は、給水設備の破損

は免れても、水源自体が枯渇したり水質が変化したりするおそれがあります。そうすれば二度と

使えない可能性もあります。また、水源に問題がなくても、停電が発生した際は水をくみ上げる

ことができなくなるおそれがあります。 

 生活用水の確保は市民生活の根幹にかかわる問題であり、水源を個人の井戸のみに依存し続け

ることは望ましくないと、このように考えております。将来においては、安全で安心な水道水の

安定供給により生活用水の確保を図ることが必要であると、このように考えておりますが、しか

し、先ほどから答弁させていただいてますように、御指摘のように１００億円を超える大事業で

あります。市民の皆さんの御理解と参画というか、水道事業への加入が不可欠でございますので、

そこらのところをどのように御理解をいただいていくか、これが大きな課題だと、このように思

ってるところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  法に基づく詳しい内容はお聞きしました。その上で、まずは、土

壌、地質の調査、これは地下水保全を含み、地盤の強弱など行政が把握し、住民に伝える努力を

望みます。 

 議長、続けていいですか。 

○議長（櫛川 正男君）  どうぞ。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  平成２７年１月、重要な資源である公共水として認識が高まる地

下水の保全の関する条例が制定され、３年をめどに検討を加えるとなりました。１年を経過して

いますが、特定採取者届け出の実績は現状いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  水資源対策室長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  水資源対策室長。 
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○水資源対策室長（高木新一郎君）  水資源対策室の高木でございます。 

 ２７年の１月より、地下水保全の条例が施行をされまして、いろいろな開発が行われておりま

して、それに伴いまして私どもに届け出が参っております。５件ほどの届け出がございますが、

やはりその中には結構、広報をしておりますので、１日１０トン以上というのが届け出の数でご

ざいますが、中には１０トン未満、いろんなこともございまして、今のところは特にたくさんの

水量を必要とするような届け出はあっておりません。最大でも、もう１日５０と６０とか、その

ような数でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  ５件ほどあったということですけど、まだまだ、これからふえて

いくと思います。 

 そこで、１０年間の基本構想の中で、安全で良質な水の安定供給を通して、安全で安心なまち、

そのための上水道計画、また、良質な水の確保、地下水保全活動の継続と、５年間の基本計画、

基本目標にうたっていますが、水質検査は理解しています。そのほか、この２つの事業の計画、

今まで以上の新たな推進があるのか。大事な水の問題です。改めてお伺いします。要点のみで結

構です。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先ほど答弁をさせていただきましたように、今年度は当初予算におきま

して、地下水の実態把握のための市内の地下水の賦存量や流用状況について専門的な調査を行い、

それぞれのデータ解説により地下水の適正な利用可能量を推しはかるなど、地下水の保全活用に

係る環境整備を進めていく所存であります。議員御指摘のように、我が国でもめずらしい条例を

制定していただきましたので、しっかりこの条例に恥じないように、うきはの大きな地域資源の

一つでありますこの水、地下水についての保全についてもしっかり取り組みを図っていきたいと、

このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  鑓水議員。 

○議員（２番 鑓水 英一君）  新たな推進の計画があるということでございます。期待しておき

ます。 

 先ほども言いましたが、土壌、地質の調査、これは重大なことではないかと思います。詳しく

は、後日、水資源対策室でお伺いします。 

 熊本県によりますと、地下水は水循環の一部であり、地下を流動している限りある貴重な資源

であり、生活と経済活動を支える共通基盤となっているとの条例の必要性をうたっています。我

がうきは市も全く同様だと思います。ルネッサンス戦略、第２次総合計画、全てに関し、生活を

初めとし、何事にも水の重要性は決して忘れてはなりません。今後、水の問題については、幅広
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く展開して推進のほうをよろしくお願いしておきます。 

 最後になりますが、このたびの大分・熊本地震でお亡くなりになられた方、また、被災された

皆様へ心より御冥福、お見舞いを申し上げます。余震や、梅雨にも入り土砂崩れの心配など、マ

スコミの報道や友人、知人の報告でしか知り得ない情報ですが、大変な御苦労に耐えられている

状況でございます。早期の復旧、復興を心より願って、私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君）  これで、２番、鑓水英一議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（櫛川 正男君）  次に、９番、諌山茂樹議員の発言を許します。９番、諌山茂樹議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  ９番、諌山茂樹でございます。議長から質問の許可を得ましたの

で、３つの件名につきまして、通告書に従いまして質問をしてまいります。 

 まずは、さきの熊本を中心とする大震災で犠牲となられました方々に心より御冥福をお祈りす

るとともに、被災された方々にはお見舞いを申し上げ、一日も早い復興、復旧を祈念いたします。 

 それでは、一つの件名、ＰＤＣＡ管理と工程管理に万全を期するという関連で質問をいたしま

す。 

 私は、機会あるごとにＮＰＭ、ニューパブリックマネジメント、つまり民間企業で活用されて

いる経営の考えや管理手法を行政に導入し、効率化、活性化させ、そして、管理手法を導入の必

要性を訴え続け、幸いにして市長の認識が一致して着実に進展していると評価し、喜びを感じて

いる次第であります。高度成長期やバブルのころのように、普通にやっていればある程度の成果

が得られる環境ではありません。しっかりした計画を策定し、基本的な業務のルールや管理手法

を活用して目標達成に万全を期する必要があります。しかし、過去の補正予算の金額や全員協議

会での計画未達成報告などの内容を鑑みると、さらなる管理の強化が必要と考えます。その中で

も工程管理手法とＰＤＣＡサイクルを、管理を万全にして効果的に回しながら業務を推進し、管

理する手法の徹底は、業務成果の達成には不可欠につき、政策実行とルネッサンス戦略それから、

市総合計画の実践控えた現在、急務の課題と考えまして質問いたします。 

 まず、１つ目、国が示す、まち・ひと・しごと創生総合戦略の一環として、うきは市では、平

成２７年度から３１年度までの５年間の、うきは市ルネッサンス戦略──地方版総合戦略であり

ますが、を策定し、この戦略に盛り込まれた施策事業を実践することにより地域の活性化や環境

整備を進め、住みよいふるさとうきは市を形成し、さらには、人口の維持を図ることを目的に、

いよいよ２８年度より本格的に事業が展開されます。加えて、１０年間の第２次うきは市総合計

画も策定され、本年度より実行段階に移ります。計画は、実行に伴い成果が達成できなければ、

絵に描いた餅になり、自治体の力量が問われることになるわけであります。うきは市ルネッサン
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ス戦略の客観的な数値目標である重要業績評価指標、ＫＰＩを設定し、その必達が求められてい

ます。その成果を達成するためには、ＰＤＣＡサイクルを回す管理手法を着実に活用することが

極めて有効と考えるのでありまして、見解を伺いたい。 

 ２つ目、期間が定められた目標達成型の活動で、プロジェクトのように、複雑な業務が錯綜し

た困難で重要な業務、目標とする工期に着実に達成させるためには、しっかりした工程計画をつ

くり、工程管理手法を活用するマネジメントの実践が必要不可欠と考えるので答弁を求めます。 

 以上、１回目の質問を終わりますが、再質問をいっぱい控えておりますので、簡潔な答弁を求

めます。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま総合戦略等のＰＤＣＡ管理と工程管理について、２つの御質問

をいただきました。 

 １点目が、うきは市ルネッサンス戦略及び第２次うきは市総合計画のＰＤＣＡ管理についての

御質問でありますが、御指摘のように、近年、自治体が執行する各種の計画においては、目標達

成に向けた管理手法としてＰＤＣＡ、つまり計画、実行、評価、改善による工程管理が求められ

ているところであります。本市のうきは市ルネッサンス戦略におきましても、国からのＫＰＩ、

重要業績評価指標の設定とＰＤＣＡサイクルによる工程管理が要件として示されているところで

ございます。そして、これに対応するためにうきは市ルネッサンス戦略におきましては、そのチ

ェック機関として、うきは市ルネッサンス戦略推進協議会を設置しております。また、第２次う

きは市総合計画におきましても、毎年、実施計画を作成することにより目標達成状況を把握し、

次年度以降の計画に対して、必要に応じて修正、変更をしていくこととしております。また、う

きは市ルネッサンス戦略事業や第２次うきは市総合計画にかかわる事業を含む全事業について、

担当部署において工程管理計画を作成するとともに、その進捗状況を把握するため、毎年度、中

間期である９月に市長による事業進捗状況にかかわるヒアリングを実施し、各課の事業の達成状

況について聞き取り調査を実施しているところでございます。 

 ２つ目が、工程管理手法の活用に関する御質問でありますが、御指摘のことについて、私も同

感するところでございます。特に、期間が定められた事業については、しっかりとした工程管理

計画を作成し、各分野の担当者が共有できる実施体制をつくっていくことが必要不可欠でござい

ます。市では、これまでも大規模なハード事業を行う場合等には、工程会議を週１回のペースで

開催し、担当者の情報の共有と工期内完成を目指して事業を進めてきたところでございます。ま

た、これ以外の事業につきましても、前問でお答えしましたように、各課の所管する事業につき

ましては、担当者による工程管理計画を作成し、課長及び係長による事業に対する円滑なマネジ

メントを行うことができるよう進めているところでございます。 
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○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  関連質問に入りたいと思います。 

 冒頭に、ＰＤＣＡの管理手法をどのように認識されているか、改めて伺いしたいと。この手法

そのものに対するお考えをちょっとお聞きしたい。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  このことにつきましては、議員からたびたび御指摘をいただいておりま

す。そのたびに私はニューパブリックマネジメントのお話をさせていただいて、議員と思いは一

緒だと、このように認識をしております。このニューパブリックマネジメント、新しい公共経営

の手法でございますが、大きな要点は、ミッション重視というか、しっかりした使命と目標を持

って仕事に当たること、そして、顧客主義、まさに、市民の皆様が顧客であるということを市職

員全員が共有すること、そして、現場の創意工夫ということで、しっかり現場にいる職員がやる

気を持ってやること、このことを非常に重要だと認識しておりまして、実は、毎年、月の初めに

全職員向けに市長からのメッセージというのをメールで送信してるんですが、その都度、このニ

ューパブリックマネジメントについては明記して職員に喚起を促しているところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  このＰＤＣＡ管理というのは、当初は製造部門で、過程において

の品質管理、クオリティーコントロール──ＱＣから始まりまして、現在は、経営、営業、サー

ビスなどのソフト部門にも適用する総合的な品質管理ＴＱＣに発展してます。今や行政業務も含

めて幅広い部門の管理業務を効率的、円滑に進める手法に発展しているところでございます。こ

の管理手法は、第２次大戦後、レミングさんらが中心になってこれをつくったそうでありますが、

戦後に導入されて我が国の高度成長発展に大きく寄与したということでございます。ほかにも労

働安全衛生マネジメントとか、ＩＳＯとか、日本標準規格とか、そういうものにもこのＰＤＣＡ

サイクル、使ってる。それから、関連があるんですけれども、地方公共団体のガバナンス、つま

り内部統制、これにもＰＤＣＡを使うようにというようなことが言われているようでございます。

それから、学校改革にもＰＤＣＡを使っていきたいということでございます。答弁は結構でござ

います。 

 それでは次に、品質管理とか生産管理、在庫管理とか人事管理と、一般企業においてはよく使

われますけれども、耳にしてると思いますけれども、この管理というのは、ある目標を達成する

ために５Ｗ１Ｈ、誰が、どのようにして、いつ、どこで、なにを、なぜ、そのような計画を立て、

そして、実行し、計画と実施計画の差異を是正してアクションを起こす、これはもう随分わかっ

てるようでございますので、この４つのステップを繰り返すやり方でございます。しかし、言葉

だけ知っている人は多いと思いますけれども、知ってるだけではいけないと。 
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 ここにおられる管理職の方々に問いたいと思うんですが、要は、何の抵抗もなく実行できるよ

う自分のものにできているかどうか。とにかく行政職員の新人から管理者まで、この管理手法を

熟知して身近な道具、ツールとして自由に使いこなせることが求められているわけでございます。

本市の職員の方、それから管理職の方、どの程度のレベルで職員は理解し、使われているだろう

かということをつかんでれば、市長のお考えをお聞きしたいと。もう立派にできて申し分ござい

ませんか、それとも、今からですか、そこら辺をお聞きしたいと。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  実は、この４月から職員に人事評価制度、これ導入しまして、いろいろ

今、人事評価、行っているところであります。この人事評価は２つ大きな要点があって、業績評

価と能力評価に分かれております。特に、業績評価については、しっかりとした年度年度、ある

いは内容によっては上半期、下半期と、しっかりした目標を設定して、それがどのように達成さ

れたか。これが人事評価の要諦でありますが、そういう取り組みをしておりますので、全職員、

目標管理の重要性っていうのは十二分に理解をしてるんではないかと、このように思っておりま

す。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  目標管理はわかりました。ＰＤＣＡのサイクルを回す。これは十

分に生かされているだろうかというのを、ちょっと一言、一言で結構です。まだまだなのか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  この４月に人事評価、スタートしたばかりで、半年単位にまた上司が評

価するというサイクルになりますが、このサイクルの中で、ＰＤＣＡの話については、また指導

をしなくてはいけない職員もいるかとは思いますが、しかし、これまでに来る間に、昨年度、試

行期間ということで何回も何回も人事評価制度、つまり目標管理の重要性について、あるいはＰ

ＤＣＡの重要性については、しっかり職員に試行の形で進めてまいりましたんで、かなり皆さん、

しっかり熟知しているんではないかと、このように思ってます。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  私は、少しまだ甘いんじゃないかと、見方が。過日の国会答弁で

石破大臣が言われておりましたけれども、まだまだ、自治体間でも差があると、それから、職員

間、管理職間でも大きく差があると。私もそう思ってます。まだまだ今からだというふうに思い

ます。もっと、自信過剰な考えは捨てて、謙虚な気持ちで、他人の耳、傾けて反省し、反省から

学ぶという姿勢を貫いていただきたいと思うんです。日本のラグビー界のエースであります五郎

丸選手、御存じだと思いますが、を生んだエリート集団の早稲田大学ラグビー部のモットー

は──私もこれをモットーとしてるんですが、謙虚と感謝ということだそうです。こういう気持
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ちで、スポーツの世界でも謙虚さがなくちゃいかん、反省しなきゃいけないということでござい

ます。ならば、２つの事例を申し上げます。まだまだ頑張らなきゃいけないことを申し上げます。 

 １つは、毎年、年度末に、理由はあれども、多額の補正による残額返金や繰り越しが発生して

ます。これは、ほかの議員からもたびたび指摘されております。これは、もっと管理監督者や担

当者が早い時期に管理サイクルを回してチェックし、アクションを起こせば、これはかなり改善

されると信じているわけです。 

 もう一つの具体例、地方創生先行型事業を財源としたふれあい入浴補助事業がありましたけれ

ども、始められて約７カ月も経過した時期であったにもかかわらず、わずか１２％しか消化され

てなかった。慌てていたと。しかも、３月末で打ち切られる事業であったということであります。

このことにつきまして、プランの段階での検討が不十分であったんじゃないだろうか、それから、

成果計画の数値目標が不十分ではなかっただろうか、チェック、アクション、ＰＤＣＡサイクル

がうまく回っていなかったんじゃないだろうかというふうに考えるのであります。副市長クラス

が中心となって組織的に、謙虚な気持ちで、基本的な教育を繰り返し、マネジメントなどの自己

啓発、献策の奨励を希望するが、いかがでございましょう、教育の徹底。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先ほど石破大臣のお話がありましたが、今回の地方創生は、ＫＰＩとＰ

ＤＣＡサイクルが必須要件というか、工程管理が必須要件となっておりますので、議員御指摘の

ように、我々も普段から謙虚な気持ちで、しっかり原点に返ってやらせていただいてるわけであ

りますが、そういうものについては人事評価もスタートしましたんで、そういう視点からでもし

っかりした職員の人材育成を進めていきたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  この管理手法をうまく使いこなすためには、報連相というような、

報告、連絡、その程度の自己管理に任せとったらうまくいきません。しっかりした管理体制の仕

組みを構築する、そして、副市長、室長、市長、そこらが中心になって、絶えずチェックし、ア

クションを起こしていくと、これが大事だというふうに思うわけでございます。そして、検証の

場には、ものによっては部外者の評価委員も中にいれたらどうだろうかというふうに考えており

ます。重要なものについては。市長はもちろん入るでしょうけれども、部外者からの評価委員も

どうだろうかということでございます。とにかく仕事をする職場の管理者、マネジメントする方

は、もちろん頭の中でこれを回転させながら仕事はしていかなきゃいけませんが、いっぱいある

仕事の中からやっぱり重要なものをリストアップして、そして、重点的に重要なものを抜き出し

て、そして、ＰＤＣＡサイクルのあの型式に入れて、計画的な業務をやっていくと。何もかも評

価委員会の会議をやったり、そういうのでは間に合いませんので、そういう重点的なこともリス
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トアップした取り組みも重要だというふうに思いますので、これはお願いでございます。ぜひと

もよろしくお願いしときます。 

 それから、近年の管理職が５人新しくなりましたよね。係長時代は、自分の成果は上げれば評

価が得られたと、今、人事評価でありますが。今度は課長ですから、管理職の立場で成果を上げ

ねば評価されない立場になったわけでございます。つまりチームとしての成果が求められるとい

うことでありまして、チームとしての成果を出すためには、必要なスキルはマネジメントスキル、

これを持たなきゃいけないと。今までの係長スキルではいけないということを申し上げたいので

あります。そのマネジメントに有効な手法の一つがＰＤＣＡサイクルであります。そういうこと

で、教育はどれだけあってもこれでいいということはございませんので、これをうまく使いこな

せるリーダー、管理職を養成するための新人課長に対する学習の場を設けるなど、自己研さん、

これを強く求めますので、再度市長の所見をお伺いしたい、教育を徹底してということで、ぜひ。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御指摘のように、やはり我々に課せられた行政運営を的確に、効率的に

やっていくためには、やはり全ての職員の資質の向上っていうのが大きな課題であります。これ

からも人材育成にはしっかり取り組んでいきたいと、このように思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  次に入ります。関連質問です。 

 民間企業では、納期、工期を非常に重要視します。なぜなら、新商品開発とか業務のノウハウ

などがライバル企業に追い抜かれたら、それこそ死活問題になるということになりますので。し

かし、行政も、時は金なりと申しますけれども、そういうのを念頭に置いて、スピード感を持っ

た工期達成が求められているところでございます。期限のない業務は仕事じゃないと、ことまで

民間では言われます。戦後、アメリカから品質管理とかシステムが導入されましたけれども、工

程管理もこれは導入されまして、この工程管理は品質管理と同じで、最初はものをつくるための、

いかに安く、いかに高機能につくり上げるかというのでございましたけれども、最近では、行政

のようなサービス業とか、ソフト業務でもシステムや現状から到達したい、姿に変化させるため

の仕事を工程と捉えて、その仕事がいつまで、どのようにでき上がったかというのをチェックし

ながら仕事を進めるのが新しい工程管理でございますので、そういうことを新工程管理と注目さ

れておるわけでございます。現在では、行政業務もスピード感を持った対応で計画して、工程を

守って、工期短縮や工期を達成すること並びに仕事の質を高めることが求められておりますので、

こういうこと、この工程管理もしっかりやりたいという答弁をいただきましたので、もう、再度、

僕は意気込みを聞きたかったんですが、聞かないことにします。遠慮します。いいですか。もう

一回、改めて意気込みを聞かせて、工程管理に関して。前のやつはいいですから。 
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○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  議員御指摘のように、この工程管理については民間、特に製造業であっ

たり建設業、いわゆる生産性を向上するためのかなめとしてしっかり取り組まれてることは承知

をしております。やはり工程管理というのは、着手から完成までの工程系列の単なる時間的管理

だけではなくて、むしろ業務活動をあらゆる角度から組織横断的に横軸を入れて、そして、評価

検討し、品質精度、労働力・資材などを最も効果的に活用する方法と、このように承知しており

ます。 

 先ほどから答弁させていただいてますように、今回のルネッサンス戦略等につきましても、工

程管理がしっかり国から求められてるんですが、そのチェック機関として、うきは市ルネッサン

ス戦略推進協議会を設置しておりますんで、ここには民間の皆さんも入られております。しっか

り指摘をいただきながら、しっかりした取り組みをしていきたいと、このように思ってます。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  市長、読みながらお答えいただいたけれども、しっかり頭に入っ

てることだというふうにお察しいたします。 

 それで、念を押しておきますが、工程管理の仕事は工程計画を立案すると。工程を分解して、

誰が、どんな作業で、どのような展開し、そして、目で見る管理、目で見やすいような管理手法

を使うということが大事でございます。その中にはクリティカルパス、一番難しい工程がありま

す。そして、工期も長い。それを重点的に認めなきゃいけないと。それを、何もかも見とったら

見えませんので大事なとこだけを、しかし、このクリティカルパスができなければ、ほかのやつ

ができ上がっても効果が得られないというようなことでございますので、そういうのの検討を十

分にやっていただきたい。そして、計画ができたら工程進捗会議を、今、言った会議を開いて、

定期的に進度管理をしていただきたい。それから、この工程進捗会議、進度管理表を使って目で

見る管理をしていただく。そして、工程進捗会議は月に１回なり、２カ月に１回なり、普通の業

務だったらやっぱり１カ月１回ぐらいは個人的にはＰＤＣＡをチェックしながら、大丈夫だろう

か、今の計画で、もうちょっと軌道修正したほうがいいんじゃないだろうかというようなＰＤＣ

Ａ管理手法を使っていただきたいというふうに思うわけでございます。 

 一つだけ、ちょっと関連でお聞きします。知ってなかったら結構です。ＧＡＰ、ギャップとい

うの御存じでしょう、ギャップ、よく使われてるんです、最近。知らなかったらいいです。これ

関連で聞いてるだけですから、申しわけございません。結構です。 

 実は、農業新聞なんかを見られてる方は御存じだと思うんですが、農林水産省が、これ、グッ

ド・アグリカルチャル・プラクティス、農業生産工程管理だそうです。農業生産にも工程管理を

使おうという盛り上がりが出てます。農業生産活動を行う上で必要な関係法令の内容に則して定
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められた点検項目に沿って、農業生産の工程を着実に実行しながら効率化していこうということ

でございます。農水省まで経営改善の効率化に工程管理を使ってるということだけをお伝えした

かったことでございます。 

 では、最後になりますけれども、一般的にＰＤＣＡ管理がうまく実践されてない企業とか自治

体は、つまり計画と実行、ＰとＤしか行われてないと、ほとんどが。チェックし、アクションが

ないと、多いということでございます。それから、計画をつくるタイミングとか計画の内容、計

画を承認する組織に問題があるというようなことも言われております。計画で９０％までは決ま

ると、成果が上がるか上がらないか。だから、計画の段階でしっかりした計画を立てていただき

たいということはコンサルタントの方が申しておりますが、このような本もいっぱい出ておりま

すので、よろしくお願いしたいと。今後とも、ＰＤＣＡ管理手法を大いに勉強されて、しっかり

と身につけられて業務改善の質の向上、工期短縮、業務の効率化に挑戦されますことを祈念しま

して、この件を終わりたいと思います。 

 議長、続けていいですか。 

○議長（櫛川 正男君）  どうぞ。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  ２つ目の質問でございます。ふるさと納税活性化をしていただき

たいという内容でございます。 

 ふるさと納税は、地方の活性化を促進する狙いで、ふるさとや応援したい地域に貢献できるよ

う、２００８年に新設されたわけであります。負担額２,０００円を除き、翌年の住民税や所得

税が控除されると。地方からは返礼品が送られ、納税者、自治体のどちらにもメリットがあると、

大変魅力ある制度でございます。また、多くの自治体は寄附する側が使途を選択できるという制

度もあるようでございます。 

 そこで、質問いたします。 

 １つ目、総務省の調査によりますと、２００８年には５万４,０００件であったが、２０１２年

には２.３倍の１２万１,８５８件に増加したと。うきは市の納税件数並びに金額の推移を伺いた

い。 

 ２つ目、ふるさと納税額は、恐らく増加の傾向にあると思うので、増加の要因と、今後の見込

み並びに納税者から希望された人気商品を上から１０品ほど上げていただきたい。これは金額

ベースと件数ベースがあると思いますので、両方つかんでればお願いしたい、この中から。 

 それから、３つ目でありますが、現在の取り組み状況と、数年間取り組んできた課題とか改善

したいことがあればお尋ねしたい。 

 ４つ目、寄附金の使い道、明細を尋ねたい。納税者からの指定があればどういう指定をされて

るか、その４項目について１回目の質問、いたします。 
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 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいまふるさと納税について４点の御質問をいただきました。 

 １点目が、うきは市への納税件数と金額の推移についての御質問でありますが、当市のふるさ

と納税は、平成２０年４月２０日に施行された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、平成

２０年度から開始した取り組みであります。 

 初年度は、年間１２件、３８万１,０００円でありましたが、制度の見直し等を行った結果、

平成２６年度は、２,００２件、４,８８１万３,０００円に増加し、そして、昨年度、平成

２７年度は、１万６９３件、２億４,１９１万１,０００円となっております。 

 ２点目が、納税額増加の要因と返礼品の人気商品でございますが、平成２５年度までは、九州

北部豪雨災害への寄附やふるさと納税自体の認知度アップ等により徐々に納税額はふえておりま

したが、それでも１００万円前後の寄附額でありました。大きく飛躍した要因は、平成２６年

１１月から、ふるさと納税の返礼品の充実とポイント制度導入を行ったこと、平成２７年度から、

ふるさと納税返礼品情報に係るポータルサイトであるふるさとチョイスから寄附の申し込みが可

能になったこと、昨年１２月から、クレジット決済による寄附が可能になったことであると分析

をしております。 

 返礼品の中で人気の高いものでございますが、件数的には、圧倒的にブドウ、柿、梨等のフ

ルーツになります。続いて、加工食品、野菜、馬刺し、米、麺となっております。 

 一方、金額の面では肉、先ほど馬刺しの話をしたのですが、馬刺し、肉関係あるいは筑水キャ

ニコムの商品等々が上位にランクをされているところであります。 

 ３点目が、これまでの取り組み、課題や今後の改善についての御質問でありますが、先ほど申

しましたとおり、返礼品の充実や寄附者の手続等に対する利便性を高めるため、ふるさと納税返

礼品の情報に係るポータルサイトの活用、クレジット決済の導入、情報発信等、ふるさと納税の

推進に向けた取り組みを行ってきたところであります。 

 今後の改善でありますが、フルーツ等の農産品が不足してる状況にあることから、生産者等に

対して商品提供の協力をこれまで以上に働きかけていきたいと考えております。また、商品カタ

ログのレベルアップ、情報発信内容の充実、さらに、平成２７年度におきましては寄附者数が年

間１万人を超えたことから、事務効率の向上を図るために、今年度、ふるさと納税管理システム

の導入等を行う予定であります。 

 最後の４点目、寄附者の使途明細と納税者からの指定があった内容についての御質問でありま

すが、納税者からの指定についてですが、件数の上位で見てみますと、子どもこれから寄附が

３,６２６件で、全体の３４％、森と水をまもろう寄附が３,３１６件、３１％、高齢者いきいき
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寄附が９１３件、８.５％となっております。また、ふるさと大好きこだわり寄附が４９０件、

４.６％となっております。この中には、農業や教育、子供、出産、育児など明記した寄附も含

まれております。 

 寄附金の使途につきましては、納税者からの御指定のあった事業に充当させていただいている

ところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  今、お答えいただきましたように、２０１５年度の納税額約２億

５,０００万ですか、大変な伸びでございます。担当各位の献身的な御尽力を高く評価したいと

いうふうに思います。 

 さて、総務省では、自治体間で高額なお礼の商品を送ったり、サービスを提供する謝礼競争が

過熱してるということに対し、本来の趣旨にのっとり、過剰な謝礼を自粛するよう自治体に通知

したとのことでございます。 

 本市は、良識ある節度を守って取り組んでいると信じておりますけれども、実情はいかがなも

のかお聞きしたいと。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  議員御指摘のように、近年、返礼品が高額であったり、あるいは多額な

割合でなされてる等々が課題になっております。国、総務省のほうからも、とにかく金銭類似性

の高いもの、そして、２つ目が資産性の高いもの、あるいは、高額または寄附額に対して返礼割

合の高い返礼品、この３点については、くれぐれも趣旨を逸脱しないようにしっかりやってほし

いという指摘を受けております。 

 私どもうきは市におきましては、そういうものに直接該当するものなく、しっかり常識の範囲

内で取り組みをさせていただいてるものと承知をしてるところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  とはいうものの、私は、良識を持って地域の特産品を積極的に全

国にＰＲする、アピールすることは、自治体としての当然の持つべき動機というふうに考えてお

ります。このことは政府内でも意見が分かれてると。もうそれはいいだろうと、そうだろうと言

う方もおられるそうでございます。 

 本市には有能な職員も担当者もおられますので、ひるむことなく、うきは市を応援したくなる

ような斬新な、魅力あるメッセージを発信し続け、さらなる納税者増に努力され、うきは市活性

化に寄与するよう激励し、希望するということであります。そのことについて一言でも結構です

ので、もう大いに頑張っていただきたいと、どんどんやっていただきたいと。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 
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○市長（髙木 典雄君）  うきはブランド推進課長より答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  うきはブランド推進課長。 

○うきはブランド推進課長（田篭 正規君）  ふるさと納税でございますけど、各自治体、非常に

記念品とかで頑張っておりまして、なかなか競争も厳しくなってる状況でございます。 

 うきは市におきましては、やはりうきはの特産品をＰＲしていくということで一番力を入れて

るとこでございます。それで、いろんな取り組みもやっておりますけど、特に最近では、いろん

な企画物としまして、母の日に特別の品物とか、あとバレンタインデーの取り組みとか、そうい

うものを多分全国に先駆けてやってるんではなかろうかというふうに感じております。そういう

ような取り組みもあわせて、今後、積極的に地域のものを、うきはのものを発信していきたいと

いうふうに考えておりますので、担当のほうと一緒に頑張っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  近くの大木町では、寄附した人のお礼に、残した実家とか空き家

になったところの草取りとか清掃でお返しするというようなこともやっておられる。それから、

福岡県も、つい最近でありますが、親孝行代行サービスと銘打って清掃とか、実家に残したおじ

いちゃん、おばあちゃんの話し相手になってもらうとか、シルバー人材を使ってそういうのをお

願いしてる、そういうサービス的なこともやっているというようなことも、新しい取り組みはい

かがなもんだろうかというふうに思っております。 

 それと、このふるさと納税制度、これは、いつまで続くかわからない、決められてないと思う

んでありますが、予想もついてない。今後の計画も、ぱったりとまったら大変、２億数千万が入

ってこないわけですから支障を来しますので、地方自治体にとっても非常に大事なことでありま

す。でありますので、市長会とか何とかで、やっぱり長期継続の要望を出すなど、そういう行動

を起こしていただきたいなというふうに思うんですが、その２つについて市長の見解を伺いたい。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御指摘の福岡県あるいは大木町がユニークな取り組みをしてることにつ

きましては、新聞情報等で大きく報道されておりまして十二分に承知をしているところでありま

す。先ほど課長が答弁しましたように、しっかりうきはを売るという視点で対応していきたいと

思います。 

 また、これのふるさと納税制度についてなんですが、まだ、いついつまでというような話は全

然お聞きしておりませんので、もし万が一そういう話が出てくれば、しっかり広域で対応してい

きたいと、このように思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 
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○議員（９番 諌山 茂樹君）  わかりました。よろしくお願いしときます。 

 それから、質問はもう１件ぐらいですけれども、本市の制度では、うきは市にうきは市民から

の納税寄附行為は認めておりません。しかし、認めてるところはあります、近隣地区では。これ

を認めるよう変更されたらいかがなもんだろうかと。久留米市とか、あちこちやってるところが

ございます。返礼の品物の魅力に欠ける人もいるかと思います、うきは市の人であれば。かと思

うが、生まれ育ったうきは市に納税、寄附することにやぶさかではないという人も多分おられる

んじゃないだろうかということで、検討に値するんじゃないだろうかというふうに思います。提

案したい。 

 それから、千葉県の野田市では、市内在住納税制度を始めまして、学校施設整備に、例えば、

クーラーの取りつけとか、そういう整備に活用しているという情報も入っております。そういう

ことで、うきは市内の人からの納税制度、これも考えていただいたらどうだろうかという思いで

ございますが、いかがですか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  うきはブランド推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  うきはブランド推進課長。 

○うきはブランド推進課長（田篭 正規君）  市内の住民の方にふるさと納税をうきは市にしても

らったらということでございますけど、もし、そうなった場合がうきは市の税が減ってしまうと

いう、結果的になっております。市のほうも、市内の方にもふるさと納税をやっていただくこと

自体については認めておりますけど、ただ、記念品のほうはお渡しはできないということでちょ

っと決まりを決めておりまして、してもらうこと自体は全然構わないんですけど、記念品がちょ

っともらえないというような今の現状でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  一応、近隣のやってるところ、それから、野田市あたりがどうや

ら、やっぱり納税が減った分、それよりも効果があったというようなことがあるんじゃないかと

思いますんで検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、これ余談でありますけど、吉井出身のタレントで若手のタレントが今、おられます

が、名前は伏せますけれども、その方がちょっとうきは市のことを話されただけで三、四件のふ

るさと納税があったということをお聞きしております。ありがたいことでありますので、ぜひそ

ういう有名人にお願いをするということも一つの手じゃないかと。このお父さん、私、長いつき

合いでありますので丁重にお礼をしておきたいというふうに思っております。 

 最後になりますが、この制度は地方の活性化を促進する狙いの取り組みでありますので、担当

者の努力に感謝するとともに、趣旨を認識し、返礼品が当たり前の意識が定着しないように、ふ
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るさとを応援したいというボランティアの寄附行為をしっかり根づかせていただくよう、さらな

るメッセージの発信に期待いたしまして、このことの質問を終わりたいと思います。 

 続けていいですか。職員のストレス対策で健康にというような関連で質問いたします。 

 官民を問わず、あらゆる組織において労働者のメンタルヘルス対策の促進が求められておりま

す。改正労働安全衛生法で２０１５年１２月１日から、ストレスチェック制度が５０人以上の事

業場で義務化され、健康管理に生かす必要が出てきました。当然自治体も対象になります。制度

の概要や背景を認識し、着実に推進し、万全を期する必要があると考え、質問いたします。 

 １つ目、改正労働安全衛生法で２０１５年１２月１日から、５０人以上の事業場で義務化され

たストレスチェックに対し、どのように理解し、認識されているか伺います。加えて、ストレス

チェックが義務化された背景はどのように理解しているかお尋ねしたい。 

 ２つ目、ストレスチェックが義務化されたことに伴い、２０１５年１２月１日から２０１６年

１１月までの間に１回目のチェックを実施することになるわけでありますが、今後の工程計画を

つくって、しっかり進める必要があるけれども、今後の計画を伺いたい。 

 ３つ目、ストレスチェックは、このデータを生かして総合的なメンタルヘルス対策につなげる

ことが究極的な目的と考えておりますので、いつごろまでにメンタルヘルスケアにまで取り組む

考えがあるかお聞きしたい。 

 ４つ目、学校現場においても長時間労働、教育課題の多様化や保護者対応などの困難なメンタ

ルヘルスに及ぶ課題が生じておりますので、本市の長期病休者の状況と課題並びに教育現場の特

性を考慮したストレスチェック制度への取り組み計画について教育長にお伺いしたいと。 

 この４つでございます。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま職員のストレス対策について大きく４点の御質問をいただきま

した。 

 １点目がストレスチェックに対しての認識についての御質問でありますが、近年、仕事や職業

生活による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者が増加傾向にあり、

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが課題となっております。こうした背景を踏

まえ、平成２６年６月２５日に公布された改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接

指導の実施を事業者へ義務づける制度が創設されたところであります。 

 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその

結果を通知して、みずからのストレスの状況について認知を促し、個人のメンタルヘルス不調に

対するリスクを低減させるもの、そして、検査結果を集団ごとに集計、分析し、職場におけるス

トレス要因を評価し、職場環境の改善につないでいくことでストレスの要因そのものを低減させ
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る。そして、メンタルヘルス不調に対するリスクの高い職員を早期に発見し、医師による面接指

導につなげることで労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するなど、メンタルヘルス不調に

陥らないようにするための一次予防を主な目的としたものであると、このように認識をしており

ます。 

 ２点目が、ことし１１月までの工程計画についての御質問でありますが、この制度は平成

２７年１２月に施行され、議員御指摘のとおり、平成２８年１１月末までにストレスチェックを

実施する必要があります。 

 当市としましても、平成２７年度のうきは市衛生委員会におきまして、ストレスチェックに対

する基本方針を確認し、職員への周知とあわせて毎年実施しております健康診断の際にストレス

チェックも実施する方向で協議を行ってきております。 

 なお、今月下旬にも平成２８年度の衛生委員会を開催し、その委員会の中で、今年度のストレ

スチェック導入のスケジュール等について詳細な協議を行う予定としております。 

 また、ストレスチェックの検査結果は、直接職員に通知するとともに、面接指導の申し出の勧

奨を行い、その後、産業医による面接指導の実施、必要に応じて相談機関、専門医への紹介を行

うとともに、担当業務の軽減等の就業上の措置につきましても検討していく予定でございます。 

 ３点目の、今後のメンタルヘルスケア計画についての御質問でありますが、ストレスチェック

は、労働者が自分のストレスの状態を知ることでストレスをため過ぎないように対処すること、

また、ストレスが高い状態の場合は、医師の面接による助言を受け、あわせて事業者側が仕事の

軽減などの措置を講じることで職場の改善につなぎ、鬱などのメンタルヘルス不調を未然に防止

するための仕組みであります。 

 メンタルヘルスケアの推進につきましては、働く自身が行うセルフケア、管理監督者が行うラ

インによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア及び事業場外資源によるケアの４つの

ケアを継続的かつ計画的に実施していくことが重要となります。 

 うきは市におきましても、近年、精神疾患で病気休暇を取得する職員が多くなってきているこ

とから、ストレスを抱えている職員、時間外勤務が多い職員、健康診断で問題のあった職員を中

心に、毎月２回、産業医による健康相談を実施しているところであります。今回、ストレスチェ

ックが義務化され、原則全職員に実施されることから、より広範なデータが蓄積され、より詳細

な分析が可能となると考えております。産業医等と連携し、より細やかな面接指導を行い、今後

の職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止に努めてまいる所存であります。 

 ４点目の学校現場に関することについては、教育長より答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  学校現場においてのメンタルヘルス等の取り組み計画についての御質



- 90 - 

問でございますが、文部科学省は、昨年の７月に公立小中学校の教職員の在校時間、各業務への

負担感についての全国調査を公表しております。その中で、在校時間の平均が、小学校教員で

１１時間３５分、中学校教員で１２時間６分となっています。持ち帰り仕事も発生している状況

であり、健康障害リスクが高い現状が続いています。 

 市内小中学校の長期病休者につきましては、平成２７年度に３人、平成２８年度につきまして

は、現在１人の病休者がいます。 

 うきは市立学校総括健康管理規程第５条では、職員の健康障害の防止及び職場の健康管理体制

の充実を図るため、健康管理医を置くようになっています。現在、うきは市の小中校全体で１名

の設置を行い、毎月相談者の希望を募っています。希望者がいない場合には、毎月学校ごとに巡

回相談を実施し、医師による管理職への聞き取り等を行っています。 

 よりよい学校教育を実現していくためにも、教職員が健康で安心して働ける職場環境の整備が

重要ですので、ストレスチェックの円滑な実施に向けて検討をしてまいりたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  まず初めに、関連質問でありますが、約３年前、本市役所内で、

具体的には控えますけれども、極めて深刻で重篤な問題が発生しました。この件について、さま

ざまなことが考えられ、安易な発言は慎むべきでありますけれども、メンタルヘルスに関係がな

かったとは言えないというふうに思うわけであります。わずかな確率の可能性があっても徹底的

に調査し、再発防止につなげるべきと思うわけであります。このことを重く受けとめて謙虚に反

省し、そして、重要課題と位置づけて再発防止に万全を期するということを強く求めますけれど

も、そのときの調査を実施し、再発防止策はどのように設けられたか、そこら辺をお聞きしたい。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  前途ある職員が亡くなったことは重く受けとめているところでございま

す。職員の健康管理は極めて重要視していかなければならない問題と、このように認識をしてお

ります。御指摘の事案が発生したころには、九州北部豪雨の災害復旧業務で技術職を中心に時間

外勤務が続いている状況でもありました。また、精神疾患で病気休暇を取得する職員もあらわれ

るなど、健康面が問題となっておりました。 

 このような状況を踏まえ、産業医による健康相談のほか、保健師による血圧測定など、健康管

理にも努めてきたところであります。産業医によるカウンセリング、市長から全職員への訓示、

全管理職に対して部下の健康管理についての指導研修を行い、職員からの意見の聞き取りを実施

しながら職員の健康管理に生かしてきたところであります。また、保育所に産業医が出向いて健

康講座を実施しているところもあります。現在、メンタル面で不安のある職員あるいは長時間労

働となってる職員、さらには、健康診断の結果で問題があった職員を中心に、毎月２回の健康相
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談を実施しております。また、産業医の面接相談の結果、問題があれば本人への指導、必要に応

じて管理職等への注意喚起、専門医への受診を勧めるなど、健康管理に努めているところであり

ます。今後は、健康診断、健康相談の実施及びストレスチェック制度等を踏まえた取り組みを進

めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  やっぱり何が問題だったのかちゅうのをやっぱり真剣に考えてい

ただきたいと。何が足りなかったんだろうかと、それに対してはどういう対応をするか、再発防

止、並べるだけじゃいけませんので実践しなきゃいけない。具体的な実践事例をつくって実行し

ていただきたいというのをくれぐれもお願いしておきたいというふうに思います。よろしくお願

いしときます。 

 ストレスチェックの義務化の背景は、もう御存じと思いますが、２０１３年の我が国の自殺者

数が２万７,２８３人、高水準であります。その中で、厚生労働省統計によりますと勤務問題を

理由とする自殺者数は２,３２３人おられると。交通事故での死亡者数は５,０００人を切ってる

と。いかに自殺者が多いかということがわかる、いうことであります。そういうことで、総合的

なメンタルヘルス対策の促進を政府は計画しておるわけでございまして、その入り口としてメン

タルヘルスチェックをやるんだということでありますので、しっかりした体制を今からつくって

おいていただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。 

 チェックの結果を医師とか保健師、一緒になって、それからコミュニケーションの円滑化など

を図るということも大事でございます。その結果は、しかし、職員の降格とか昇格とか昇進に影

響させてはいけないと、これはくれぐれもお願いしておきたいと。そして、プライバシーの問題

もございますので、そこら辺はしっかりやっていただきたいというのをお願いをしておきたいと、

慎重にお願いしたいというように思います。 

 それから、１１月までに１回目のストレスチェック、やることになりますが、そのプログラム

はどのようなメニューのチェックをやるのか。何項目ぐらいを考えておられるのか。やっぱり過

重労働などを避ける量の問題のチェックも必要でありますけれども、メンタルヘルスに関連する

質の問題、これも問いながらやらにゃいけないというふうに思うんです。その辺、いかがでござ

いましょうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  総務課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  総務課長。 

○総務課長（楠原 康成君）  総務課長、楠原でございます。 

 ただいまの御質問いただきました２点、まず、ストレスチェックのスケジュールの関係でござ
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います。２８年の１１月までのスケジュールということでございますが、詳しくは、今月開催予

定の衛生委員会のほうで確定をいたしますけれども、大まかなスケジュールについて報告をさせ

ていただきます。 

 導入スケジュールにつきましては、先ほど申し上げましたように、６月の会議のほうで打ち合

わせをいたします。その後に、１０月の衛生委員会のほうでは面接指導等の実施方法などの協議、

それから、１１月には健康診断と合わせましてストレスチェックをやっていきたいというふうな

予定としており、２月の衛生委員会でストレスチェックの結果の集約等を予定を今しているとこ

ろでございます。 

 それからもう一点、ストレスチェックの内容とプログラムということでございます。このプロ

グラムにつきましては、現在、国のほうから出ておりますけれども、厚生労働省が推奨をしてお

ります職業性ストレス簡易調査票、調査項目につきましては、５７項目を行っております。この

調査票を使用する予定としているところでございます。この調査票につきましては、３つの領域

から構成をされております。Ａが仕事のストレスの要因、Ｂが心身のストレス反応、それから、

Ｃが周囲のサポートというふうな３領域から構成されたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  わかりました。工程計画をつくってしっかりやっていただきたい

ということでございます。お願いしたいと。工程どおりにちゃんとやってるかちゅうのをチェッ

クしながら。 

 それから、教育現場の特性から一般行政職とは独立して取り組む必要があると思います。教職

のメンタルヘルス、大いに関連がある時間外勤務を管理職はどのくらい確認してるか、どういう

形で確認してるか、それをお尋ねしたい。連合の総合生活開発研究所の調査では、小学校では

１６.８％、中学校では２０％ぐらいしかつかんでないと。ということは、どれだけ重労働にな

ってるかちゅうのもつかんでないというようなことでありますので、うきは市はそんなことない

とは思いますが、本市の実態をお聞かせ願いたいと。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  先月５月に全部の職員を対象に、超過勤務の縮減に向けたアンケート

を実施いたしております。その中で、どういった個人業務が超勤の原因となってるのか、あるい

は学校全体の業務がどうなのか。そして、ふだんの業務で無駄とか非効率と思われるのは何かと

いうのを集約しております。その集約結果をもとに各学校で超勤の縮減に向けた具体的な方策を

講じているところでございます。そういう形で把握をさせていただいております。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 
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○議員（９番 諌山 茂樹君）  最後の質問です。教職員のみの対象とする分析が有効と考えます

けれども、どのようなチェックを予定しているかというのはもうお聞きしませんが、全国公立学

校共済組合のストレスチェックプログラムというのがあるそうでございますので、そのプログラ

ムを導入すれば、全国と本市の教職員との比較ができると、そのデータを把握できると、比較で

きるということになり、そして、改善にもつなぎやすいというふうに思いますので、そういうも

のの活用も考えていただいたらいかがなもんだろうかというふうに思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  公立学校共済組合のプログラムがあることにつきましては承知いたし

ております。先ほど申し上げましたように、円滑な実施に向けて検討する中で、公立学校共済組

合のプログラムにつきましても検討させていただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  諌山議員。 

○議員（９番 諌山 茂樹君）  ちょうど時間になりましたので、これにて質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（櫛川 正男君）  これで、９番、諌山茂樹議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（櫛川 正男君）  ここで暫時休憩します。１１時１０分より再開いたします。 

午前10時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（櫛川 正男君）  再開します。 

 次に、１１番、大越秀男議員の発言を許します。１１番、大越秀男議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  今回、私は２つの項目について質問いたします。１つは、公契

約条例について、それから、白壁交流広場への古民家移築計画について、この２点について市長

に質問いたします。 

 まず最初に、公契約条例についてであります。これ、私、平成２１年６月議会で一度質問して

おります。その後、市長かわられましたけれども、まだ、このことについては一回も質問してお

りませんので、改めて、間もなくというか、今月末には市長選も告示になるということで、改め

て市長選の公約にもかかわってくることかなという思いで質問をさせていただきたいと思います。 

 地方公共団体が民間などに公共工事あるいはごみの収集、庁舎の清掃などの業務委託をすると

きや指定管理者との間に結ぶ、いわゆる公契約については、近年、その内容について関心が持た

れ始めております。納税者の立場から見た場合、地方公共団体の財政支出については、できるだ
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けその支出を抑えるに越したことはありません。しかし、近年、競争入札が進んだ結果、委託料

や入札価格が大幅に低下してきています。その結果、公共団体の仕事にかかわる労働者の賃金や

労働条件の低下、雇用の不安定を引き起こしたり、企業の安定的、継続的な事業を困難にさせる

ような事態も起きてきていると言われています。公共施設を抑えることや民間同士の価格競争の

結果が、いわゆるワーキングプアを招いているといっても過言ではありません。そこで、我がう

きは市についても公契約条例を市長にぜひ検討、制定していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 以上、１回目の質問です。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま公契約条例について、１点目が、公契約条例の制定についての

御提案と、２点目が、条例制定が地元企業育成や安定雇用の面からも有効な手段ではないかとい

う御指摘でございますが、関連がございますので一括して回答をさせていただきたいと思います。 

 公契約条例とは、市町村が発注する公共工事等の契約において労働者に支払われる賃金につい

て、条例で定めた規定水準以上の支払いを受注者に対して義務づける条例であると、このように

理解をしております。これにより業務に従事する者の適正な労働条件等を確保し、公共工事及び

公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目

的としているものと承知をしております。平成２１年９月に、千葉県野田市が全国で初めて条例

を制定後、福岡県では直方市が平成２６年４月に条例を制定しておりますが、全国的にも同条例

を制定した自治体はまだ少数であり、県内におきましても直方市に続く条例制定は見られない状

況でございます。 

 議員御指摘のように、確かに公契約条例の制定につきましては、その目的に鑑みれば、地方創

生にかかわる戦略を推進する上で地元企業の育成や安定雇用の面において有効な手段の一つにな

り得るものと考えられます。しかしながら、条例の制定は、地域別最低賃金の趣旨に反すること、

さらに、自治体による条例制定だけでは成果が限定されているとして、国に法制化を求める動き

があることや、事務負担の増大など課題とされる点も多く、慎重な見方をしてる自治体が大多数

であるというのが実態であろうと考えられます。 

 昨年１１月には、県南の１０市及び福岡県南広域水道企業団の契約事務担当者による県南都市

契約事務担当者連絡会が行われました。その中で、公契約条例の制定についても意見交換が行わ

れましたが、条例化に向けた取り組みについては、いずれの自治体も現状の情勢から予定なしと

いうことを確認してるところでございます。 

 以上、公契約の条例化について、その目的や情勢と近隣市町村の対応状況について御報告をさ

せていただきましたが、私自身の任期が７月１４日まででございます。御指摘いただいた公契約
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条例の制定につきましては、選挙後の新しい市長の判断に委ねるべきと思いますので、具体的な

回答は控えさせていただきます。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  まず、福岡県内においては、いまだ直方市、昨年、直方市が公

契約条例つくって、その後、まだ、ふえた、先進的な動きはないということでもあります。やは

りうきは市が今度つくった、うきは市ルネッサンス戦略、これは市長自慢の、福岡県で一番先に

こういった総合戦略をつくったわけですよね。やっぱり先駆けることも私は大事と見ております。 

 それから今、市長は市長選を控えてるんで、新しい市長のもとでまたそういったものは検討と

いうことで、他人事のようにおっしゃいましたけれども、今のところ、今のところです、髙木市

長の再選はあるんだろうなというふうに感じております。市長選に、一部関心持ってある方は、

私も存じております。しかし、多分出られないでしょう。そういう情報、伝わってないでしょう、

まだ。ちゃんと情報収集したほうがいいですよ。それは余談としまして、最初にちょっと項目を

２つほど言い忘れておりましたんで申しわけなく思っております。ただ、市長がちゃんとそこを

心得てあって、２項目まとめて答弁をいただきました。 

 まず、私たちはよく世間話の中で公務員が、いや、あるいは大企業の方の身分っていうか所得

っていう、置きかえたら所得のことを言ってると思っても過言ではないと思いますけど、やっぱ

り羨望のまなざしで見られてるんです。まあ、我々議員も含めての話かもしれません。ただ、こ

れは、昭和ちょうど三十七、八年ごろからが高度経済成長が始まって、どんどん民間給与が上が

って、一時は公務員っていうのが相当下の給与水準的に、民間が物すごくよくて、それで、その

ころ具体的には労働運動、そういうのが盛んになって、そして、具体的にここでいうと自治労あ

たりが一生懸命になって労働運動やりました。それ全国的にもそういった労働運動をやった結果、

どんどんやっぱり公務員の地位向上、所得の向上も、そして、ある水準に達したときに民間のバ

ブルがはじけて、そして、あわせて国の政策的には規制緩和、特に、労働関係、非正規雇用者が

どんどん多くなってきたという実情があって、今や所得が、公務員と民間との間に、特に地方は

こう差が。だから、結果的に今、公務員は羨望のまなざしでみられるようになってる。言葉をか

えると、何かにつけて公務員は悪口を言われる。そういう現状があると思うんです。恐らく職員

の方でそういうことを身を持って感じてある方もおられると私は思います。 

 私はそういう話の輪に加わることが時々あります。だから、私はいつも公務員や、あるいは自

分の立場を考えて弁解っていうか、味方をするわけでないんですけれども、あんたたちのその議

論は間違ってますよと、ちょっと二昔前ぐらい前を考えてくださいと。仕事がないなら、言葉は

ちょっと悪いので申しわけないんですけど、仕事がなかったら自衛隊か警察官か役場に行け、言

われよった時代があったことは皆さん御承知と思います。本当にばかにされとった時代があるん
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です。だけど、そうやって経済的に満足とまではいかないにしても満たされてきて、そして、民

間が逆にダウンしてしまうと、今や公務員が高嶺の花。当然就職の試験の倍率も物すごく高いで

す。そういったことを考えたとき、なぜそうなったのか、民間がなぜ疲弊したのか。これを私は

考える必要があると思います。 

 小泉構造改革でどんどん規制緩和をやって、今や非正規雇用者が４,０００万人ですか、働く

人の、ぐらいになってると言われております。さきの、うきは市にこの３月から操業が始まりま

したＲＯＫＩさんの職員の百何名でしたか、今、社員の方が１０９名働いてらっしゃるという

データもいただきました。その正社員は２１名です。残りは非正規、派遣であったりパートであ

ったり、そういった方を入れて、残りは全部非正規。多分非正規ですから各種保険、いわゆる福

利厚生っていうのは恐らく満たされてないと思います。ＲＯＫＩさんの従業員募集の説明会には

当初１００名も来ないだろうと言われとったのに２００名来たそうです、およそ２００名。だけ

ど、就職を希望した人はあんまりいなかったと。で、追加募集、そういったこともなされており

ます。 

 こういった現状を見ていくと、いかに安定した雇用というか、それから、ある程度満足できる

賃金、労務の対価、得られるかっていうのは労働者にとって非常に大きな問題に今なっておりま

す。いわゆる働いてるのに貧困である、ワーキングプア。これをいかにして解決していくかって

いうのは、私たちは議員ですけれども、やっぱり行政一体になって、この問題を解決していくの

は行政の責務であると私は考えています。 

 そのためにも今のところ、県南地域の、県南都市事務会議の中においても前向きなところはな

いというお話でありましたけれども、ぜひとも、これ私は検討をお願いしたい。もう、まだ時代

の趨勢とまでは言いません。だけど、やっぱりそれをやることによって地域の安定雇用、それか

ら、ルネッサンス戦略、言って申しわけないんだけど、この中に住民の転出者が多いですよね。

福岡地区と久留米、それから、転入も久留米地区と福岡地区からが多いと。だけど、差し引きす

ると転出のほうが多い。じゃ何で出ていくのか。私の友人で、建設関連と言っておきますけれど

も、事業をやってる方がおられます。大越君、何でこげん、業種は言いませんけれども、どんど

ん出ていくとか知っちょるのと言うわけです。だから、やっぱり市内では仕事がとれないと、あ

るいは、ちょっと仮に、例えていうと、久留米に移したほうが、久留米は久留米の市内の業者を

基本的に使うという行政指導もあってるから、やっぱりこの際、人口の多い、仕事の量も多い久

留米へ本社機能を移していくと。確かにいっぱいあります。 

 ちょっと私一人しゃべってしまうと肝心の答弁、聞きづらくなりますけれども、昔、吉井町の

時代ですけど、大きな企業が福岡へ本社を移転しました。それから、大きな病院も福岡へ移しま

した。そのときのある首長さんの言葉ですけれども、何とか引きとめることはできんとですかと
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言ったとき、いや、減った分の７割は、７０％は国が補填してくれるからいいんだという。ただ

し、そのころは今ほど財政的に危機状況にあるっていう状態ではなかったから、そういった考え

もあったのかなとは思います。 

 だけれども、間違いなく、仮に地方交付税の形で措置されるとしても、３０％は間違いなく減

っていってるわけですから、今後もう、平成３１年からですか、地方交付税がどんどん減額され

ていくようになってます。それについても、ますますうきは市は人口減に伴う財源減、財源が減

っていくということで窮地に立たされることはもう目に見えてると思います。それを考えると、

せめて行政ができることはやっぱり幾つか当然あると思いますけれども、こういった公契約条例

で少しでもそういった市内業者を優先的に使うとか、あるいは労働者の身分の確保、いわゆる賃

金の確保もあわせて進めていく。そういったことが少なくともしないよりはできると思いますの

で、もう一回その辺、ちょっと聞かせてもらえますか。もう絶対、もうやりませんというのか検

討の余地があるのか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御指摘のように、現在、我が国の労働人口といいますか、就業されてる

中の約４割が非正規雇用ということが指摘されて、そのひずみによりまして格差社会といいます

か、それに起因するいろんな社会問題が起きてきてるのは私も十二分に承知をしているところで

あります。 

 ところで、議員が平成２１年にこの問題について取り上げられたということをお聞きしました。

平成２１年度を振り返ってみますと、ちょうど平成２１年度は千葉県の野田市が全国初の条例を

制定した年でもありますし、あわせて、国のほうは公共サービス基本法が制定された年でもあり

ました。ちょうどそのころ、一時、公共工事報酬確保法案というのが国会で議論になったときが

ありますが、制定までには至っておりません。その背景として、やはり労働者の勤務条件につい

ては、憲法２７条２項で賃金等に関する基準は法律で定めると、こういうことをなってることが

大きな弊害になってたんではないかと、このように思います。 

 そういうことで、先ほどから答弁させていただいてますように、この課題については議論され

てもう七、八年になるわけでありますが、しっかりまた次の新しい市長のもとでいろんな情勢を

分析して検討すべき課題だと、このように承知をしております。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  課題であるという認識は確認できたと思います。もうちょっと

前向きな答弁が欲しかったんですけど、２１年に質問したときに、ちょうどあのころ、浮羽中学

校の給食の業務委託でなされて、委託料が余りの低価格に驚いた記憶があります。その後、もち

ろん吉井中学校も、それから御幸小学校、あちこちでもそういった業務委託がずっと始まってま
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すけれども、相変わらず、ええ、こんな金額でやれるのかというくらいの金額ですよね。相当や

っぱり受け手側はやっぱり競争の中で無理をしてるというふうに、もう数字の上からわかります。

２人、３人かかって、もちろん土日あるいは夏休み、春休み、冬休み等はありませんから、端的

には言えないんですけれども、２人も３人もかかって髙木市長の年間報酬を下回るような金額で

す、委託料が。これをだから、それよりもっと倍にせよとか、そういった意味で言ってるのでは

ありません。余りにも民間が犠牲になってるのではないかということを私は言ってるつもりです。

ここでやっぱりそれを少しでもレベルアップをするのがやはり行政の力、行政の責務と私は考え

ます。 

 それから、さっきの地元での仕事、地元での物品調達には、できる限り地元業者をという、地

元のものを使う、地元の企業を使う、そういったものを盛り込むことができる公契約条例、こう

いったものをぜひお願いし、地域の、もう発展というより、これ以上の疲弊を防ぐという意味も

含めて何とか検討をしてもらいたいと思いますが、いま一度答弁をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  私も以前、この問題についてはしっかり検討させていただいた時期があ

りました。議員御指摘のように、古いんですが、１９４９年にＩＬＯの第３２回総会で、ＩＬＯ

第９４号条約というのが採択された条約で、我が国はまだ批准をしておりません。その批准をし

ない理由として、我が国の場合、労働基準法とか最低賃金法って、先ほど憲法２７条の２項の話

をさせていただいたんですが、憲法に基づいて特別な法律があって、その法律に屋上屋を架すよ

うな、自治体のほうが国の法律に屋上屋を架すような話が果たして正しいかどうかというような

視点であったり、仮に公契約条例をうきは市で制定した場合、私ども市役所が発注する工事とい

うのは、工事であったり委託であったり、あるいはハード面、ソフト面、多岐にわたるわけであ

ります。全てが全てうきは市内の事業者の方が受注する世界でいけば市民にその恩恵が渡るわけ

ですが、もし場合によっては、もう市内にそういう該当事業者がいないときに、東京であったり

福岡市が受注せざるを得ないケースもあるかと思いますが、そうすると、そういう方に全ての恩

恵が行ってしまって、果たしてそれが地方自治法上、独自の条例を制定する意味合いで果たして

そごがとれるのかと、いろんな課題がいっぱいこの問題には山積されてると思いますので、そう

いうのを一つ一つやっぱり検討して判断すべき話であると、このように認識をしております。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  そういった側面も当然あると思います。私、議員になってずっ

と厚生文教のほうに席を置いておりますので、余り建設とか経済とか、そういった方面、全然知

らないわけじゃないですけど、余り勉強しておりません、はっきり言って、議員として。 

 ただ、ちょっとこれは担当課長にお尋ねしたほうがいいのかなと思いますけれども、例えば建
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設工事の見積額、そういった中で、労働者に支払うべき賃金、いわゆる労務単価というんでしょ

うか、これは最低基準というのが市として示されてるのかどうか。私はちょっと全くその辺がわ

かりませんので、そこ知りたいなと思いますが。わかりますか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  当然、契約約款には法令順守がうたわれてますから、当然最低賃金法は

守らなくてはいけないと、こういう制約がかかってるものと、このように承知してます。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  最低賃金だけでいくと、福岡県は時給７４３円ですか、今、去

年の１０月改定で。東京都が八百十何円ぐらいだったと思うんですが、とても条例で決められて

る最低賃金では食っていくことはできないと思うんです。当然、これが正社員として雇用されて、

そして、それを、もらってる給料、手取りを働いた時間に直してそうであればかなりのいい数字

かなと思いますけれども、最低賃金ってほとんどの場合がパートとかアルバイトとか、そういっ

た方々に適用されてますので、その辺が最低賃金と一言に言うだけではどうしても不明な点、

我々にはわかりづらい点がありますので、その辺、具体的に、いわゆる最低賃金法を守らにゃい

かんですよというだけなのか、具体的な数字を示してるのかどうか、その辺はどうですか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  非常に原則論を言って恐縮なんですが、やはり基本中の基本の原則とし

て、労使間の労働条件については労使間において自主的に決定すべきものであって、いわゆる国

家機関、行政が介入するためには、やはり法律に基づかなければいけない、これが憲法２７条の

趣旨であります。そういう面でいきまして、基本的には、我が国は近代憲法、民法の三大原則の

一つで、私的自治の原則、つまり契約自由の原則、つまり労使が自由に契約できると、これが大

原則なんです。しかし、それをやるには福祉の視点で、やっぱりいろいろ課題があるということ

で私的自治、契約自由原則の修正項目として憲法１２条の公共の福祉あるいは憲法２７条による

労働者の勤務条件等というのがうたわれていて、その中で初めて労働基準法とか最低賃金法とい

う法律が成立をしてるわけです。そういうことを踏まえますと、やっぱりしっかり、最低賃金法

はもう法律でありますから、法令の順守義務というのは全ての約款にうたい込んでおりますので、

しっかりこれは守らなくてはいけないということであります。 

 一方、アベノミクスといいますか、安倍総理については、経済の好循環のためにはやはり経済

の成長が賃金に回らないと日本の経済が伸びないという視点で、かなりいろんな経済団体に賃金

引き上げの要請なんかをされてる。その過程の中で最低賃金についても徐々ではありますが、か

なり上がってきているというのが昨今の状態ではないかとこのように思います。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 



- 100 - 

○議員（１１番 大越 秀男君）  今の答弁、何かわかったような、わからないような。確かに契

約はもう民間で、何ていうのか、自由にできるのだろうと思いますけれども、労使の関係、重要

なのは。やっぱり雇われるほうは、自分は首になりたくない、ぜひとも使ってほしいという、や

っぱり弱い立場がありますから、やっぱり企業の、言葉は悪いけど、言いなりに従うしかないと。

それが今のワーキングプアと思うんです、私は。やっぱりここを、労使対等の立場になれるよう

に行政が力を貸してやるんだっていう気概を持ってやるべきではないか。そういった意味で公契

約条例もやっぱりそれなりの効果を発揮できるんではないかというふうに思います。 

 答弁は、私が言ったからころっといい方向に変わるっていうことはないかもしれんけど、どう

ですか、本当の意味の、さっき市長が言われた、まだ検討という言葉は出てませんけれども、重

要な課題であるという認識だけは聞かせてもらえませんか。どうでしょう。この問題は重要な課

題であるという認識があるかどうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先ほどから答弁させていただいてますように、我が国の就労者のうち約

４割は非正規雇用、それをもって日本に格差社会が生じ、いろんなひずみが起きてることは十二

分に承知をしております。要は、我が国の経済がうまく上向くためには、最終的にはやっぱり賃

金にお金が回らないと経済が好循環できない。こういう仕組みは十二分に理解をしてるつもりで

あります。しかし、どういうんですか、自由主義の我が国において、契約自由の原則が一番尊重

されている中で、行政がどこまで介入できるかというのは非常にいろんな面を精査して考えてい

かないと、安易に行政が介入していきますと、もう限りなく違った社会になるんではないかと、

こういうことを懸念をしてるところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  期待した言葉が出てきません。改めてこの問題は私も勉強をし

直して、もうちょっと核心的っていうか、細部にわたったところでまた質問をするということで、

この項目についての質問は終わりたいと思います。 

 次に、白壁交流広場への古民家移築計画について。 

 以前からありました移築計画はどうなったのか。重要伝統的建造物群保存地区の景観を整える

面からも必要と思うが、どうか。 

 久留米方面からの来訪者に対する総合観光案内所的な役割を持たせることもできると思うが、

どうか。 

 以上、白壁交流広場の古民家移築について質問をいたします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま白壁交流広場への古民家移築計画について、２つの御質問をい
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ただきました。 

 １点目が、移築計画の状況についての御質問でありますが、大越議員からは平成２７年３月に

同様の御質問を受けておりますが、当敷地は、筑後吉井伝統的建造物群保存地区の中心部に位置

し、国道２１０号に面してるため、町並み保存の観点から見れば、空き地のまま放置することは

望ましくないという答弁をさせていただきましたが、その認識は現在も変わっておりません。ま

た、良好な立地条件を有する当該敷地は、うきは市にとっての重要な資源であるとの認識も変わ

っておりません。時間を要しておりますが、白壁交流広場の活用については、筑後吉井伝統的建

造物群保存地区の有効活用の中で、移築計画とオープンスペースとしての有効活用も含め、議論

を含めていく考えであります。 

 ２点目が、総合観光案内所的な役割を持たせることについての御提案でありますが、白壁交流

広場は国道２１０号に面し、観光案内を行うには適した場所であると認識をしております。しか

しながら、筑後吉井伝統的建造物群保存地区は、筑後吉井おひなさまめぐりを初め、幾つものイ

ベントが開催され、多くのお客様が大型バスやマイカーを利用して来訪されるため、駐車場の確

保が重要な課題となっております。現在、吉井地区の観光案内は、観光会館土蔵で行っておりま

すが、周辺には白壁ホールの駐車場を初めとして駐車スペースが十分確保できてるところがあり

ます。白壁交流広場は十分な駐車スペースの確保が難しい状況であることもあり、観光案内業務

につきましては、引き続き観光会館土蔵で行っていきたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  計画そのものはまだ生きてるんだという答弁だったと捉えてい

いですね、今の。計画は生きてると。（「まあ、そうですね」と呼ぶ者あり） 

 それと、観光案内所的な役目を持たせるのは、今の、こっちの文化会館あるいは観光会館のあ

たりで引き続きやっていきたいと。それは、そういうことでしたけれども、それはそれで私は大

いに結構だと思うんです。私は、あわせて、こっちはこっち、向こうは向こうで、そういった役

割を持たせることもできるんではないですかということを言ってるんですね。こっちやめて向こ

うにしなさいと言ってるんではない。ただ、もちろん施設をつくれば、いろんな内部の施設ある

いは人員配置、いろんな問題が出てきますから、そう簡単に、はい、わかりました、つくりまし

ょうっていかないことは十分私はわかっております。そこはやっぱり議論の中で、もしつくると

したらどういった位置づけでやるのか。例えば、地元の物産販売所を兼ねた役割を持たせるのか、

あるいは人員配置については、もうボランティアに任せるのか、あるいは臨時かパートか、そう

いった職員を配置するのか、いろんなことが考えられると思うんです。 

 それで、私は、前は重要伝統的建造物群、何やったですか、正式名称は。審議会、何やったで

すか。町並みを守るための、ああいった重伝建の整備とか、そういったのにかかわる整備計画に
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関する審議会の中に入っておりました。そんときに、やっぱりあそこは、いわゆる壁面の連続性

から見た場合、まずいと、余りにもあき過ぎてると。あれは何とかせにゃいかんっていう認識は

あるということでした。しかし、その後、もう七、八年たってます、そういうことを言われなが

ら。そして、何も施策が施されてない。特に更地のことを言ってるんですけど、結局は近隣の方

の駐車場になってると。更地のままですから、どうしても見苦しい。 

 それと、私たちは今、ちょっと休んでますけど、あそこで簡単な朝市みたいなことをやると、

通りがかった人がどんどん入ってきて、あれはどこですか、つづら棚田はどう行ったらいいんで

すか、道の駅うきははどこですか、もういろんなお客さんが来るわけです。有名なパン屋さんを

聞かれたり、ケーキ屋さん聞かれたり、だから、私たちが農産物をあそこで販売するよりも、何

か俺たちボランティアで案内所しよるごたるなというのが落ちです。もう本当、二、三百円の売

り上げで、あそこに入ってきた車の駐車場整理をしたり、観光客の案内に応じたり、もういろん

なことをやらされます。そういった意味からいくと、やっぱり早くあそこに何か施設ができない

といかんなということをつくづく感じております。 

 ちょっと話、変わりますけれども、２１０号線を日田のほうに行きますと、夜明大橋がありま

す。あそこに信号があって、丁字路になって、こっちから行くと左に曲がって夜明大橋です。逆

に今度、日田のほうから来て、あの橋を渡って、２１０号線に出ようとして、あそこ信号でとま

ると、真正面に吉井のある病院の看板があります。場所が説明してあるんです。吉井町白壁交流

会館前って書いてあるんです。交流広場じゃないかなと思ったら、ふと思いついたのが、ああ、

あのトイレのことを白壁交流会館って見てるんだと、人は、いうふうに思ったんです。間違いな

く。でなきゃ、あんなに、勝手に白壁交流会館前って書いてあるから、広場前じゃないのと思っ

て見たら、今もあります。通ったら見てください。だから、ああ、やっぱり、だから会館つくれ

とかそういったことじゃなくて、そこは残念ながら何かあんまり品がない、かわやって書いてあ

るです、建物には。のれんが下がって、かわやって書いてある。かわやではどうかなと僕は思う

んです。やっぱりあれを改築して、いっそのこと、交流会館、もう人は勝手につけてくれている

んだから、白壁交流会館にする手もあるなと。あるいは正式にやっぱり白壁交流会館をこの更地

につくる方法もあるんじゃないか、そういうふうに考えております。ぜひとも、これは庁内で議

論を深めていただいて、ぜひ実現の方向に向けて努力をしてほしいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先ほども答弁させていただきましたように、白壁交流広場、伝建地区吉

井の中心地に位置して重要な場所だと認識をしております。御指摘については、しっかりお話は

承らなくてはいけないと、このように思ってますが、今、うきは市は公共施設、いわゆる箱物が
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たくさんあって、その老朽化が大きな課題であります。もう対応しなくてはいけない話はもう山

ほどある中で、市民の皆さん、限られた財政の中でしっかりどうプライオリティーをつけて対応

していくか。それは、補修のみの守りだけではなくて、議員のように攻めるというか、新しくつ

くるという視点も当然まちおこしの中では重要でありますけれども、余りにもうきは市にあるた

くさんの公共施設、それをどのようにうまく改善、整備していくか、そういうところの中で、し

っかり今の議員の御指摘についてはしっかり承らさせていただきたいと、このように思います。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  今、市長が言われた、いろんな、もう修理を要するもの、ある

いは統廃合を考えなければならない施設がたくさんあるんだと。全国的にそうだと思うんです、

恐らく。これだけ合併が進んできたんですから、もう、例えば、極端に言えば、１０の市町村が

合併して一緒になれば、やっぱり１０の、極端に言うと、それぞれの地域にあった体育館とか、

そういったものがいっぱい残ることになって、そして、それぞれに老朽化して、どうかせにゃい

かんということが当然あってると思います。その中で、恐らくこれは優先順位というのが当然議

論されるべき問題になってくると思います。そういった優先順位の中の議論の中で、ぜひともこ

の古民家移築については、その項目の一つにぜひともこの際、加えておいてもらいたいと思いま

すが、項目にちょっと加えてもらうことぐらいはお約束できませんか。そんなに悩むことじゃな

いと思いますが。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  昨年から、２７年、２８年、２カ年計画で公共施設等総合管理計画を今、

策定中であります。一部の施設については、その策定を待たず、前倒してしっかり対応していこ

うという案件もある中で、白壁交流広場については、その検討の中には入っておりませんけれど

も、当然幾つもある施設を総合的に管理整備計画を立てる中で、当然いろんなパターンで、既存

の施設をどう活用するかっていうのは議論の中で出てきますので、議員の御指摘はしっかり承っ

ておきたいと、このように思います。 

○議長（櫛川 正男君）  大越議員。 

○議員（１１番 大越 秀男君）  指摘はしっかり承っておくという言葉を信じて、ちょっと早い

ですが、質問は終わります。 

○議長（櫛川 正男君）  これで、１１番、大越秀男議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（櫛川 正男君）  ここで暫時休憩します。再開は、１３時１５分より再開します。 

午前11時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後１時14分再開 

○議長（櫛川 正男君）  再開します。 

 傍聴者にお願いでございます。午前中も携帯電話の着信が鳴っておりました。ぜひ携帯電話の

電源を切るか、マナーモードの設定をお願いしたいと思います。特に、入り口に掲示しておりま

す傍聴規則を遵守されますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 では、一般質問を再開いたします。 

 １４番、藤田光彦議員の発言を許します。１４番、藤田光彦議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  １４番、藤田光彦です。それでは、議長の許可を得ましたので、

通告書に従いまして４項目の質問をさせていただきたいと思います。 

 その前に、ちょっと市長に質問に入る前にお願いですが、午前中の２名の議員の方の質問に対

しまして、次、次期市長になったときにはその方にという発言があったかと思います。次期市長

と言われるけれども、次の市長に出馬表明をされ、出陣式も２６日ですか、にやられるという案

内もちゃんとここにきちっと来て、なかなかのいい顔で写ってて、市に対する、行政に対する、

こうやってやるよという表明もきちっとやられて、いろいろな施策を今後やるぞと、そういう期

待、やるぞということの宣言をされているのがもうありますから、次期の市長に託すならば、こ

こで一般質問をできないようになるんです。まだ、ただ１カ月もある、そして、次期は多分なる

だろうということで期待してますから、次期の市長をやるということでの私の質問に対して答え

ていただきたいから、次期に託すという言葉だけは、言ったら私は質問をやめます。よろしいで

しょうか。じゃ、始めます。 

 それと、午後に入りまして、食事の後だから眠気が来るかと思いますから、質問はめり張りあ

るような質問をします。それに応じて市長も回答よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、４項目質問します。１項目めは、減災対策について、２項目め、企業誘致の優遇税

対策について、３項目め、選挙権年齢引き下げについて、４項目め、可燃ごみ収集についてです。 

 まず、１項目めの減災対策についてをお聞きします。 

 近年、世界規模で異常な気象変動が起きてます。各地で予測しがたい自然災害が発生してます。

日本でも例外でなく、地域的な豪雨、台風、地震などで被災をしております。 

 そこで、１点目にお聞きします。第２次うきは市総合計画が昨年１２月に策定され、基本目標

４の第８章で河川整備、第１２章で防災について、現況と課題が上げてあります。これです。そ

の中で、具現化するための具体的な計画はどうなってるのかをお聞きしたいと思います。 

 ２点目に、平成２４年７月の九州北部豪雨の災害復旧・復興はほぼ完了した今、平成２７年発

行のうきは市総合防災マップ、この保存版で、各戸に全部配布されてると思いますけど、この防

災マップで想定されていますが、今後、災害が起きる可能性の高い箇所の把握と事前の被災対策
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は計画的になされているのか。 

 それから、３点目に、ことし４月に発生した熊本地震の農業関連の被災状況の中で、農地・農

道・農水路・ため池の被害が多大で、農業を断念せざるを得ない人も大勢いると聞いております。

各地域の水利組合等の管理かと思われます、うきは市の耳納北麓地域に点在するため池、我々は

堤とも呼んでますけど、の防災対策の把握と減災対策としての整備をどう推進しているのかを市

長にお尋ねいたします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま減災対策について、３つの御質問をいただきました。 

 まず、１点目が、第２次うきは市総合計画に係る防災の具体的計画についての御質問でありま

すが、第２次うきは市総合計画前期基本計画の基本目標４、安全で安心なまちで、住みよさを実

感していますの第８章中の河川整備につきましては、平成２８年度に浮羽町山北地内の市営河川

赤尾川及び吉井町屋形地内の大谷川の整備を計画いたしております。赤尾川の整備工事は、既設

護岸石積みの老朽化が著しい部分の補修であります。また、大谷川は、河川改修に伴う市道橋の

かけかえ工事を予定しております。今後は、地元からの改修要望等を参考に現地調査を行い、緊

急性を判断しながら改修計画を策定する必要があると考えております。 

 また、県営河川につきましては、引き続き、維持工事等の要望を県に対して行っていきます。

県営砂防工事につきましては、浮羽町田篭地内の継続事業の山口谷、吉井町域内の大谷川の河川

工事について、引き続き、久留米県土整備事務所と連携を図りながら事業推進に取り組んでまい

ります。 

 国土交通省所管の隈上川河川改修につきましては、平成２７年度より用地買収に着手しており

ます。今後は、用地買収完了後、隈上川下流域の無堤区間の工事が実施されることとなっており

ます。また、河川改修にあわせ、市道の下御所橋のかけかえ工事も行われる予定であります。 

 これらの河川整備事業等の実施により、安全で安心なまちづくりに努めているところでござい

ます。 

 続いて、同じく基本目標４の第１２章、消防防災の項目でございますが、市では、平成２４年

７月の九州北部豪雨の災害対応を踏まえ、平成２６年５月に、うきは市地域防災計画を策定し、

課題に対する今後の方策を掲げております。 

 まず、防災意識の高揚と防災訓練の実施でありますが、訓練につきましては、去る５月２２日

に開催しました総合防災訓練や、６月２６日に開催予定の消防操法大会等を初めとする消防団を

中心とした訓練を日常から行い、災害に対応できる能力向上を図っております。 

 また、防災意識の高揚の一環として、自主防災組織の設立を各区にお願いしてるところで、現

在１５８行政区中８２行政区において自主防災組織が立ち上がってるところでありますが、平成
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３２年度に８０％の設立目標を掲げており、熊本地震の教訓も踏まえ、組織化に向けて努めてま

いります。 

 加えて、うきは警察署とタイアップした防災・防犯講習会も年間約２０回程度、地域に出向い

て実施し、防災意識の向上を図っております。 

 防災基盤体制の充実につきましては、防災情報の伝達手段としての防災行政無線、福岡県の防

災メールまもるくん、緊急速報メール、エリアメール等を十分活用し、あわせて市民に対しても

情報を得るための方法を周知していきたいと考えております。 

 また、今年度は、災害時における避難行動要支援者名簿の整備作業を行っており、整備後は、

防災関係機関並びに区長を初め地域の支援者等へ名簿を提供して、万が一の災害時におきます市

民の避難誘導や救出に活用できるようにしていきたいと考えております。 

 消防力の充実については、消防車両の計画的な更新を行うとともに、水利としての防火水槽の

点検を行うことになってるところであります。 

 なお、消防団員の確保については、対象者の減少や昼間の市外勤務者の増加等の状況の変化に

より確保が困難な地域も生じており、消防団とも協議を進め、対応策を検討してまいりたいと思

います。 

 ２点目の災害危険個所の把握及び減災対策についての御質問でありますが、うきは市総合防災

マップでは、主に筑後川及び巨瀬川が大雨によって氾濫、決壊した場合に想定される浸水の範囲

と深さを示しております。大雨の規模は、筑後川で１５０年に１回、巨瀬川で５０年に１回程度

の確率で起きるものが想定されています。また、土砂災害のおそれがある土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域を表示しております。土砂災害において危険度の高い区域は土砂災害特別警

戒区域になっております。 

 議員が申されるとおり、うきは市における想定される災害や危険個所については、うきは市総

合防災マップに一元的に掲載してるところです。 

 なお、掲載されておりますデータについては、県が実施する調査に基づくものでありますので、

県のデータ更新を踏まえて危険個所の修正等を行ってまいります。 

 また、出水期前には、山間部及び山麓部の行政区長を対象とした土砂災害対策会議を開催し、

注意を促してるところであります。 

 なお、災害時の被害を最小限に抑えるため、近年、減災の考え方が出されておりますが、人的

被害の軽減につきましては、日ごろの防災訓練や適切な避難誘導等、事前の備えが必要と考えら

れます。そして、具体的な危険個所に対する防災対策につきましては、現況を十分に把握した上

で、順次計画的に行ってまいりたいと考えております。 

 ３点目のため池の防災対策と減災対策についての御質問でありますが、ため池については、議
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員御指摘のとおり、ため池の受益者で組織する水利組合等の管理となります。うきは市には、現

在、ため池として使用されてるものが６５件存在しております。そのため池のほとんどが築造

５０年を越えてるものばかりで、改修の時期を迎えております。 

 ため池の整備事業としては、県営事業の防災・減災事業や県単事業の農村環境整備事業があり

ます。また、市の補助事業としては、うきは市農業振興事業補助金があります。事業を実施する

際には受益者負担が発生し、事業費全体に対して、県営事業で５％、県単事業で１０％、市の補

助金であれば７０％となっております。実際、大規模改修事業を行えば、１億円から５億円程度

の事業費が必要となり、これらを県営事業で行ったとしても受益者負担が少なくとも５００万円

程度は必要となります。しかし、農家の高齢化も進み、受益者及び受益面積の減少により負担金

を支払うのが困難な状況にあります。 

 このような状況の中、市の対応につきましては、老朽化し、危険だと思われるため池に対し注

意喚起を促し、改修事業を勧めたり、貯水量を抑えて安全性を向上させ、使用していただくこと

を呼びかけている状況であります。 

 今後につきましては、引き続き改修事業の実施について受益者に対して申し入れることや、か

んがい用水確保のための代替案の検討などについて県のアドバイスを受けながら、防災面の観点

から対応を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  いろいろ計画の進捗状況を詳しく説明していただきましたけど、

一度にあれだけ言われたらちょっと掌握を私もできませんけれども、その中で、１点目の総合計

画の前期基本計画の５年間の中で、環境保全、それから、河川整備については、どこまでを

２８年度にやる、どこまでを３２年度までにやるよというようなことで、全体で１０カ所やると

いうことで、今、すでに２６年度で２カ所終わってるような状況かと思います。あと、残りがあ

るんですけど、目標でもきちっと数字目標上げてあるんですが、例えば、３２年度までには

１００％、１０カ所をやりますよという１０カ所の中に、どことどこが入ってるのかなというこ

とでの目標達成管理をしていただきたいと。だから、１００％やるんですよということだけど、

この１０カ所にどことどこが具体的に入ってるのかということが具現化ではないかなと思うんで

す。大谷川、赤尾川も、今もう進捗してますし、ほぼ完了して、多分３２年までには確実終わる

と思うんですけど、それ以外のところを具体的に計画をしようとしてるのか、今やっているのか

をちょっとお聞きしたい。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  先ほども答弁させていただいてますが、そのほかについては、今、河川

改修計画を今、策定中でございます。 
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○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  同じように１点目なんですけど、策定されて６カ月たちました、

１２月策定だから、総合計画。６カ月たった中で、消防、防災についての自主防災組織をつくる

ということも確実に行政区ごとになってます。先ほども市長がおっしゃったように、３２年度ま

でに８０％、約１２６区ぐらいですか、百五十何ぼの中では、ぐらいの行政区を目標達せるとい

うことですけれども、これも５年間のうちに、例えば、福富だったらどことどこの行政区がまだ

自主防災組織ができてないと。じゃ、こことここはするよとか、あと、来年はこことここをしよ

うじゃないかとか、千年だったら、こことここができてないけど、ここしようじゃないかという、

そういう毎年どこにするかという、具体的にすれば、で、ここだけしなくちゃいけんよというこ

とになれば、２９年度にはここだけ１個できてないじゃないかと。そしたら、そこを集中的にす

るということの、いわゆる諌山議員からもありましたけど、ＰＤＣＡという工程管理を含めた管

理があると思うんですけど、そういう評価の中で効果を求めるというときに、そういう数字的目

標をしながらやらないと、工事の進捗管理ができないんじゃないかなという気がしますから、そ

の辺を、まだ具体的にできてないならやっていって押さえていくということが大事じゃないかな

ということですけど、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（瀧内 教道君）  自主防災組織の今後の設立の計画あたりについての御質問

だろうと思いますが。先ほど市長のほうから答弁いたしましたように、１５８行政区のうちに、

山間部の地域を中心として８２行政区で設立がなされているところでございまして、比較的平坦

部の行政区のほうが自主防災組織についての設立がおくれております。 

 そのことにつきまして、熊本地震の教訓も踏まえてということで、非常に危機感なりが醸成さ

れてきているというふうに考えておりますから、また自治協議会のほうにも協力を仰ぎながら、

残された地域の自主防災組織については設立を急ぎたいというふうに思っております。議員御指

摘の計画性を持ってということでございますので、それについては十分各地区の自治協議会と御

相談をしながら進めてまいりたいというふうに考えます。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  やはりどうしても山間部のほうが防災意識が高いというのは、

やっぱり４年前にああいう被災を受けたと、もう自分の身に次は危険があるということで、そう

いう組織になるということは十分わかります。 

 ただ、もう一つ、それはそれで大事なことですけど、自主組織をつくって５年経過し、１年前
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につくったとする。２年、３年した後、そのときに自主防災組織の会長が高齢化で今は不在だと

いうところがあるんかもしれませんよ。だから、その辺を毎年見直すということも、また大事で

す。 

 特に高齢化で三十何％、４０％の高齢化率になっている中山間の土地の自主防災組織自体が自

主防災できてない、防災組織になってないんです。助ける側が助けられるような立場の人も頭に

おったり、リーダーになってるかと思いますから、その辺のところも常にリニューアルしながら

やって、自主防災組織を確実に１００％に、今８０％が目標ですけど、これはやっぱ１００％が

目標でないといけないのかなという気もします。だから、それも本当に稼働できる組織に、表面

だけではなくて、自主防災できてますよ、書類出せばそれで終わってると思うけど、本当にそれ

が活動できてるのかというところになると、ちょっとクエスチョンのところもあるかと思います

から、自主防災つくったら、それが本当に活動してるよというところまで、またフォローアップ

していってやっていただきたいなと思っております。 

 それから、２点目ですね。防災マップの中で、防災マップ、ここありますけれども、この中で

洪水土砂災害のハザードマップというのがあるんですけど、こういうふうにイエローゾーン、そ

れからレッドゾーンということで、危険区域の想定がきちっと表示されてます。これも年次ごと

に区域を計画的に決めて、減災対策をして、今度はどこのエリアのところが危険地域、レッド

ゾーンがここが一番多いなと、このレッドゾーンを県の補助事業、治山事業とかの絡みもあるか

と思いますけれども、県の管理の河川は県とタイアップできますけど、市が管理、それから先ほ

どもあった農水路、要は水利組合が管理しているところには、どうしても盲点になるんですね、

空白に。だから、そこでもこのレッドゾーンで非常に厳しいゾーンがあると思うんです。だから、

その辺のところも計画的の中に、年次計画で減災対策としてやっていただきたいと思うんです。

もうこれができて、これ２７年の６月ですから１年になるんですね。だから、これつくったら、

もう防災マップできたから安心って言ったら、それが危険なんです。 

 だから、もうすぐにまた見直してもらわないかんだろうし、どこをどうするんだという、先ほ

どから申し上げてますように、具体的にやると。こことここをやるばいというようなことを、ぜ

ひ実行していただきたいと思っております。計画、これも両方計画なんですね。だから、計画倒

れという言葉がありますから、倒れないように、ぜひやっていただきたいけど、いかがですか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君）  ただいま防災の関係の御質問かと思います。公共土木のほう

では、御指摘のように県営河川は、当然、県の事業として、うきは市のほうから要望等を進めて
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おります。また、市営河川等につきましては、今お手元にありますように防災マップでイエロー

ゾーン、あるいはレッドゾーンというふうな指定をされておるところがございます。そうしたと

ころにつきましては、県の事業として、県への砂防事業、あるいは治山事業というふうな事業が

ございますので、県のほうと今後も協議をしながら、市の防災のために協議を重ねていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  ぜひ県のほうにも働きかけ、県管理の河川、それから市管理の

河川、それから地域の受益者による河川の層別をして、きちんと計画的にやっていっていただき

たいと思っております。 

 それから次に３点目の、ため池の件ですけれども、これは農業施設のため池なんですよね。た

め池は、御承知のように江戸時代以前に約７割がつくられたと聞いております。地域の水利組合

や集落の受益者が主体に今まで管理されていました。それは先ほど市長がおっしゃったとおりで

ございますが。以前は農家にとって、そして農作物にとっても貴重な水の水源だったんです。我

田引水とか水の戦いとか、いろいろ昔から言われて水との葛藤があってきたのが水だったんです

が、今はその大きい役割をおおむね果たしてきている状況なんですね。 

 というのも、いわゆる治山治水事業ですか、こういうのができたのとか、それから近年、水田

の果樹化などで水を必要としない土地利用の変化などでなってます。それから耳納山麓のかんが

い事業の整備とか、農業従事者の高齢化などで管理が不十分になっている状況なんです。特に、

非常に農水路が、農地・水の事業をやっているけれども、やっぱりまだ荒れているというか管理

ができていないというのが現状なところが十分あります。 

 先日、農林水産省が、昨年の７月だったと思いますけど、全国に２０万カ所あるらしいです、

ため池は。それで、うきは市では、先ほど市長は６５カ所とか言ってあったけど、僕が聞いた話

では、１４１カ所だと思うんですよね。ちょっと箇所数はどうでもいい、どうでもよかないけど、

１４１カ所あるというふうに聞いております。 

 それで、その調査の結果、福富の鷹取地区ですね、冠・八竜区から県道沿いです、１５１の県

道沿いずっと行って、流川までの山麓に２０カ所ぐらいあります。ここが数万トンの大きいため

池です。昔は鯉の養魚場であったんですけど、鯉が堤を崩すということで、今は、それと鯉の業

者さんも海外はブームだけど日本ではちょっと下火だということで、あそこに放魚したりをして

ませんのがほとんどなんですけど、そういうため池、堤があります。そこが集落の大体上部にあ

るんですね。そこが決壊したらどうなるかってやっぱ不安なところがあると。そんで非常に老朽

化してるというところもありますけれども。 
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 自民党で、自民党の農村基盤整備議員連盟というのがあるんですね。ここがため池小委員会を

ことしの４月２１日に設置したと聞いております。初会合を開いて、熊本地震を踏まえて、地震

とか豪雨による決壊被害の防止が、これは急務ではないかということで今やっている状況で、こ

れには予算が要るということで、政府に予算確保を反映するような考えを今やっているというの

が全国的な動きなんですね、自民党がそういうふうにしてるということです。 

 それで、今後うきは市としても、この現状の中、どのようにしていくのかと。今先ほども調査

してやっていくという話もありましたけれども、なかなか地元に対する防災減災対策の周知が、

整備が今ほとんど行き届いてないんじゃないかなという、地元任せ、水利組合任せということな

んですけれども、いま一度その辺の整備をどういうふうに考えておられるのかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御指摘のように、ため池の老朽化対策というのは、全国的な大きな課題

であります。私が認識しているのは、たしか福岡県は全国で１１番目に多いため池があると。そ

して、かつ九州では福岡県が一番ため池が多いと、こういうふうに承知しております。 

 そして、議員御指摘のように、うきは市内には、もうお持ちだと思うんですが、１４１カ所の

ため池があるんですが、先ほど６５という数字を申し上げたのは、機能してるのは６５で、そう

いう意味で申し上げました。 

 先ほどから答弁させていただいていますように大きな課題でありますが、何せかなり費用もか

かるし、地元負担も伴うということで、なかなか思うように改修が進んでないのが現状でありま

すけれども、しっかり、どう言うんですか、地元の皆さんに御理解を得るべくお話をするのと同

時に、貯水水位を下げるとか、いろんな安全面の対応も考えなくちゃいけない。それから県営事

業として、ほぼ地元負担５％ということで、かなりの金額、国県で持っていただいているんです

けども、そこのところを規模の大きいものについては、もっと県の助成ができないのか、あるい

は国の助成ができないのか、そういうことをしっかりまた働きかけていきたいと、このように考

えております。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  今予算のことがちょっと話題になりましたから、ちょっとずれ

るかもしれませんけど。 

 中学校の空調のエアコンのことが予算化しまして、財源が交付金、補助金だということで予算

があったと思います。それで、先日、この予算がつかないだろうというようなお話で、地方創生

の交付金とか補助金がついたらやりますというルネッサンス戦略ですか、それから総合計画もし

かりですが、現状を把握して、切実に必要な、事業は必要なんですね。だから、交付金とか補助
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金を目当てではない予算編成をぜひやっていただきたいと。だから、予算がついたができません

じゃ、どうなってるのかということですよね。 

 だから、２８年度の当初予算は暫定予算ということで、その辺まで組み入れられてないという

予算の特別委員会での回答だったかと思いますから、これからしっかり、当選の暁には予算をき

ちっと出されて、補正予算を組まれて、見直して、事業を、やらなくちゃいけない事業はやって

いただきたいと。やらない事業はやらないと思いますけど、もう学校のことをここで言ったらだ

めでしょうけど、非常に子供たちが困っていると、そういう事業は、予算がつく、つかんでも暑

さは来てますから、ぜひやっていただきたいと思います。エアコンのことは聞けませんけど、総

体的にどうでしょうかね。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  行政運営上の課題、いろいろ整備すべき課題は山積をしております。片

や限られた財政の中でしっかり健全な財政運営も、片や求められてますので、まさにそこはしっ

かりプライオリティーをつけて進めていかなくてはいけない話だと、こう思っております。 

 そういう面で行きますと、しっかり身の丈に合った財政運営の中で、やるべきものはやる、こ

ういう精神で取り組んでいきたいというように思います。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  いずれにしても、災害はいつかどこかではなくて、いつでもど

こででも起きるということは肝に銘じて、できることから備えしていただきたいと、取り組んで

いただきたいと思います。補助金依存症という言葉が今出回っているようなことも聞きますから、

補助金依存症が依存症症候群にならないように、今後ぜひ執行していただきたいと思います。 

 そういうことで１項目めの質問は終わります。 

 次、２項目め行きます。次に２項目めの企業誘致の優遇税対策についてでございますが、１点

だけですけど吉井町鷹取ですね、御承知のように計画されている新産業団地への進出企業の誘致

に対してですが、現時点の税制優遇はいろいろありますが、その優遇に何らかの追加優遇策を今

検討されているのか、考えているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  吉井町鷹取地区の新産業団地に係る優遇税対策についての御質問でござ

いますが、うきは市の税制等の優遇措置については、設備投資等に対するうきは市産業立地交付

金、固定資産税の優遇に関するうきは市産業振興奨励金、うきは市農村地域工業等導入地区及び

企業立地の促進等による地域に集積区域の固定資産税の課税免除に関する条例があります。産業

立地交付金と産業振興奨励金は、うきは市あるいはうきは市土地開発公社が分譲した土地に立地

すること等が交付要件となっております。 
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 また、うきは市農村地域工業等導入地区及び企業立地の促進等による地域に集積区域の固定資

産税の課税免除に関する条例に係る要件を満たすためには、鷹取地区に整備予定の新産業団地が

福岡県により、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第

９条第１項に規定する同意集積区域に指定される必要があります。現在、吉井町鷹取地区に計画

されている新産業団地は、福岡県が開発し分譲するものです。企業誘致活動に関しても、福岡県

が主体となり、うきは市と久留米市は協力を行うという形になります。 

 このような状況でありますので、進出企業に対する優遇措置等につきましては、今後、福岡県、

そして久留米市とともに十分協議し、検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  今議会の議案第５５号で、久留米・うきは工業用地の造成工事

に関する基本協定書が提案されるようになっておりますが、その説明も受けました。それから、

現地、地元で土地所有者と今地権者との交渉を随時代表者とやっている状況で、非常に順調に地

元の方も協力的な態度でやっていくということはお聞きしてますし、そういうふうに、もう進め

てますから、企業立地課の方たちも今努力して、順調に行っているということで非常にうれしく

思っておる状況です。 

 その中で、うきは市の産業立地の促進条例とか、それから県の企業立地促進交付金とか、そう

いうのが優遇制度が今も存在しております。今回、県の企業局直轄の新工業団地ということで、

その辺で県としての優遇策も十分考えておると思います。 

 それと、久留米と今度共存になりますから、久留米でも今、産業振興奨励金とか、ここにもあ

りますけど、そういう状況を当然条件の中にプラスアルファで持ってくると思うんです。その中

で、３３ヘクタールの中の１２ヘクタールが吉井・うきは分ですね。うきは分の中が１期工事に

なってるんです。そこに地元企業が大きく進出するというのが、この前表明されてますけど、ま

だ残りの用地があるんですね。１０かちょっとはっきりは、まだしませんけど、その辺のまだ用

地はどこかの新規事業を誘致しなくちゃいけないと。それが久留米より先に誘致するようになる

と思うんです。これ５年後には、売れなければ用地買収できなければ、市でその土地を買い取る

ということになってますよね、この協定書で。だから、買い取る前に進出企業にしないと、また

財政圧迫するということになりますから、そのためには、うきははこんな条件がプラスあるばい

ということで、何とか呼びに入っていきたいというような優遇策を今から、３１年だったらあと

３年ぐらいありますけど、それを久留米には内緒できちっとするようなことも考えながら、久留

米に勝つという、地域近隣市町村にも勝てるような策を今からやっていったほうがよろしいんじ

ゃないかなと、先手必勝でお願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 
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○市長（髙木 典雄君）  先ほども答弁させていただいていますように、今回の事業の事業主体は

福岡県企業局であります。協定認められましたらば、５年以降、市が買い取りというふうな話が

ありますが、少なくともそれまでの間は県が責任を持って企業誘致を行うものでありますので、

そういう面でいきますと、今後しっかり短期に誘致が進むような線で、福岡県、そして久留米市

ともしっかり打ち合わせをしたいと、このように思います。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  ぜひよろしくお願いしたいと思います。ＪＲ駅の推進も、これ

を弾みに相当スピードアップで設置できるような方向で進んでおりますし、それも含めて雇用の

問題もあるし、大きい、うきは市にとってもいい企画、団地じゃないかなと思いますから、ぜひ

その辺のことをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、３項目めに行きます。３項目めの選挙権年齢引き下げについてを質問いたします。 

 御承知のように、ことしの６月１９日、あと１０日ぐらいですか、公職選挙法の一部を改正す

る法が施行されるわけですが、それの適用される選挙で参議院選が決まりました。６月２３日公

示、７月１０日投票で決定されました。それに伴いまして、参議院選前に行われる６月２８日告

示、７月３日投票の滋賀県の日野町長選と、我がうきは市の市長選の６月２６日告示、７月３日

投票のうきは市市長選が全国初めての１８歳選挙ということであります。 

 全国から先日もマスコミ来てました。テレビ局も来てましたが、投票率を含めて、大変全国的

に興味もたれているし、注視されてますから、そこでちょっとお聞きしたいのは、１８歳以下を

含めた投票率アップの施策を、御自分のことでちょっと恐縮かもしれませんけど、参議院選とい

うことを考えてどうされているのか、投票率アップの施策をどうされているのかをちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  選挙権年齢引き下げに伴う若者の投票率アップについての御質問をいた

だきました。選挙管理委員会の管轄であるため、踏み込んだ発言は控えさせていただきますが、

選挙管理委員会事務局より現状等について聞いておりますので、御説明をさせていただきます。 

 まず、議員も十分御承知のことであると思いますが、２０代の投票率の低迷、いわゆる若者の

政治離れが進んでおります。昨年行われた福岡県知事選挙では、全体の投票率は約４０％でござ

いますが、２０代の投票率については約２０％となっているところでございます。そのような中、

公職選挙法改正に伴い、選挙権年齢引き下げについては、参議院議員通常選挙に先駆け、７月

３日執行のうきは市長選挙から適用となる見込みでございます。 

 前回の議会でも答弁させていただきましたが、高校生に対しましては、ことしの１月に市内の

浮羽究真館高等学校の１年・２年生を対象に、出前講座と模擬投票を実施したと聞いております。
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今後も高校と協力して主権者教育に取り組んでいくとのことでございます。ただ、高校の出前講

座だけでは、市内全域の新有権者及び若者への十分な啓発活動とは言えないため、市の広報誌、

防災行政無線や広報車で周知していくことが必要であるとの認識であります。 

 今後、近隣市町の取り組み等も参考に、若者の投票率アップにつながる施策について取り組ん

でいきたいとのことでございます。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  １８歳以上となると、高校生の一部も入るわけですね。それで、

情報によれば、大体１８か１９歳でうきは市で６００人前後だというお話聞いてますけど、それ

で数字間違いないですか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  うきは市長選においては、投票の翌日の７月４日に１８歳に到達する人

が有権者になりますんで、そういうことを考えますと、約６００名が新たな有権者として誕生す

ると、こういうふうに承知をしております。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  その高校生が通学している高校に対する施策は、今浮羽究真館

で出前講座をやられたという話なんですが、隣の日田市ですね、日田市の選管も先日、うきは市

から通学する藤蔭高校の生徒に出前選挙をやったらしいです。 

 何でやったかというと、参議院選は記名式なんですね、名前書かなくちゃいけないと。うきは

市長選は記号式ですね。だから、そこに丸をつけるかというふうな記号式だから方式が違うとい

うことを具体的に藤蔭高校で説明をしたと。そして、その模擬の出前講座を父兄とか皆さん、地

域の人とかを呼んで、選挙はこうやってするのよってして、実際のその投票箱を持っていってや

ったらしいんですね。それでうきは市の子供たちが、その藤蔭高校に行ってる子たちが選挙に興

味を持つようにということまで日田市の選管はやったと聞いてますからね、うきは市と選管はち

ょっと違うかと思いますけど、要望したり、こうしたらいいんじゃないかというアドバイスは市

長としてはできるのかなという気もしますから、ぜひそういうところを呼びかけていただきたい

なというような気がします。 

 それともう一つ、これまで投票開票日に投票できたのは、最寄りの小学校とか公民館とか、そ

ういう公的なところの指定が投票所に限られてましたですね。今回の法改正の中で、投票率をア

ップするために、例の公職選挙法の施行後は、駅とかショッピングセンターとか人の集まる場所

に特設でつくってもいいよと、共通投票所という名称になってますけれども、こういうのをつく

っていいよということになってますけど、それはうきは市では検討されてるんでしょうか。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 
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○市長（髙木 典雄君）  先ほど藤蔭高校の御指摘がありました。私、先ほどからうきは市の選挙

管理委員会の取り組みについて御説明申し上げておりましたが、広く若者世代とか、特に今回新

たに有権者になる高校生の皆さんにおいては、特に政治への関心という意味で聞きますと、身近

なうきは市長選挙でいくと、うきは市の今の行政運営がどういう計画でどういうふうに進められ

ているか、そういうことを知ることも大きな政治参加へのきっかけになるんではないかと、この

ように思ってまして、私も以前から浮羽究真館高等学校、それからお隣朝倉に、朝倉光陽高校、

実は朝倉光陽高校は学生の３分の１がうきは市から通学をされてますんで、そういう両校に対し

ては、ぜひこういう出前講座のコースもありますんで、積極的にまちづくりに関心を持ってほし

いと、こういう呼びかけもさせていただいているところであります。 

 それから、新しい投票所の開設については、ちょっとそこまで今私ども検討はしておりません。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  既に投票所を決めている市町村があるんです。御承知と思いま

すけど、青森県の平川市、それから長野県の高森町がもう既に設置を決めてます。開設所をです

ね。ショッピングセンターとか病院とか、みんなが集まるところに設置すると。費用は出ますで

しょうけど。それと福岡県では一番最初、嘉麻市です。嘉麻市の選管が、県立稲築志耕館高校と

いうのがあるんですね。ここに県内初めて参議院選の期日前投票所をつくるということで決定し

たらしいです。だから、多分、こういう開設所をつくれば、そこに張りつく職員も要るし、いろ

んなことが要るから、費用がかなりかかると思います、１カ所につくるだけで。だから、費用対

効果はどうだろうかということは、僕も心配なんですけど、現につくったところもあるし、検討

しているところもいっぱいあるらしいんです。だから、早急にやっぱりそういうことを前向きの

姿勢を市長みずからやっていただいて、よそは参議院選でやるって言ってるから、うちは市長選

でやるばいと言ったら、すごい脚光を浴びて、無投票だったら残念なんですけど、無投票になら

ないように頑張って誰かしてほしいけど、それは別問題ですけど。 

 そういうふうなことでなってますから、やはりその辺のところも十分考えながら、投票率アッ

プにしていただきたいと思います。確かに議員の資質低下とか政治離れというか、それとか議員

の不祥事とか、マスコミに叩かれて泣いたりわめいたりする人もいらっしゃいますし、いろんな

ことがありまして、モラルの低下などもありますから、それが起因で政治不信、政治への無関心

ということで若者の投票率低下、全体的な投票率低下が原因になってるかと思いますから、我々

も身を引き締めて、自分のことを反省しながら行政ともども手を打っていく必要があると思いま

すけど、最後にもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  総務課長に答弁をさせます。 
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○議長（櫛川 正男君）  総務課長。 

○総務課長（楠原 康成君）  ただいまの投票所の件でございますけれども、現時点では、二重投

票の防止の関係、それからあとシステムとの連携が現在とれていないという部分がございまして、

新たな投票所の設置というのは予定がない状況でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  当然、そのシステムとか職員配置とかで費用がものすごく出る

ということは各市町村悩んでいるみたいですから、今後、今回参議院ではできないかもしれませ

んけど、衆議院がまたいずれあるかもしれません。そのときには１カ所つくったらどれぐらいか

かるかとか、そのためにどれぐらい投票率がアップするのかとか、そういうことも選管を含めて、

総務課も一緒でしょうけど、検討する余地があるのかなというような気がしました。 

 それでは、次に４項目めの市民にとって身近な可燃ごみ収集について、お聞きいたします。 

 ＲＤＦの延長問題も、１０年に地元７行政区との協定もできた今、今後もごみ収集の効率化や

施設の維持管理を今まで以上にやることが重要だと思います。 

 そこで１点目に、市の情報からすれば、可燃ごみは市の指定袋に名前を記入し、水分をできる

だけ切り、口を結んで出すなどの指導をしています。実情の把握はできているのかをちょっとお

聞きしたいと思います。 

 それから２点目。各地区で決められた集積場所の把握ができていると思います。収集してるか

らですね。市街地では、各自宅前に置いているわけです。だから、そこの置いている地区の把握

が十分できているのかどうか。それから、福富地区を例にとりますと、各行政区で細分化して、

おのおの置き場を県道・市道沿いの私有地なりを借用するなりして、無料提供もありますけど、

そうしていただきながら、加入者の費用分担で設置し、維持管理をしております。そうでない市

街地ですね、自分ところの軒先とか歩道とか道路に置いてるところとの格差を非常に感じるわけ

ですね。その辺を公平に対応する施策を何か考えているのかを市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいまの可燃ごみ収集について、３点のお尋ねをいただきました。 

 まず１点目が可燃ごみの実情についての御質問でありますが、うきは市では耳納クリーンス

テーションで可燃ごみをＲＤＦ──つまり固形燃料ですね──化しており、可燃ごみを効率よく

乾燥させる必要があることから、水切りの徹底を指導しております。また、金属類など可燃ごみ

以外の混入がありますと、破砕機の故障の原因にもなりますので、ごみを出される方の責任を明

確にするため、指定袋に氏名を記入し、あわせて可燃ごみ収集の際の手間や時間短縮など効率よ

く作業を行えるよう、袋の口の結びについても指導を行っております。可燃ごみの収集について

の周知につきましては、各家庭にごみ収集日程表の配布や広報誌、防災無線を活用して適時周知
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を行うとともに、衛生組合長さんと協力して啓発に努めております。 

 このような取り組みを通じて、大半の市民の方には御理解いただいているところでありますが、

残念ながら御指摘のとおり一部の方々で守られていない実情がございます。可燃ごみの収集ルー

ルが守られないと、乾燥のための燃料費の増大や衛生面での苦情につながりますので、このよう

なケースの対応としましては、収集業者と現状確認を行い、衛生組合長さんと協議をしながら、

可燃ごみ収集方法の周知及び指導の徹底に努めているところでございます。 

 ２点目の自宅前での可燃ごみ収集地区の把握についての御質問でありますが、可燃ごみの収集

場所につきましては、基本的にはステーション方式を進めており、平成２５年度以降、６３カ所

のごみかごの貸与を行うなど、かなりの地域で衛生環境の改善をしていただいております。 

 しかしながら、市街地では集積場所の確保が困難なところがあり、現在、吉井町域の国道

２１０号線沿線や浮羽町域の市街地の一部で自宅前での収集を行っております。今後、市街地の

集積場の確保につきましては、ステーション方式の導入を推進できるよう、地域の皆様と協力し

ながら対応に努めてまいりたいと思います。 

 ３点目の公平に対応する施策についての御質問でありますが、地域の可燃ごみ集積場に関しま

しては、収集車両のルート上におのおのの行政区にて場所の選定や、私有地の利用にかかわる相

談を行っていただいております。そして、行政区内で集積場が決まれば、市の集積場設置整備補

助金やごみかごの貸与制度を活用して整備していただいております。 

 なお、家屋や道路の状況により集積場所の確保が困難なところについては、今後も区長さんや

衛生組合長さんと協議しながらステーション化を進めてまいります。 

○議長（櫛川 正男君）  藤田議員。 

○議員（１４番 藤田 光彦君）  今ステーション化を推進されているということですから、ぜひ

市街地に置いてます市の伝統文化財の町並み景観のきれいなところに朝はごみ袋がいっぱいあり

ます。景観上もどうかなと。雨対策もされてません。それから鳥獣、鳥のあれもやってるとこと

やってないとこがあったり、それが散在していることも時々見ますから、ぜひやはりきれいなま

ちづくりの中の一つとして、市の駐車場があの中にも幾つかありますよね。ああいう駐車場を提

供するなり、有償でも無償でもして、そういうステーションをつくって推進することをぜひやっ

ていただければなというような気が、私はします。 

 そういうことで人が生活を営む限りは、このごみ問題は永遠の課題だと思いますから、常に問

題意識を持って、これからもしっかり行政を取り計らっていただきたいと思っております。 

 きょうの質問は４項目ありましたけど、ほとんどがことしの４月の人事で新しくなられた課長

さんの部門だったと僕は認識して、あえてこの項目４つに分けて聞いたわけですから、新しくな

った課長さんも一生懸命やろうとしてありますから、今度新しく市長にもなられて、またしっか
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りやってつかさどっていただきたいと思いますから、よろしくお願いをしたいと思います。後援

会に入れというあれも、お誘いも受けておりますから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

通告書以外かもしれませんけど、申しわけないです。これで私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（櫛川 正男君）  これで１４番、藤田光彦議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（櫛川 正男君）  続きまして、１番、岩淵和明議員の発言を許します。１番、岩淵和明議

員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  １番、岩淵和明です。議長の許可をいただきましたので、一般質

問させていただきます。 

 今回の議会への質問内容は、子供の貧困対策の現状と課題ということで質問させていただきま

す。一言申し上げておきますけども、なお本会議で補正予算に地域子供未来応援交付金というの

が、子供貧困対策のための調査委託費として計上されております。事前に審査に当たらないよう

に留意しながら質問したいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、平成２５年、子どもの貧困対策の推進に関する法律が国会で成立し、平成２７年８月、

閣議決定されています。平成２６年７月、厚労省から発表された日本の子供の貧困率は、平成

２４年の数字で１６.３％、６人に１人となっています。うきは市が未来を生き抜く子供たちの

現状に対し、予算の編成権限のある市長がどのように子供の貧困対策について考えておられるの

か、見解を伺いたいと思います。 

 ２項目設定しております。１点目は考え方、２点目は具体的な施行内容についてということに

分けて質問させていただきます。 

 １点目、子供の貧困対策推進の法律施行に当たって、以下の点について伺います。うきは市の

国民生活基礎調査は実施しているのか。また、実施していれば、調査結果を公表しているのか伺

いたいと思います。あわせて、子供の貧困について、うきは市の現状と課題について、どのよう

に考えておられるのか見解を伺いたいと思います。 

 ２点目、県の貧困対策との関連を含め、うきは市での教育支援、生活支援、就労支援、経済的

支援などの施策をどのように実施しているかを改めて伺いたいと思います。 

 以上、２点です。 

○議長（櫛川 正男君）  （２）も。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  （２）もあった。（２）まで行きます。済みません。２点目、具

体的な施策についての以下の点について伺います。 

 １点目は、就学援助制度の充実を要望してきましたが、法律の施行と政府による大綱を受けて、



- 120 - 

国庫補助限度単価の記載費目のうち、体育実技用具費、それから宿泊を伴う校外活動費、クラブ

活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費をうきは市の就学援助に追加改正できないか、教育長の見解を伺

います。 

 ２点目が、卒業学歴による生活保護受給率が異なると言われていますが、うきは市での高校・

高専に係る就学準備への助成制度創設はできないか、市長の見解をお尋ねします。 

 ３点目、子供の学習支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、学習と自立促進のために実

施しておりますが、今後の課題について見解を伺いたいと思います。 

 それから４点目、スクールソーシャルワーカーの配置を中学校区単位に配置できないか、教育

長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいまの子供の貧困対策の現状と今後について、大きな視点で２点の

お尋ねをいただきました。 

 まず１点目が、子どもの貧困対策推進の法律施行に関して、２つの質問をいただいております。

１つが、うきは市の国民生活基礎調査についてと、そして子供の貧困についての見解の御質問で

ありますが、国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的な事項を

調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎試料を得るために実施されるものであります。

国勢調査などと同様に、統計法に基づく基幹統計として指定されている我が国の最も重要な調査

の一つであり、厚生労働省が昭和６１年から毎年実施をしております。調査対象は、全国の世帯

の中から統計的な方法によって無作為に抽出をします。具体的には、全国を約５０世帯ごとに区

切った地域の中から、５,５３０地域を調査地域として選定し、その選定された調査地域内に居

住している全ての世帯が調査対象となります。 

 御質問のうきは市におきます国民生活基礎調査でありますが、うきは市内に選定された調査地

域が存在する場合は、うきは市内で実施されるということになります。しかしながら、国勢調査

のように、うきは市へ調査結果が通知されることはありません。 

 次に、子供の貧困についてのうきは市の現状でありますが、生活保護世帯数２８７世帯のうち

１８歳以下の児童生徒のいる世帯は３２世帯で、就学前児童数が２０人、小学生が１９人、中学

生１７人、高校生１３人、その他１人であります。また生活保護世帯と重複する世帯もあります

が、児童扶養手当受給者数３４０人、そのうち就学前児童数９４人、小学生１８５人、中学生

１３４人、高校生１２４人であります。児童生徒就学援助につきましては、今年度小学校で

１６４人、中学校１０５人であり、児童生徒の約１割が援助を受けていることになります。また、

公益財団法人福岡県教育文化奨学財団奨学金を受給している高校進学者は１８人となっておりま

す。 
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 このような状況の中で、今回の議会におきまして、子供の未来応援地域ネットワーク形成支援

事業について補正予算を計上しておりますが、本事業では、福岡県子どもの貧困対策推進計画を

参考にしながら実態調査を行い、課題を明確にした上で実施計画の策定をしていきたいと考えて

おります。 

 いずれにしましても、うきは市の将来を担う子供の貧困問題は極めて重要な課題だと考えてお

ります。子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないように、しっかりサ

ポートしていくことが大事だと、このように考えております。 

 ２つ目が、うきは市での施策の実施についての御質問でありますが、うきは市の対策につきま

しては、福岡県子どもの貧困対策推進計画も参考にしながら、今後検討していくことになります。

現在実施している施策につきましては、必ずしも子供の貧困対策のみを目的としたものではあり

ませんが、教育支援、学習支援、生活支援、保護者への就労支援、経済支援について、市として

の対応を行っております。 

 まず、教育支援として、幼稚園児保護者へ幼稚園就園奨励費の支給、小中学生保護者へ児童生

徒就学援助費の支給を行っております。これは保護者が申請を行い、教育委員会が決定し、給付

することになります。具体的な支援内容につきましては、幼稚園就園奨励費が幼稚園保育料に対

する補助、児童生徒就学援助費が給食費、学級費等の補助となっております。 

 次に、学習支援ですが、小学生へのうきは市寺小屋事業、中学生への学習支援事業を実施して

おります。これらにつきましては、家庭学習の習慣化、学力向上を目的として実施しており、希

望すれば全員受けることができます。 

 次に、生活支援ですが、ひとり親家庭等日常生活支援事業を実施しています。これはひとり親

家庭が対象となり、生活援助、子育て支援のために家庭生活支援員を派遣する事業であります。 

 次に、保護者への就労支援ですが、うきは市社会福祉協議会に委託しております生活困窮者自

立支援事業、西日本エリートスタッフ株式会社に委託をしています就労支援事業があります。生

活困窮者自立支援事業につきましては、どなたも相談を受けられ、自立相談事業と就労準備支援

事業があります。また、就労支援事業の対象者は生活保護費受給者及びひとり親の方でマンツー

マンでの職業カウンセリングを行います。 

 最後に、経済的支援でありますが、生活保護及びひとり親家庭等への児童扶養手当となります。

ひとり親家庭等には自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進給付金があります。また、保育

料多子負担軽減についても拡大され、実施しているところであります。なお、児童扶養手当につ

きましては、第２子、第３子の加算額が本年度８月分より倍増され、自立支援教育訓練給付金、

高等技能訓練促進給付金については、４月より金額及び年数が拡大されております。保育料につ

いても、今年度より年収３６０万円未満世帯は、子供の人数に係る年齢制限を撤廃し、第２子は



- 122 - 

半額、第３子以降は無償化となりました。年収３６０万円未満のひとり親世帯については、第

１子は半額、第２子以降は無償化となりました。いずれも国の法改正によるものであり、予算措

置が伴うものについては９月補正で対応してまいります。その他、総合的な支援として、福祉事

務所に家庭児童相談員２名を配置して、ひとり親家庭等の相談を実施しております。 

 次に、大きな視点での２点目である具体的な施策についてでございますが、議員からは４つの

質問をいただいておりますが、まず２つ目の高校・高専に係る就学助成制度の創設についてと、

３つ目の子供の学習支援に係る今後の課題について、私のほうから回答させていただき、その後、

残りの２つについて、教育長のほうから答弁をさせていただきます。 

 ２つ目の高校・高専に係る就学助成制度の創設についての御質問でありますが、高校進学等の

公的就学支援制度については、中学３年生の進路相談時に進路指導主事より生徒に対して福岡県

高等学校奨学金等の説明や資料の配布を行っています。生活保護受給者等、特に経済的理由によ

り進学が困難な生徒に対しては、福岡県の制度である高等学校等就学支援金、高校生等就学給付

金等についての説明を個別に行っております。うきは市独自での高校等に係る就学準備の助成制

度創設については、財政面での負担も発生することから、近隣市町村等の状況も見ながら判断す

ることが必要であると考えております。まずは福岡県等による既存の支援制度について、活用促

進を図っていければと考えております。 

 ３つ目の子供の学習支援にかかわる今後の課題についての御質問でありますが、平成２７年度

末において、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業は、うきは市を含めて福岡県

の対象都市２８市中８市が実施しております。うきは市におきましては、中学生を対象に将来的

に生活困窮にならないように、自分の夢を持ちながら学習に取り組み、高校への進学を目指し、

その後の進学や就職に結びつけていくことを目的に実施をしています。平成２６年度より国のモ

デル事業としてうきは市社会福祉協議会に委託し、浮羽町では、うきは市男女共同参画センター、

吉井町では、うきは市総合福祉センターの２カ所で実施しております。利用者は平成２６年度で

６名で、高校受験者３名全員が希望校へ進学いたしました。平成２７年度は利用者１０名で、高

校受験者５名全員が希望校へ進学をいたしました。なお、平成２８年度の利用者は４月末で

１４名となっております。この事業は当初どのように生徒へ呼びかけていくか、学習支援を誰に

依頼するかが課題でしたが、現在、うきは市教育委員会学校教育課及び中学校と連携し、就学援

助費申請時に申込書を配布しております。また、学習支援ボランティアとして、久留米大学の学

生からの協力が得られております。 

 この事業につきましての今後の課題でありますが、支援を受けても将来を明確に考えることが

できない生徒が多く見られることや、事業としての支援が高校入学で終了することが挙げられま

す。高校入学後、中退や不登校にならないように、生徒の自立につながるような支援を継続して
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いく仕組みを考えることも重要であると認識をしております。 

 また、本事業は、中学生を対象にしていますが、家庭学習の習慣化については、小学校のうち

に形成されることが重要ですので、小学生を対象としたうきは市寺小屋事業とも連携を図ってい

くことも重要であると考えております。 

 さらに、これは全ての国県による補助事業にも言えることでありますが、補助制度が廃止され

た場合、厳しい市の財政状況の中でどのように事業の継続性を担保していくかについて検討する

ことが重要であると考えております。 

 この後引き続き、１つ目と４つ目の２つの質問については、教育長より答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  クラブ活動費、生徒会費等の就学援助の追加改正についての御質問で

ございますが、現在、学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児

童生徒の保護者に対し、必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施に資することを目的に、うき

は市就学援助要綱を定めています。その要綱に基づいて、予算の範囲内で支給を行っています。 

 援助の範囲は、学用品費、入学用品費、修学旅行費、宿泊を伴わない校外活動費、学校給食費、

医療費などで、国の定めた単価により支給しています。体育実技用具費のうち、授業で使用する

柔道着につきましては、学校が購入し、生徒に使用させておりますので、生徒には負担が生じて

おりません。 

 クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の援助を行っている市町村は、県内では筑紫野市、大野

城市などが実施していることは承知いたしております。援助費の追加及び拡充につきましては、

予算を伴いますので、今後国への財政面の支援要望も含めて検討していきたいと考えております。 

 次の、スクールソーシャルワーカーの配置についての御質問ですが、児童生徒の問題行動等の

背景には、心の問題とともに、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の

問題が複雑に絡み合っていると考えられます。学校だけでは対応が困難な事例等に対して、関係

機関と調整、連携を図りながら、子供を取り巻く環境の改善を図るため、社会福祉等の専門的な

知識、技術を用いて、児童生徒や保護者の相談に応じたり、福祉機関等の関係機関とのネット

ワークを活用して援助を行う専門家がスクールソーシャルワーカーです。現在、毎週水曜日、両

中学校においてケース会議を開催し、校内教育相談を行っています。そのメンバーの中に、適応

指導教室キーノートの指導員や、本年度から浮羽中校区を対象とした県の中一不登校等対策強化

事業のアドバイザーもかかわっています。指導員やアドバイザーについては、以前から子供との

かかわりも深く、また保護者や地域の方とのつながりもあります。 

 特に指導員については、本年度からスクールソーシャルワーカー的な役割を担ってもらい、

４月から家庭訪問等の活動も行っています。指導員や県のアドバイザーの活動、支援等の経過、
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結果の検証を行い、今後の中学校区単位でのスクールソーシャルワーカーの配置については、検

討させていただきたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  再質問させていただきますけれども、今福岡県の実態、さっき全

国調査ということで各自治体的な数字はないということでございますけれども、先般、ことしの

３月だったと思いますけども、山形大学の戸室健作准教授という方がことし３月、総務省の就業

構造基本調査というものと厚労省の被保護者調査を使って、各都道府県別の最低生活費、世帯員

などに着目して、精度の高い貧困の実態をあらわす資料が出ております。 

 福岡県は、貧困ライン、いわゆる最低生活以下の収入としている順番の率で高いほうで全国

４位、１９.９％という。先日もＮＨＫの金曜日だったと思いますけども、沖縄の２９.９という

ふうな、九州管内で全国の中の３つ入ってるということでありますね。熊本も１０番目ぐらいに

なってるというふうな数字が出ています。そういう意味では、非常に深刻な事態が進行している

ということであります。 

 そこで、５点伺いますけども、今回の調査についてですけれども、福祉事務所、あるいは教育

委員会だけではなくて、そのほか関係する部署、団体等もあると思いますけれども、調査に当た

って、特別機関を設置してするのかどうかというところ。 

 それから２点目に、国が閣議決定された大綱に指標というのが出ております。これは国民基礎

調査の中身ではあるわけですけども、それと同一の調査を行うのかどうかという問題。 

 ３点目に、これは定期的に行うのかどうか。要するに継続的に行うものなのかどうかというこ

とですね。 

 それから新たに指標として独自に調査を行う項目を考えているかどうか、それはそれぞれの子

供の貧困の状態というか、どううきは市で受けとめているかということの中で独自の項目を設定

するかどうかということとイコールの話だと思いますけども。 

 それから、５点目に、この結果について、どのように公表していこうとしているのか、そのお

考えを伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  うきは市の生活保護世帯数は今のところ横ばい状態であり、児童生徒、

就学援助者数も減少しておりますけれども、対象世帯や児童生徒の生活実態が把握できておりま

せんので、うきは市内における状況が改善に向かっているということは一概に言えないというふ

うに思います。そういう意味合いも含めまして、今回の６月補正予算で地域子供の応援支援交付

金、国の交付金を活用して調査をさせていただきたいということを述べさせていただきました。

その調査の計画については、福祉事務所長のほうから答弁をさせます。 
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○議長（櫛川 正男君）  福祉事務所長。 

○福祉事務所長（秦  克之君）  福祉事務所長の秦です。５点、質問をいただきました。今回の

調査関係部署で特別機関を設定するのかということでございますが、これはまだ予算等も議決さ

れておりませんけれども、議決後には取り組んでいきたいということでお話をしていきたいと思

います。まず庁舎内で検討委員会を設置いたします。関係部署につきましては、学校・幼稚園の

関係で学校教育課、青少年の関係で生涯学習課、事務局福祉事務所子育て支援係、生活困窮の関

係で福祉事務所の保護係、保育所関係で福祉事務所の保育所係、ひとり親医療の関係で市民生活

課国保年金係、税金滞納関係で徴収対策室、乳児健診関係で保健課食育健康対策係、住宅の関係

で住環境建設課の建設管理係、また自治協議会の関係で市民協働推進課コミュニティ支援係と、

それに実態調査をしていただきますうきは市社会福祉協議会、こういう関係機関で、この実施計

画の叩き台等を策定していきたいと。 

 なお、またその計画に対しまして、別途に策定委員会を設置いたします。これは、うきは市教

育委員会の委員さん、民生委員、児童委員さんの代表、あとは保育所、幼稚園、小中学校、高校、

企業代表、福祉団体、自治協議会というようなところの委員さんを予定しております。 

 また、小中学校関係につきましては、うきは市がこういう取り組みをやってるということで、

小中学校のＰＴＡ、保護者のほうの役員さんのほうにも入っていただきたいと思っているところ

でございます。 

 それと２番目の質問の指標、どういう調査をやるのかということでございますが、これはこの

交付金の関係の調査内容の実態調査を各自治体のほうでやってよいということになっております

ので、うきは市の人は独自に調査をやっていきたいと思っています。 

 まず基本になりますのが、うきは市の行政資料の関係でございます。生活保護世帯のデータ、

また学校教育課が持っております就学援助のデータ、福祉事務所が持っておりますひとり親家庭

のデータ用の調査資料といたしまして、子育て支援機関、保育所、幼稚園、小中学校、子育て支

援センター、また先ほど申し上げました市役所の子育て関係部署のほうにヒアリング、アンケー

トを実施するようにしております。その中で行政資料の中では把握できなかった児童生徒も把握

をしていきたいと考えております。 

 次に、子供の分類でございますが、生活習慣改善が必要なのか、健康支援が必要なのか、進学

相談なのか、学習支援なのかというような分類をやっていき、実態調査をやっていきたいと思っ

ております。また、この調査の中には、うきは市でそういう支援があるのかと、支援といいます

と、勉強を教えるボランティアがいるのかと、これはもう既に久留米大学の学生、あるいはうき

は市寺子屋事業で浮羽究真館の方たちという支援があるということです。 

 定期的に行うかということでございますが、実態調査につきましては、今年度限りで終了をい
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たします。 

 次に、この決定についての公表ですけれども、なかなか実態調査等を公表するということにな

れば、ちょっと難しい面も出ております。計画については、ホームページなり公表していきます

し、また内容につきましても、市議会の全員協議会の中でも説明をしていきたいと思っておりま

す。 

 ちょっと漏れてある点があるかもしれませんけども、以上でございます。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  ということは、さっきどういう関連の人たちが参加するか御説明

されておりましたけれども、貧困となる対象となる家庭の代表というか、そういったことは、ど

この策定委員会、検討委員会なのか策定委員会なのかわかりませんけれども、そこには入らない

んですか。それだけ一つ。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  福祉事務所長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  福祉事務所長。 

○福祉事務所長（秦  克之君）  うきは市には、母子寡婦福祉会がございます。その中からメン

バーをと考えてはおりますが、実はせんだって総会の中で参加されてある方たちが、そういう子

供さんじゃなくて、もうお孫さんとかの関係ですね。もう実際の母親さんたちが、ちょっと母子

寡婦福祉会の総会にお見えになっておりませんでしたので、ちょっとその辺は現在、内部で検討

しておるところでございます。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  今回、政府が策定するに当たって、そういった方々の参加もいた

だいて検討してきたという経過もあるんで、一番最先端の住民がいるところでそれを聞かないの

もどうかなという思いもあって、そういう方法もあるんではないかということを言いたかったと

思います。もちろん実態がいろいろあると思いますので、そこは考慮しながら進めていただけれ

ばというふうに思います。 

 それで、この子供の貧困の問題ですけども、先ほど６人に１人というふうに言ったんですけど

も、その数がふえているだけではなくて、所得の金額についても、いわゆる生活の水準がずっと

下がってきているということも背景にある。平成９年、１９９７年ですけれども、その中央値と

いうのがありますけれども、それが２９７万であったものが、貧困線という、貧困率のところに

なる所得がその半分の１４９万という実態だった。それをピークにしてどんどん下がってきた。

さっき言った平成２４年のデータでいきますと、中央値が２４４万、そして貧困線の所得が

１２２万ということになってます。 



- 127 - 

 減少したこの時期というのは、労働者派遣法、さっきの審議の中であったと思いますけれども、

質問の中にもあったと思いますけども、労働者派遣法が改正され、業種が２６業種に拡大してき

た時期と符合するんですね。で、勤労者の雇用形態の変化と密接な関係があるということがあっ

て、根本的には雇用形態だけではなくて地域の最低賃金の問題、それから同一労働、同一賃金な

どの政治が果たさなければならない課題というのはそこに含まれているということが実態として

見えると。 

 さらに、この国民基礎調査の中でありますけれども１世帯当たりの賃金依存率、稼働所得って

いうんですかね、全体で、調査した全体の中で７２％、収入に占める、収入の中で実際に働いて

得る収入の比率が７２％、児童のいる世帯は９１％、それから母子家庭は７３.５％と。母子家

庭はまたいろいろな助成があるということもあって、そういうことだと。 

 ただ社会保障給付などの制度がいかに低いかというところがそこにあらわれており、いわゆる

再分配の比率が非常に低いというのがこの日本の特徴だということですね。つまり、子供の貧困

問題は、ひとり親だけの問題ではなくて、１世帯当たりの所得構成、賃金依存率がとても高いと

いうことなんです。仕事を単一じゃなくてダブルやトリプル、それをして子供を育てている。生

きるか死ぬかの境遇に置かれている貧困世帯の実態が、この間、テレビ・マスコミ等で取り上げ

てるのは御承知だと思います。最近では、突然の災害等で職を失ったり、あるいは災害孤児にな

ったり、改めて支援の制度化が求められている課題でもあるというふうに思います。 

 先ほど言いました、再分配制度が低いと申し上げましたけれども。ＯＥＣＤの加盟国で社会給

付の平均は４.７で、高いのは、例えばスウェーデンとかというところで六、七％とかってある

んですけども。日本は６年連続最下位の３.５％です。 

 そこで市長に伺います。この今言ったような給付のおくれという実態について、改めて認識を、

改めて確認していただいて、そういったところに具体的に具体策を図る必要があるかどうかとい

う認識がおありかどうか。それからそのことが喫緊の課題であるかどうかということについて、

どう考えられているかお尋ねしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  我が国の貧困率については、世界的に見ますと、特に先進国の中でも非

常に率が高くなってきているという課題があります。そういう課題を受けて、政府のほうも平成

２５年６月２６日に、子どもの貧困対策推進法という法律ができました。その後、生活困窮者自

立支援法というのが昨年の４月から施行されております。そして昨年の１２月には、内閣府のほ

うが子供貧困対策会議の中でひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクトというのを立ち上

げまして、今回の補正予算についても、地域子供の応援支援交付金、１０分の１０でございます

が、それを受けて取り組もうとしております。非常にこの貧困対策、特に、とりわけ子供の貧困
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対策というのは重要な課題だと、こう思っています。いつも言われている負の連鎖というのがあ

ります。貧困が学力の低下をもたらして、そのことが進学や就職にも不利に働いて、大人になっ

たとき生まれた家庭と同じように経済的に困窮する負の連鎖、これを断ち切ることっていうのは、

非常に行政に課された課題だと、このように思います。 

 そういう中で政府のほうも、税と社会保障の一体改革ということでずっと消費税８％、１０％

ということで、連動しながら消費税の増税は全て社会保障に充てるということで進めてまいりま

したが、今回１０％の引き上げが１年半先送りになりましたので、当初、政府が予定していたと

おりの社会保障が進むのか、ちょっと非常に重視して見ていかなくてはいけないというふうに考

えておりますけれども、しっかりしたこの現実、うきは市内の現実をしっかり把握しながら、そ

ういう、特に子供の貧困対策、負の連鎖が生じないようにしっかりしたフォローをしていきたい

と、このように考えているところであります。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  市長の答弁、前段でおっしゃってたんでその辺はわかってます。

私が聞きたかったのは、社会給付が低いんですよということ。で、喫緊の課題であるかどうかと

いうことについては答えてくださいというふうに言ったんです。でも、それはいいです、もう、

答えなくて結構です。そのことに答えてほしいということです、私が言いたかったのは。 

 それから、そしてうきは市はルネッサンス戦略というのを具体化しております。戦略を策定す

る前提となる人口ビジョンというのがあります。１５歳以下の年少人口の減少が推計をされて、

現在は１３％程度の年少人口を、市民の意向を踏まえた目標的な水準として１６％を位置づけて、

人口減少を抑制するための各種施策を行うというふうにビジョンでは設定しております。 

 人口流出もそのデータが出ております。福岡、久留米、日田、朝倉、大刀洗が上位ベスト５で

す。さらに４５歳までが転出超過の状態であります。ちょうど子育てと符合するというふうに見

えるのもあります。 

 ルネッサンス戦略では、ワークライフバランスについて、講演会、出前講座、相談などの事業

を通じて推進を図るということで、ＫＰＩ、参加数ということで設定されております。これらの

ことについては、親の子育ての自覚等と仕事の仕方に責任というか、自覚を促すということも含

めてですけども、社会的な事業所との関係もありますけども、そういうことを単に求めるだけで

はなくて、うきは市での雇用状況の実態の問題とか、そういったところを探る視点からも、次の

取り組み課題が見つけられるように、ぜひそのＫＰＩ数字だけにとらわれるのではなくて、そこ

から何を学びとるかというところを少し設定してほしいなという、これは私の意見であります。

それに答えを求めるものではありません。 

 ただ、そのルネッサンス戦略では、理想の子供を持つための環境整備ということで意識調査が
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載ってます。複数回答ですので、多い順から、ワークライフバランスについては４８％、保育料

の引き下げは２７％、高校生までの医療費無料化が２４％、学校教育費の引き下げ２４％、それ

からあと大学に対する奨学金１９％続いて、あとずっと細かいのがあります。ただ医療費の無料

化については、中学校・小学校に対する要望、就学支援については、出産一時金だとか、児童生

徒に対する給付の要望とかであります。いわゆる出産から大学まで、子育てに対する支援の希望

する姿が見えております。子供の貧困対策を計画するに当たって、これらの意見を反映できるよ

うにまとめ上げるということを要望しておきたいというふうに思います。 

 時間がないんで、次の具体的な質問はしなきゃいけないんで改めてします。就学援助について

は、３会費のことを前回１２月議会で取り上げましたけども、西日本新聞にこの前、５月３０日

付、載りました。全体２１５教育委員会のうち、基準を定めていない、あるいは非公開、曖昧、

状況で判断だということで、残念ながらうきは市は基準額を定めていないために一覧への記載が

ありませんでした。うきは市のホームページには、目安として収入で２２１万５,９９９円、所

得で１３７万未満と記載しています。これはうきは市の基準額と、理解すればよろしいんでしょ

うか。確認します。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  学校教育課長に答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（内藤 一成君）  学校教育課の内藤といいます。それで結構でございます。一応

新聞に公表されてあります分については、標準世帯で計算をしております。うちのほうで標準的

なもの、給与等に直せば、両親と子供２人でいけば、課税所得で約１７０万円程度が非課税にな

るかと思います。 

 アンケートの結果の報告についてが、そんなふうに回答をしておりませんでしたので市町村名

が出てないというところになります。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  子供２人で１７０万ぐらいということですね。で、うきは市のほ

うは、さっき市長からの答弁の明細の中で、就学援助について１割程度ということで回答があり

ました。福岡県の平均２２％ぐらいあります。 

 何でこんなにうきは市が少ないのかということでございますけれども、学校の入学時、あるい

は進学時に説明を行っております。その説明書には基準額は示されてませんですよね。要は、も

う一つ言えるのは、そういうものをきちんと明示するべきではないかという問題と、援助対象世

帯について、逆に調査できることも可能だと思うんです。ほかよりも半分になってるわけですよ

ね。福岡県全体からすると半分になっているので、そこの数字が本当にそれで妥当なのかどうか、
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なぜ少ないのか、教育長、答弁をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  まず、数値、あるいは具体的な周知につきましては、先般の議会で議

員より御指摘を受けておりましたので、ホームページ、あるいは通知方法について改善を図った

ところであります。しかし、御指摘の点もございますので、さらに改善を加えたいと思います。 

 それから、なぜ少ないのかということにつきましては、基準とのかかわりがあるのではないか

と思います。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  先ほど具体的な項目として、今回要望も出させてもらいましたけ

ども、近隣の実態調査を前回の質問ではした上で、検討していきますというふうにお答えいただ

いておりました。宿泊を伴う校内活動費を実施している自治体は、福岡県では、それを支給して

いるところが多いんですね。少ないところが６カ所か７カ所、そのくらいぐらいだと思います。

それから、日田市については、３会費、ＰＴＡ、クラブ活動費、それから生徒会費等については

支給している。また久留米市は、学用品費が小学校１年生と、２年生から６年生の金額が違いま

す。当然、中学校も１年生と２年・３年の金額が違っております。そういうふうになってます。

うきは市は全部小学校、中学校、学校は違いますけど、１年生、６年生、同額です。そういった

ものに差がある。このように、国の基準があって、そして各自治体が運用するに当たって、この

ような差が実態として生まれているんです。それがこの前の西日本新聞の中身なんです。さっき

市長がおっしゃいました。生まれた地域によって国の制度の運用が異なる実態が存在するんです。

これでいいんですか。もっと子供たちを守れる環境を整備することに真剣に取り組む姿勢が必要

ではないですか。実行はできませんか。 

 前の検討する、近隣の自治体、検討するって言いましたけども、どのように検討したのか、財

政負担も含めて、ちょっと時間が足りないんで、手短にお願いしたいと思いますけども。どのよ

うに検討したか、試算されたのかどうかも含めて、回答をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  先ほど御指摘の中で、うきは市は御存じと思いますが、国の定めた基

準に従って支給をいたしております。その結果、議員が御指摘のような状況になっておるところ

でございます。 

 具体的な前回の質問を受けての対応につきましては、学校教育課長のほうに答弁させます。 

○議長（櫛川 正男君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（内藤 一成君）  ３会費については、前回の質問でありましたけれども、日田市

とかいろんな部分の調査をいたしました。ただ県内で支給している市町村がまだ少ないという状
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況はあります。いろんな学用品等、いろんな部分については、制服等も含めて、実際どれくらい

かかっているのかは、制服等については調査をいたしました。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  小学校の例ですけども、やはり今学校の中に事務室のところに使

い古しのやつを置いて、リサイクルして使えるようなことも含めて実際はやっているということ

ですよね。そういう意味では、そういう現場のところの実態も踏まえて、国が制度として本来設

けていることなんですね。確かに交付税措置の仕方が変わってきました。変わってきましたけど

も、実際に国の運用として、制度としてきちんとあるんだ。そのことをやはり同じ国民、さっき

再分配の話をしました。再分配の低い理由はそういうことの一つ一つの積み重ねなんだと。それ

が３.５％のことなんですよね。そのことに思いをはせて具体的な行政を執行していく、それが

大事な点ではないかなと私は思っております。 

 先ほどもう１点申し上げたかった、もう１点ですけども、ルネッサンス戦略の話になりますけ

ども、本気で転出抑制を実行しようとすれば、その件でも子育て世帯っていうんですか、そうい

ったところに、実際に充足できているのか、アンケートでも出ているいろんな意見、そのことに

よりよい制度を求めていくという視点を、市長は先ほど喫緊の課題ということも含めて、重要な

施策だというふうに言葉ではおっしゃいますけど、予算編成権を持っているのは市長しかいない

んです。市長に改めて答弁を求めますけども、本気でその抑制策を実行しようとしてるのかどう

か、お尋ねします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  基本的に我が国の社会保障の充実というのは、どちらかというとナショ

ナルミニマムというか、国家がやるべきウエートが大きいというふうに思ってます。そういう中

で、昨今我々自治体の課題としまして、乳幼児の医療費の問題、あるいは保育料の料金設定の問

題も、何か市町村間の競争であおっているようなところがありますが、こういうのは本来国家が

やるべき話ではないかと、こういう視点で九州市長会、あるいは全国市長会の中でも声を上げて

今お願いをしているところが多々あるということであります。 

 それからもう一つ、ルネッサンス戦略でありますが、この出生率を上げること、あるいは社会

減を減らして、むしろ社会増を目指すことというのは、本当に大きな課題であります。 

 そういう中で社会保障の充実であったり、子供子育てにどれだけ真剣になっているかというの

は、本当に大きな要素になってるところであります。議員が指摘されているのは、比較的経済的

に厳しい状況に置かれた家庭の中の指摘でもありますけれども、ルネッサンス戦略がもっとトー

タルな世界で出会い、結婚、出産、子育て、そのなどその夢が持てるような施策をということで、

トータル的にこうやっておりますんで、そのトータル的な中のバランスの中で、そういう経済的
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に非常に厳しい状況に置かれている人に対して、どこまで手を差し伸べることができて、そして

この地を後にしないというか、逆にこの地に訪れてくるような、そういう政策というのは総合的

に考えなくてはいけないと、このように思っています。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  そういう意味では、先ほど言いました就学援助とか、いろんな制

度、児童生徒に対する、あるいは幼稚園児、あるいは就学前と、乳幼児も含めてですけども。そ

れに関するうきは市の子育てに関する条件という意味では非常に厳しいものがあるというのは、

お母さんたちが寄り集まるとそういう話題にもなるというふうに聞くこともあります。そういう

意味では、暮らし、そういう子育て、貧困の問題もそうですけども、そういった子育てに対する

やっぱりきちんとした積み上げ方の問題、何と何が足りなくて何をどうするのかというところを

優先順位をつけて、とにかく実施していく。もちろん貧困対策は、憲法に保障された生活の基本

ベースの問題ですから、それはそれとしてきっちりやるというのは当然ですけども、それにまだ

追いついていない、逆に言えばですね。そういうことの実態だということをきちんと理解いただ

ければと、理解した上で施策を実行するようにお願いをしたいと思います。 

 そういう意味で、学習の問題、就学準備に関する奨学金の問題でもありますけども、これは貧

困の連鎖の話、さっき市長がされてましたけども、大学卒の方が貧困になる確率は７.７％、そ

れから高卒者は１４.７％、中卒者、高校中退も含めてですけども２８.２％、これは厚労省の援

護局が出している数字であります。そういう意味でも、さっき言ったように、就学に対する支援

というのも、今市は独自にしていない。育英会みたいなところとか、幾つかの成績優秀な方に対

する支援などもあることはあります。ただ、先ほど言いましたように、ルネッサンス戦略の中に

も大学に学ぶための援助をしてくれというのが出てるわけですよ。そこに着目しないでどこに着

目するのかもよくわからない。正直言って、そういった声をやっぱりきちんと政策に反映できる

ように、今すぐそれやれっていうことじゃないですけど、それを優先順位の課題の中にきちんと

位置づけてほしいということを重ねて要望しておきたいと思います。 

 それから、スクールソーシャルワーカーの件ですけれども、先ほど教育長がスクールソーシャ

ルワーカーを兼ねて指導員するとおっしゃっておりました。たしかにスクールソーシャルワー

カーの仕事の範囲っていうのは非常に大事であります。家庭内の問題がより複雑化している現実

の中で、やはりそれを一つ一つピンポイント的に対応していくという、非常に大切なことであり

ます。今回の大綱の中にも示されているとおりに、そういった支援が、国からの支援も含めて、

あるいは県からの支援かもわかりませんけれども、具体的に措置していかなければならないとい

うふうに思います。 

 ただ、今学校現場のところでも貧困というふうに必ずしも定義できないところもありますけど
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も、相談員及びスクールカウンセラーの問題とか、幾つかやっぱり支援しなきゃ、この貧困の対

策に取り組む以前の話として、実をいうとそういった問題抱えているんだって。それがまだまだ

不十分であるという状態の中で、貧困に対する対策も実行しなけりゃならないという状態になっ

てるということを、大変厳しい中ではあるんですけど、ぜひスクールソーシャルワーカーも含め

て、私は今、中学校区単位というふうなことで申し上げておりますけれども、最低そういう予算

措置も含めて、お願いをできないかと。権限を持っているのは教育長なのか市長なのかわかりま

せんけど、最後に一言、その辺の考え方を伺いたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君）  スクールソーシャルワーカーにつきましては、今から５年ぐらい前に

県の事業として試行的に導入いたしました。そのときが両中学校校区、ざっと言いますと１日の

派遣でしかなかったものですから、十分機能できなかったと、そういった反省も踏まえながら、

先ほど申し上げたような、今回からの県の事業のアドバイザー、週３日ほど家庭訪問もしていた

だいています。それから先ほどの指導員の方の活用ということでやっておりますが、これは私と

しても暫定的な措置だと思っておりますので、こういったことをしっかり検証して、そういった

スクールソーシャルワーカー等の配置を検討していきたいと思っております。 

○議長（櫛川 正男君）  岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君）  この間の多くの事例は、貧困が内在するということが多いと言わ

れてます。そういう意味では、教育の機会均等などもありますので、社会的な財産としての環境

を整えることに努力を重ねてお願いし、質問を終わります。 

○議長（櫛川 正男君）  これで１番、岩淵和明議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（櫛川 正男君）  ここで暫時休憩とします。再開は１５時３０分より再開いたします。 

午後３時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時30分再開 

○議長（櫛川 正男君）  一般質問を再開します。 

 次に、１３番、三園三次郎議員の発言を許します。１３番、三園三次郎議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  一般質問の許可をいただきましたので、まち・ひと・しごと創

生の総合戦略の成果、下水道事業は赤字運営改善方策、上水道事業の三原則及び事業経営の基本

原則、以上の３点について、髙木市長に質問をいたします。 

 第１点の総合戦略の成果については、地方創生戦略の第１目標は、人口減少を食いとめて地方

活性化を図ることでありましたが、２７年度の成果はどうなっていますか、お尋ねをいたします。 
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 第２点は、総合戦略の策定は、県下で一番早かったとの自慢でありましたが、平成２８年度の

目玉となる事業を挙げれば、どんな事業が該当するものでしょうか、以上２点について、髙木市

長の率直な答弁をお願いいたします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま、まち・ひと・しごと創生の総合戦略の成果について、大きく

２点の御質問をいただきました。 

 まず１点目が、うきは市ルネッサンス戦略における平成２７年度の成果についての御質問であ

りますが、本市の地方創生にかかわる事業につきましては、平成２７年９月議会で御承認をいた

だきましたうきは市ルネッサンス戦略に基づき進めているところでございます。 

 御存じのように、ルネッサンス戦略では、１つ目が、うきは市の資源活用と新たな雇用の創出、

２つ目が地域コミュニティーの再生と都市部からの人の呼び込み、３点目が結婚から子育てを経

て、生涯夢を持ち、生活することができるうきは市、４点目が、時代に合ったうきは市の地域づ

くりと広域的地域間連携を、この４つを基本方針に掲げているところでございます。平成２７年

度の事業につきまして申し上げますと、まず地方創生先行型交付金、基礎交付分の事業として農

業生産法人うきはレインボーファーム立ち上げに対する補助、特産品開発の推進、創業支援、屋

形古墳群整備のための基本調査等を平成２６年度の３月補正予算を全額繰り越して実施したとこ

ろでございます。 

 また、平成２７年度９月補正により、地方創生先行型交付金上乗せ交付分の事業を実施してお

ります。これにつきましては、先駆性の高い事業を対象とするタイプⅠと、平成２７年１０月ま

でに地方版総合戦略を策定した市町村に交付されるタイプⅡがございます。 

 まず、タイプⅠの事業として、地理的環境分析に基づく農業等の戦略的ブランド化プロジェク

ト、いわゆるうきはテロワールプロジェクトを実施いたしました。同じくタイプⅡの事業として、

新規就農モデル経営総合支援事業を実施したところでございます。 

 タイプⅠの事業である地理的環境分析に基づく農業等の戦略的ブランド化プロジェクトにつき

ましては、うきは市の農産物の付加価値を高めるための地理、地形、土壌、気候、水質等の総合

的な調査を行い、うきは市の農産物のブランド化を図る上での基礎資料とするために実施したも

のでございます。 

 タイプⅡの事業である新規就農モデル経営総合支援事業は、地方創生先行型交付金基礎交付分

の事業で実施したうきはレインボーファームに対するソフト面での研修体制の支援強化をしたも

のでございます。具体的な取り組みとして、現在２名の研修生が堅実に育つよう研修の充実を図

り、募集やＰＲ体制を強化し、今後も新規就農希望者の受け入れが継続されるよう支援を行った

ものでございます。 
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 うきは市の地域資源であり、基幹産業である農業分野を活性化し、農産物のブランド化、６次

産業化、高付加価値化を進めることによって、新規就農者の関係産業従事の増加を図るものであ

ります。 

 以上が、平成２７年度におきます地方創生に係る主な事業になりますが、うきは市ルネッサン

ス戦略の４つの基本方針のうち、うきは市の資源活用と新たな雇用の創出に関する分野を重点に

取り組んだところでございます。 

 地方創生が目指す地方都市における人口減少の抑制を図るためには、人口の社会増と自然増に

かかわる施策を同時並行で進める必要があります。今後は、自然増を支える出生率増加のための

子育て支援である、「子は地域の宝プロジェクト」や、教育力の向上を目指す「うきはっ子夢・

学力向上プロジェクト」等について、積極的な展開を図る必要があると思っております。 

 次に、２点目の平成２８年度の地方創生の目玉事業についての御質問でありますが、現在、地

方創生推進交付金を申請中でございますので、予算が確定しております平成２７年度の繰り越し

事業であります地方創生加速化交付金に係る事業と、平成２８年度の当初予算に計上した地方創

生関連事業の中から述べさせていただきます。 

 平成２８年度の地方創生にかかわる事業につきましては、うきは市にとって、すべての事業が

目玉であり、大切な事業であると思っております。加速化交付金事業として実施しております

２事業、すなわち、うきは地域総合商社設立による外貨を稼ぐ地域づくり及び創業支援による仕

事づくりプロジェクト及び地理的環境、歴史的環境を生かしたブランディング戦略に基づく地域

農業のイノベーション事業、そして平成２８年度当初予算で上げました総額１億７,１７２万円

の地方創生関係事業の全てが、うきは市にとって大事な事業であります。 

 また、さきに申し上げましたが、今後、地方創生推進交付金の申請を行う予定であり、関連予

算について、今回の６月補正予算として上げさせていただいておりますが、これらにつきまして

も、うきは市にとっても大事な事業であります。御質問は、目玉事業は何かとの御質問でありま

すが、うきは市にとっては全てが重要な事業であり、これら複数の施策を政策連携的に実施する

ことにより、実効的な成果が生み出されるものと考えております。うきは市において、地方創生

を実現するためには、予算に計上した事業について、全力で取り組まなければならないと思って

いるところでございます。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  いろいろ申し述べられましたがね、いわゆる国が策定を求めた

総合戦略は、人口減少を食いとめる施策をまとめた総合戦略を策定しなさいということやったん

ですよ。人口減少はどうなりましたでしょうか。第１年度のですよ、あの平成２７年度。答弁願

います。 
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○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  平成２８年４月１日現在といいますか、直近１年間のデータとしまして

は、出生数については、おかげさまで対前年度を７名増加をしておりますが、ただ死亡者がかな

り、３４名ほど対前年度を増加している状態になっておりまして、あわせますと、自然減という

状態は続いております。 

 もう一つの社会増減でございますが、転入が８３１名、対前年度比でございますが、転出がそ

れを上回る１,０４０名ということで、今なお社会減に陥っている状態がございます。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  ということは、ひとつは人口減少に歯どめはかからなかったと

いうことですか。依然として人口が減っている。せっかく総合戦略を立てながら、その効果があ

ってないという証拠でありますよ。このまま続けとったら、ますます人口は減少することは明ら

かであるわけです。 

 例えば、平成１７年から見てまいりますと、１７年と１８年比べますと、１年間の減少数が

３２７、それから１９年が３０７名、つまり３００人程度の減少だったんですがですよ、２７年

度の場合は４００名超えて人口が減ってるということなんですよ。ただ地方戦略を県下で一番早

く立てましたというけど、内容がなってないということなんですよ。つまり、内容が伴ってない

から人口減少に歯どめがかからないということであるわけ。 

 今、戦略のことが話されましたが、うきは市ルネッサンス戦略の基本的な考え方というのは、

地方に仕事をつくり、安心して働けるようにすると、まずこれができてないわけですよ。 

 それから２番目にですよ、地方への新しい人の流れをつくる。確かに道の駅、あるいは耳納の

里では、要するに都会の方が流れてありますけれども、定着ができてないということなんですよ。 

 それから３番目に若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。４番目が、時代に合った

地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携するというのが基本的な考え方

でルネッサンス戦略というのがやられたわけでありますよ。 

 そして、今市長が答弁されましたように、１番が、時代に合ったうきはの地域づくりと広域的

なうきは市の資源を活用と新たな雇用の創出ということですが、雇用の創出はできたんでしょう

か、２７年度は。これについて、調査がなされたんだったら答弁をお願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  地方創生は昨年春から取り組みまして、ほぼ１年が経過をしております。

いろんな事業に着手をしておりまして、それが即人口に反映されればよろしいんですが、なかな

か事業によっては長期的時間がかかることもあるということは十二分に承知をいただきたいと思

います。この１年間振り返ってみても、例えば吉井町の鷹取地区に新産業団地として福岡県によ
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る事業の事業化というのが相成りました。そういう話であったり、あるいは昨年の６月１９日に

うきはレインボーファームを設立いたしました。ＪＡにじと共同出資でありますが、そういう取

り組みもさせていただいております。 

 さらには、ことしの４月、待望の国の機関である農林水産省の機関がうきは市内に事務所を構

えていただくこともできました。それから、今要するに創業支援に力を入れているわけなんです

が、昨年の５月２０日には、国の法律で産業競争力強化法という法律があるんですが、それを踏

まえたうきは市創業支援事業計画が国の認定を受けたところでもあります。 

 そして、昨年秋口には、１１月ですか、うきは市の商工会、これは私も行政が連携をしまして、

経営発達支援計画という国の計画、経済産業省の計画でありますが、県内ではトップで、うきは

市を含めて５カ所が認定をされたという、いろんな事業に手をつけております。 

 議員御指摘のように、その事業が即あしたから人口がふえれば、一番よろしいんでしょうけど

も、こういう大きな事業に着手をしてますので、もう少し長い目で見ていただければと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  鷹取工業団地は、確かに県が進めてありますからね、これがで

きますと雇用の場が確保できますけれどもですよ、このルネッサンス戦略というのは計画期間が

２７年度から３１年度までですよ。そんな悠長なことは言っておりませんよ。やはり毎年毎年が

真剣に取り組んでいただかなきゃですよ。結局あっという間に５年間が過ぎて、何もできなかっ

た、絵に描いた餅になったということではどうにもならないわけですよ。 

 時間がありませんから、次の第２点に進めますけれどもね、平成２８年度の目玉となる事業を

挙げればどんな事業がありますかということでお尋ねしましたけれども、いろいろと述べられま

した。 

 実は、こういう冊子を市役所もとっておりましょうか。日本経済新聞社が出してあります日経

グローカルという冊子なんですけどね、この５月２日号に、いわゆる地方創生関連事業の全国の

ものが載ってるんですよ。これに載ってるうきは市の目玉事業というのは、恥ずかしいような事

業ですよ。ここにうきは市分というのが出てありますがね、一押し事業プロジェクト名というこ

とでありますが、うきは市が回答しております事業は、伝統的建造物群保存地区内の建築物監視

を行う者への補助金ということで３,９００万円、それから、モデル校２校で６年生がタブレッ

ト端末を授業で活用２００万円、この２つだけでですよ。全国の８１２の市の中の目玉事業とい

うのが２つずつ書いてあるわけ。これで人口増加を図るということですが、これ誰が日経新聞の

調査に投書したんですか、こういう事業をやりますよというのを。これしか載ってないんですよ、

うきは市のやつは。 

 だから、内容をずっと調べますとね、例えば農業者の所得向上のためには販売網が必要なんで
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すよ。つまり、農家の方々は生産しても販売の仕方を知らないわけなんです。したがって、行政

が主体となって道の駅をたくさんつくっているでしょう、全国でですね。なら、今度のこの中に

も、道の駅の整備というのが１１市で１００億５００万の予算が組まれてありますよ。１００億

ですね。それから移住支援、あるいは人口減対策というもので、５２の市がいろいろ事業を出し

てあります。多いところは、移住して家を建てたら２００万の補助金出しますというところもあ

りますよ。全部で５２市で７６億２,１００万という予算が組まれてあるわけですよ。 

 このように、人口を何とかふやそうということで一生懸命になっている。ところが、うきは市

の場合は人口増につながるような事業をやってないわけ。やってるけれども、まだ先のことだと。

３１年までの５カ年計画ですから、５カ年なりの要するに人口増を図ってもらわなきゃですよ、

つまり５年しますと、また国勢調査が行われますよ。そしたら、国勢調査のときに、また人口が

２,０００名も減ったらどうなります。今度は２,１００名減っとったでしょう。２２年の国勢調

査から２７年の国勢調査、つまりこの５年間で２,１００人減ってる。ところが２７年だけでも

１年間に４２２名の減ということですよ。一番多いんですよ、この１２年間で一番多い人口減少

率であるわけです。 

 したがって、人口増加のためにはいろんなことをやってるわけですが、これは柳川のいわゆる

ホテルの記事が先だって新聞に出ましたでしょう。柳川市ルートインジャパンのホテルを誘致協

定したということでね。これ１億円市が出してるわけですよ。この建設費は１２億円ということ

ですよ。１２億円だけれども、柳川市では、いわゆる観光に力を入れてありますけども、ホテル

がないと泊まるところがないということで、現在では大体６００人しか泊まれないから何とかそ

ういう宿泊施設を誘致しようということで、東京の業者を誘致して、この誘致によって１億円出

して、さらに雇用奨励金が１,５００万を支給しますけども、市内から６０人を雇用する方針が

明らかになってありますよ。 

 このように、やはり働く場がないことには、どうしても残れません。つまり、ほかに職を求め

なきゃならんということになりますから、せっかくルネッサンス総合戦略を立てながら効果が上

がってないという実態をもう一遍認識して、つまりこの実践に向けての取り組みを早急に樹立し

ていただきますようにお願いして、次の質問に移らさせていただきます。 

○議長（櫛川 正男君）  答弁いいですか。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  答弁、いいです。 

 第２点、下水道事業の赤字運営改善方策について質問をいたします。下水道事業は、合併以降、

毎年一般会計から多額の繰り入れをしないと運営が成り立たない状況でありますが、監査委員が

毎年出してありますこういう監査の意見書を見ますと、そこに書いてありますように、つまり各

年度の財政健全化審査の結果では、前年度と同じように資金不足は生じていない、是正改善を指
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摘すべき事項は特にないという、そんな文章が並んでいるわけですよ。毎年赤字が出ておって、

何で改善指摘事項がないんでしょうか。これは監査委員に聞かなきゃなりませんけれども、監査

委員は質問状出してありませんから、おいて頂いてありませんけれどもですよ。したがって、そ

ういう意見書が提出されていますが、本当に資金不足が生じていないのであれば、一般会計から

多額の繰り出しはしなくてよいはずであります。 

 昨年度の決算資料を見てみますと、２６年度の営業収益３億３,９６４万７,５２７円というこ

とで、２５年度と比べますと、２,２７６万２,６６１円ふえてあります。営業収益はですよ、営

業収益ふえてあります。その営業収益というのは、使用料収入が３億３,８９４万４,３５２円に

対して、前年に比べると２,２５９万２,８８６円ふえてあります。 

 ところが皆さん方が営業費というのをごらんいただいておりましょうか。２６年度の営業費は

５億２,６４９万５,０００円ですよ。つまり、営業費から営業収益を引いても、赤字が１億

８,６８４万７,４７３円、これが２６年度の結果ですよ。成果表を見てください。あるいは決算

書を見て調べてください。決算書から調べたんですから。このように赤字が出てるというのは、

実態であるわけですよ。そして、汚水処理単価ですけれども、平成２５年が１トン当たり

２１９円飛んで４円だったんですけど、平成２６年度は２２７円ということで、処理単価が上が

ってあります。 

 このように処理単価が上がるということは、やはり経費がかかってるということなんですよ。

収入の割には経費のほうがふえてるということであります。したがって、その原因を、つまりつ

かんでいただいて、改善すべきところは改善を図っていただかなきゃなりませんが、次の３項目

について、市長の答弁を求めます。 

 下水道事業は毎年度赤字なのに、監査委員の意見書は、「資金不足は生じていない、改善指摘

事項は特にない」でありますが、下水道事業の現状をどう解釈されてあるのでしょうか。現在の

下水道事業の赤字について、御見解を賜りたいと思います。 

 それから２番目に、終末処理場の場所の選定によっては、無駄な施設の設置や経費の負担が生

じてありますが、総合的な点検及び金額の試算はされてありましょうか。その改善点及び必要経

費について、答弁をお願いします。 

 それから３番目に、平成１７年の合併以来、一般会計から下水道特別会計への繰入額は幾らに

なってあるのか、また接続所帯数に換算すると、１所帯当たり幾らになるのか、試算ができてあ

ったらお願いしたいと思います。 

 以上、３点について市長の答弁を求めます。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま下水道事業の赤字運営改善方策について、３点の御質問をいた
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だきました。 

 まず１点目が、下水道事業の運営状況についての御質問でありますが、下水道使用料金等の収

入だけでは事業経費を完全に賄うことができないことから、一般会計から下水道特別会計への繰

り入れが必要な状況となっております。また、下水道の整備事業費に係る企業債権償還金及び支

払利子等も事業費として発生しますので、繰入額がその分多くなっているのが実情であります。

償還金は長期的に返済していくことから、しばらくはこのような状況が続くと考えておりますが、

下水道工事はほぼ完了している状況でございますので、今後は返済額も減少していくこととなり

ます。 

 なお、企業債権償還金及び支払利息につきましては、特別交付税の措置がありますが、下水道

事業の経営安定化に向けては、接続率の向上等による増収が不可欠でありますので、一段の経営

努力を図ってまいる所存であります。 

 ２点目が、終末処理場の選定についての御質問でありますが、汚水処理につきましては、平成

５年度に策定された福岡県全県域汚水適正処理構想により、各市町村が公共下水道、農業集落排

水、合併浄化槽等の区分分けを行い、これに基づき、事業を推進いたしております。この構想は

七、八年ごとに改定を行っており、福岡県においては、本年度福岡県汚水処理構想として構想の

改訂版が策定される予定となっております。 

 この構想の中では、県内の市町村における構想を反映させることとなっているため、うきは市

におきましては、昨年度農業集落排水事業の高田・今泉地区及び特定環境保全公共下水道事業の

屋部処理区を吉井処理区に統合し、施設管理費、維持費を削減することを盛り込んだ、うきは市

汚水処理構想を策定したところであります。今後は、事業計画の変更、実施設計等、県の指導を

受けながら農業集落排水事業の公共下水道への編入手続、両処理施設の用地費、建設費の残存価

格に応じた補助金返還等の協議が必要でありますが、現時点におきましては、具体的な金額の試

算まで行っていない状況であります。 

 ３つ目が、一般会計からの繰入額についての御質問でありますが、平成１７年度から２７年度

までの繰り入れ合計額は５７億３,６５０万円を繰り入れをしております。接続世帯数６,７７４世

帯で割りますと、１世帯当たり８４万６,８４０円となります。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  監査委員の資金不足は生じない、あるいは改善の指摘事項は特

にないという、その解釈についての答弁ありませんでしたが、どう考えられてあるわけですか。

このように一般会計から繰り入れないとやっていけない現状をですよ。答弁、お願いします。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  議員は今一般会計からの繰入金を指して指摘されていると思いますが、
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一般論で申し上げますと、下水道事業はサービスを供給する事業でありますので、受益者負担の

原則は維持されるべきものでありますけれども、全国どこの下水道でも達成しなければならない

水準、つまりナショナルミニマムとしての考え方があって、国の補助金や地方自治体の一般会計

からの繰入金の措置、これは結果的に特別交付税ではね返ってきます。そういう国の補助事業が

あるということをしっかり御理解をいただきたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  それじゃですよ、今の２７年度までの一般会計への繰り入れが、

５７億という回答がありましたが、実は２６年度までで５０億９,９５０万円の繰り入れやっと

ったんですよ。そして、２７年度、まだこれ決算出ておりませんけれどもね、７億５００万の繰

り入れ、これ合わせますと、５８億４,５００万になりますけれども、２７年度、決算終わって

ないからこれ入れられませんけれども、入れましたらそういう勘定になりますが。じゃあ、交付

税でどれだけ来ているわけですか、これに対してですが。交付税で来てありますからということ

ですから、交付税でどれだけ、いわゆる国から交付されているわけですか、補助金が。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  御案内のように、一般会計からの繰り入れは、基準内繰り入れと基準外

繰り入れがあります。下水道事業特別会計におきましても基準外繰り入れも行われているのが実

態でありますが、先ほど申し上げました国のナショナルミニマムとしての一般会計繰り入れの措

置、総務省が行っている措置については、基準内繰り入れが特別交付税へのはね返りになります。

ただ残念なんですが、普通交付税についてはしっかり積み上げて申請して、それなりの数字が交

付されてきているわけなんですが、特別交付税については、国のほうが内訳をきちんとした数字

を示しておりませんので、我々としては全て基準内繰り入れについては、特別交付税で面倒見て

いただいているというふうに承知をしておりますけれども、具体の数字がどうなってるかという

のは厳格に申し上げることはできません。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  じゃあ、何も国から、一般会計から繰り入れてるから国が見て

くれてありますというのは言えんじゃないですか。幾ら入ってるかわからんということじゃです

よ。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  いや、議員の御指摘は、一般会計の繰り入れがあたかも全額赤字だとい

う御指摘でしたんで、しっかり事実を申し上げただけであります。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  一般会計から繰り入れないと、返済もできないような状況が実



- 142 - 

際なんですよ。一般会計から繰り入れをしないことには当然資金不足なんですよ。皆さん方は資

金不足じゃないと、こうやってありますけれどもね、資金不足だから一般会計から繰り入れてい

るわけですよ。したがって、ここ何年間を見ても、平成２３年度が５億１,０００万ですよ、繰

り入れが。平成２４年度が５億３,０００万、それから平成２５年度が５億３,６００万、そして

平成２６年度が６億３,０００万という金を繰り入れているわけですよ。最初は４億ぐらいであ

ったけれども、年々この繰入額がふえてきているということは、やはりせっかく下水道処理で料

金いただいてるけれども、それでは賄えないということなんですよ。したがって、無駄があると

いうことを私は申し上げたいんですよ。 

 どんな無駄があるかというと、まず浮羽の処理場ですね、あれは皆さん方が意図的に今の中鶴

が全体的低いような資料を出して場所も選定やったでしょう。中鶴が一番場所が低地にあって便

利ですよって。ここが一番経費がかからんですよってことで場所の選定やってるわけです。 

 ところがそうじゃないでしょう、実際はですよ。一番低いのは、やはり畑田のあの県木材セン

ターのあったあの西側ですね、あの２町歩のあのところが一番低かったんでしょう。それを皆さ

ん方はいかにも中鶴が低いような資料をつくって、いわゆる場所の選定やってるでしょう。とい

うことは、低いほうから高いほうに水を送らなきゃなりませんから、おのずと経費がかかります

よ。この経費は試算したことがありますか。まず、大字の流川、小坂、上流川、下流川、全部集

めて巨瀬川を渡って、そして今度はあの浮羽の三差路のところから御幸小学校通りのほうに送っ

てるでしょう。御幸小学校の校庭の高さ、これ標高４４メーターなんですよ。そうすると、本町

浮羽線の突き当たりのところ、あれは３４メーター４０センチですから、ちょうど１０メーター

の落差があるわけですよ。これ逆に向こうに送ってるわけです。これについては試算をしたこと

がありましょうか。これ無駄な経費になってあると思いますよ。 

 それからもう１点は、汚泥処理を市でできないもんですから、糸島のほうに委託してあります

けれども、これ１トンの委託料は幾らなんですか。それから１トン、糸島まで搬入する経費は幾

らかかっているのか、これについて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  住環境建設課長に答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君）  今議員さんのほうからの御質問でございます。言われるとお

り、吉井、それから浮羽の処理区におきましては、汚泥のほうはある程度乾燥いたしまして、糸

島のほうに搬出をしております。今ちょっと手元のほうにその量と金額のほうを持ち合わせてお

りませんので、後ほどまた御報告をしたいと思います。申しわけございません。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 
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○議員（１３番 三園三次郎君）  今、ある程度乾燥して送ればいいわけですよ。ところがうきは

から糸島に送っている汚泥は含水率が高いんですよ。水分を含んでるということは言いかえれば

水を運搬してるとと同じです。だから割高になってるわけでしょう。こんなことをやっとったら、

幾ら経費があっても足りませんよ。したがって、そういうものをきちっと見ていただかなきゃな

りません。 

 そこで、維持管理費を２６年度で見てみますと、吉井浄化センターが、維持管理費が１億

２,６６８万９,７３１円かかってますよ。吉井の浄化センター。それから屋部の浄化センターが

８１１万３,９５１円。これ合わせますと、今度は屋部のほうが、吉井浄化センターに合併する

という構想がありますけれども、それでもやはり１億３,４００万円ほどかかっているわけなん

ですよ。 

 浮羽の浄化センターが９,７０９万２,０２０円ということですから、つまり維持するだけで、

２億３,０００万かかってるんですよ。収入は、先ほど申し上げましたように使用料収入が３億

３,８００万しか入ってないんですよ。３億３,８００万から２億３,１００万引きますと、おの

ずともう残りはわずかになってきますよ。そして、今度はそれに一般管理費というのが加わって

きますから、何とかしてこの経費の削減を図らんことには、下水道事業はとにかくパンクの状態

ですよ、皆さん方はどういう認識か知りませんけれどもですよ。 

 そして、先ほど浮羽の浄化センターのことを申し上げましたがね、ここに皆さん方が出された

資料がありますよ。これ平成７年８月３日木曜日の１３時３０分から開催された資料なんです。

どういうことが書いてあるかというと、この資料の中には、こういうことが書いてあります。下

水の自然流下が可能になるような計画区内の最低値を選定しますということですよ。自然流下、

自然の法則に逆らうということは、今の時代ですからできないことはないけれどもですよ、電気

でポンプを動かして水を送らなきゃならんということなんですよ。当然、無駄な経費になります

けれどもですよ、この資料の中で皆さん方が出されたのが、６カ所出されてある。巨瀬川水系が

畑田、浮羽、下流川、それから井延川水系で中鶴、古川、それから隈上川水系で、隈上というこ

とで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆまでこれ続いてるわけ。その標高が書いてあるわけ。これを皆さ

ん方はね、標高、これもあってですよ、そして選定委員会で検討していただいておりますけれど

もね、中鶴が一番低い数字、３４メーター、それから畑田のところが３６メーター、溝尻の下が

３７メーター、下流川が３６メーター、中鶴が一番条件がいいですよってこと。 

 これについて、私が文句を言ったのを覚えておりますか。髙木市長が助役のときですよ。何で

このような数字を出したということでね。私が調べたのは、畑田が３４.４メーターなんですよ。

それから中鶴は３６.１メーター、逆に高いんですよ、向こうがですよ。そして、選定場所はこ

こに書いてありますように、いわゆる地下障害物の少ないところを選ばなきゃならんということ



- 144 - 

がここに書いてあるわけ。地下障害等が少なく、処理場への下水流入管のルート確保ができやす

いことと書いてありますが、これも全くでたらめですよ。確かに、大石あたりは条件はいいけれ

ども、久大線から南側、まず久大線の下をいわゆる推進工法で管を埋設しなきゃならん。それが

あれから２００メーター行きますと、耳納山麓の導水管が入ってるんですよ、５メーター下に。

その５メーター下も降りていく。それからさらに３００メーター行きますと、隈上川があって、

隈上川は底から１メーター下じゃないと下水管は埋設してはならないということですから、つま

り皆さん方は一番悪い場所を選定したんですよ。だから大変な工事がかかったでしょう。地下

６メーターも下に管を埋設しなきゃならんということですから。 

 だから、私はこの数字が間違ってるじゃないか、何からこの数字を出したということで、９月

３日の会議のときに、ここに資料があります。９月２２日のですね。下水道の推進協議会の会議

がなされてありますが、これに町長、それから髙木助役、出席してあります。そしてこのときの

推進員が山春が諌山、大石が舎川、それから農業委員の吉瀬、それから浮羽が東、山間部ですか

ら山間部が佐々木という区長が、５人が選考委員になって選定したんですよ。で、お尋ねした。

何でこんな数字出してるということだったんですが、皆さん方の答弁は、最初は１万分の１で用

いたためにそういう数字になりましたって。だから、今度は２,５００分の１で訂正をしますと

いうことで訂正されたのが逆転したという状況であるわけなんですよ。 

 皆さん方はこう言うんですよ。つまり、自分のいいように資料をつくって出されるのが今まで

の通例でしょう、四季の舎ながいわもそうだったでしょうが、絶対黒字になりますと。１日

１２３人も来るはずがないと申し上げたことには、「いや、もう来るようにしております」とい

うことだったんですけどもですよ、こういうことがないように、今後やっていただかなきゃなり

ませんよ。後で訂正しても、もう間に合わんでしょう、場所は選定してしまってですよ。これに

ついて、髙木市長の率直な答弁を聞かせてください。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま平成７年の処理場の案件については、当時確かに私は浮羽町の

助役をさせていただいておりますので、当時も三園議員からそういう御指摘があったことはしっ

かり承知をしております。何せ２１年前ですんで、ちょっと細かい資料がここにないもんであれ

なんですが、たしか私の記憶するところによりますと、確かに一番低いところに持っていけば、

ポンプアップする必要がありませんので、一般論としては経費が安く収まるわけですが、諸々い

ろんな当時の浮羽町全地域から、平坦地の全地域から下水を集めるとなると、いろんなコント

ロールポイントがあって、必ずしもその１点だけの理屈ではうまくいかない話であったり、ある

いは用地の確保でしっかり理解をいただける用地があるかとか、いろいろ総合判断の中で、あの

地域に処理場を設けさせていただいたと、こういう記憶をしております。決してありきで都合の
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いい説明をしてるというのは、もう全然当てはまらないんではないかなと、こう思います。 

 それから、四季の舎ながいわについても、当時私が平成６年の２月２１日に浮羽町の助役に就

任させていただいたとき、当時、鑓水町長時代に、あそこについては、ああいう合所ダムにつり

橋をかけるという構想がありました。それが非常に農林水産省事業でかなり進んでいる中で、い

ろんな御意見があって、それを中断した中で、農林水産省との関係もあって、何らかの地域振興

事業を起こさなくちゃいけないということでああいう形になったということを承知をしておりま

す。 

 いろいろ、私はこうやって助役でもあったし、今は市長をさせていただいているんですが、全

然、どういうんですかね、責任を転嫁する立場にないし、しっかり受けとめてやっていかなくて

はいけないと思ってますけれども、意図して、ありきで誘導するような話というのは今までも今

後もやるつもりはないし、しっかりいろんな形で皆さん方に情報開示をして、総合的な観点で、

要はうきは市民のためにどういう方策が一番ベストかということを常に考えて判断をしてまいり

たいと、このように思っています。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  本来は、下水道事業は埋設管で大体５０年とういうことですね。

国土交通省の調査でですよ。ここに国土交通省の資料がありますけれどもですよ、国土交通省が

いろいろ検討して、全国の下水道事業の維持管理費について調査をやったという資料があるわけ。

全国にある下水道の維持管理や更新に必要な費用が、２０３３年度には１３年度の１.５倍に膨

らむ見通しのあることが国土交通省の調べでわかったということだったですね。１.５倍になり

ますよということですからね、当然、うきはも処理場はもう１５年がすぐ経過するわけですよ。

平成１５年３月から稼働しましたから、平成３０年にはもう１５年が経過しますから、やはり若

干施設の改善等が起こってくる。管については、ここに５０年程度ということですから、下水関

連インフラ整備は、いわゆる下水管は敷設から５０年、下水道処理場の施設は１５年程度で更新

する必要があるということですから大変な膨らみが起こるということでございますので、それに

備えて、いわゆる逆送ポンプが何カ所据えられてるか、それを調査していただけんでしょうか。 

 そしてそれに関する経費ですね、それを見ていただいて、今はもう合併してありますから、場

合によっては吉井の処理場に流したほうが自然流下になるかもわかりません。それが可能かどう

かということも調査していただかなければなりません。 

 それともう一つは、汚泥処理を何とか改善しなきゃ、当時でも総務産業委員会で荒尾とかで施

設を見てまいりました。荒尾も職員が開発して、含水量を減らす装置をつくってありましたから、

ぜひうきはでもやってくださいということをお願いしとったけども、あれからもう３年になりま

すけど、まだ何もやってないという状況なんですよ。つまり一緒に下水道事業担当も一緒に行っ
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て見てきて、そしてこれはいいということがわかっておりながら何もやらないということ、これ

にはますます経費がかかっていくことは当然になりますから、これらの無駄な経費の検証をやっ

ていただいて資料を早急につくっていただくようお願いしたいんですが、答弁をお願いしたいと

思います。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  汚泥の含水率の話は議員からたびたび議会で指摘をいただいているとこ

ろであります。それを踏まえて、総合的に今いろんな方策で検討させていただいてますが、具体

については住環境建設課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（櫛川 正男君）  住環境建設課長。 

○住環境建設課長（江島 高治君）  今議員さんのほうから御指摘がございました。ちなみにマン

ホールポンプでございますが、吉井処理区については２４カ所、それから浮羽地区については

１８カ所のマンホールポンプがございます。将来にわたりまして、維持経費の確認ということで

ございます。実質、このマンホールポンプの維持管理費、それから汚泥処理につきましての含水

比の減少ということでございます。一度、含水比につきましては調査をしております。ただ含水

比を落とすということで、その経費と運搬コスト、それから処理場のコストということで、総体

的な今後検証が必要かと思いますので、今後その検証について、実施をしていきます。 

 以上です。 

○議長（櫛川 正男君）  三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  次に、第３点に移ります。時間がありませんので。上水道事業

の三原則と事業経営の基本原則について質問をいたします。 

 市長は上水道事業の水源は小石原川ダムにこだわっていますけれども、これは県南水道企業団

に加入し、毎年１億円以上の責任水量の支払いが絶対条件でありますよ。じゃないと、小石原川

ダムから直接引かれませんから。だから、久留米で上げていただいて、県南水道企業団で飲料水

にしていただいて、そのかわりそれを買いますということの条件であるわけですよ。上水道のア

ンケートの１０問でですよ、上水道に加入時期の設問がありますが、給水管到達後、速やかに接

続というのが５５６件です。それから給水管到達から５年以内に接続が２５７件、合わせますと

８２２世帯になります。給水管到達から５年以上先は、山間部を含めてわずかに５４世帯であり

ますからですよ、これを全部入れても９００世帯に足らないということなんですよ。したがって、

上水道事業の三原則が厳守できないのが現実でありますが、これを関係する地域市民に対してど

のように周知されますか、市長の本心をお聞かせください。 

 そこで、次の４項目について質問をいたします。水道事業は安心して飲める、いつでも安定し

て飲める、安い料金で供給されるの三原則を規定してありますが、この原則は守れましょうか。 
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 第２点が、上水道事業は、地方公営企業法が適用されますが、市が計画している上水道事業は

公営企業法を適用するのか、または普通会計で処理されるのか、どういう運営をされるのかお願

いしたいと思います。 

 それから、上水道アンケートの速やかに加入と、５年以内に加入合わせても８２２世帯であり

ますから、供用開始になっても５年間はこの数字で行くことになりますが、赤字額は幾らになる

のか、計算されてあったら教えていただきたい。 

 それから上水道事業の年間経費は５億６,４５１万円と試算をされてありますが、５億円もの

赤字が生じた場合、その責任はどうなるのか、以上４項目について、髙木市長の答弁をお願いし

ます。 

○議長（櫛川 正男君）  市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君）  ただいま上水道事業の三原則及び事業経営の基本原則について、４点の

御質問をいただきました。 

 まず１点目が水道事業の三原則についての御質問でありますが、議員御指摘の三原則は、水道

法の第１条の条文に基づくものと理解をしております。同法の第１条では、水道の目的について、

「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与す

る」とされ、このうち清浄とは安心して飲めること、豊富とは、いつでも安定して飲めること、

低廉とは、安価な料金で供給されることと言いかえることができます。地方公共団体が水道事業

を経営するに当たっては、この三原則を含め、適正かつ効率的な運営に努めなければならないと

されておりますので、うきは市においても水道事業者として事業を行う際には、法に定める原則

にのっとり、経営を行うこととなります。 

 ２点目が、市が計画する上水道事業の運営形態についての御質問でありますが、うきは市では、

平成１３年度に浮羽郡上水道基本計画を策定し、計画給水量を求めるとともに、この基本計画を

基礎として平成１４年には小石原川ダムの必要水量を回答しております。その水量は、５,００１人

以上を給付対象とした、いわゆる上水道と定義される水量であります。上水道につきましては、

地方財政法第６条及び同法施行令第４６条で、簡易水道、交通、電気、ガス事業などとともに地

方公共団体が行う公営企業と規定されており、その経理は特別会計を設けて行うことが定められ

ております。 

 また、公営企業は、地方公営企業法の全ての規定の適用を受ける事業については、上水道を初

め、工業用水、鉄道、電気、ガスなど７事業とし、病院事業では、地方公営企業法の財務規定の

みを適用することが原則として定められております。 

 以上のことから、うきは市の水道事業につきましては、給水人口５,００１人以上を対象とす

る上水道事業として、地方公営企業法の全ての規定の適用を受けることとなり、かつ特別会計を
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設置して運営していくこととなると考えております。 

 ３点目が、水道事業の赤字額についての御質問でありますが、上水道の加入時期につきまして

は、昨年実施したうきは市上水道事業に関するアンケート調査の問い１０で尋ねたものですが、

この設問は、問い９の枝分かれ質問となっており、問い９で上水道へ加入する、または現在の井

戸等と併用しながら上水道へも加入すると答えた方のみがお答えいただくものでありました。問

９で上水道へ加入する、または井戸等と併用で加入すると答えられた方の割合が、両方足して

２７.５％であり、問い１０の設問で、配水管到達の後、速やかに加入すると５年以内に加入す

ると答えた方の割合は、両方足して５７.６％ですので、問い９の２７.５％に問い１０の

５７.６％を乗じると、１５.８４％でございます。１５.８４％を全世帯である有効配布数１万

７８２通に乗じますと、約１,７００世帯が加入の意向であるということになります。 

 アンケートに回答した実数でとらえるのは誤りであり、アンケート調査の意義と統計上の解説

を逸脱しているものであります。しかし、ここではあえて議員御質問の８２２世帯の場合でお答

えいたします。 

 なお、上水道事業に係る試算につきましては、平成２７年１２月に開催された第７回水資源対

策特別委員会において、平成２２年度の試算に基づく料金等の検証表を提出しておりますので、

その表に基づいて説明をいたします。 

 また、事業所や学校等で使用する水量は考慮せず、８２２世帯のまま５０年間経過するものと

し、かつ８２２世帯ですと５,０００人を下回り、通常は上水道事業認可がおりませんが、あく

までも水道認可を取得し、国庫補助金も交付されるものと仮定してお答えいたしますと、以上の

条件設定のもと試算を行いますと、毎月２５トンの水を使った場合で、月額水道料金が８,４４９円

にした場合では、毎年約４.８億円の繰り入れが、八女市の水道料金と同額である５,６７０円に

した場合では、約５.１億円の繰り入れがそれぞれ必要になるものと見られます。うきは市とし

ましては、今後、上水道整備を行う際には、市民の皆様の加入率を高め、なるべく財政負担が少

なくなるよう対応を図ってまいる所存であります。 

 ４点目が、赤字が生じた場合の責任についての御質問でありますが、まずは上水道事業の立ち

上げに向けてしっかりとした計画を練る必要があります。事業認可申請に際しましては、需要に

対する適合性や計画の確実性と合理性、また財政的視点などの面から申請内容が厳しく問われま

すので、認可基準に達するように取り組む必要があると考えます。そのためには上水道事業の必

要性について、市民の皆様へさらなる説明に努めるとともに、安定経営を目指した事業計画の構

築を図っていく必要があると、このように考えております。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  質問で、責任はどうなりますかと、これに対する答弁がありま

せんが。赤字になった場合の責任は誰がとりますか。議案を可決すれば、議会も責任持たなきゃ



- 149 - 

なりません。 

 それともう一つは、市民が上水道に加入してないから、市民にも責任があるとおっしゃるのか

どうかですね。市民にも責任がありますよと。 

 以上、責任だけ答弁をお願いします。答弁漏れしてありますから。 

○市長（髙木 典雄君）  いいですか。 

○議長（櫛川 正男君）  簡潔に。 

○市長（髙木 典雄君）  はい。時間過ぎてますが、先ほど明確に答弁しましたように、安定経営

を目指した事業計画の構築を図っていきますので、責任が問われないようにしっかりしたいと思

います。 

○議員（１３番 三園三次郎君）  赤字が出た場合はどうしますかという質問をやってるわけです

よ。（発言する者あり）仮定じゃないですよ。５億円の赤字が出ますという説明があったからで

すよ。 

○議長（櫛川 正男君）  もう時間でございますので…… 

○議員（１３番 三園三次郎君）  はい。答弁はありませんでした。終わります。ありがとうござ

いました。（拍手） 

○議長（櫛川 正男君）  拍手は禁止事項でございますので、遵守してください。（発言する者あ

り）いや、傍聴規則は遵守してください。（発言する者あり） 

変わってないですよ。 

 これで１３番、三園三次郎議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（櫛川 正男君）  以上で、本日は散会します。 

○事務局長（熊懐 洋一君）  起立、礼。お疲れさまでした。 

午後４時33分散会 

────────────────────────────── 

 

 


